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１．事業目的 

改正ガス事業法の施行により、平成２９年４月から都市ガス事業における

小売全面自由化等が行われた。ガスの小売全面自由化等においては、ガス事

業における事業類型の整理が行われ、新たなガス小売事業者の参入が開始さ

れたことから、ガス小売事業者の保安水準の維持向上を図ることが求められ

ている。 

これまで一般ガス事業者においては、ガス安全高度化計画の目標達成に向

け、自主保安（法令によらない保安の向上に向けた自主的な保安）活動を行

い、保安水準の維持、向上を図ってきた。小売全面自由化後においても、こ

うした保安水準を確保するためには、これまで一般ガス事業者が行ってきた

自主保安活動が引き続き行われることが必要である。 

小売全面自由化後においては、ガス小売事業者は、消費機器の調査・周知

に係る保安責任を担うこととなるが、自由な料金設定等による競争が行われ

たとしても、消費機器に関する自主保安の取組に関しては、その継続的な実

施を確保することが保安上重要である。 

このため、本事業では、①需要家にガス小売事業者の「自主保安」の活動

状況をホームページでわかりやすく紹介し、ガス小売事業者の保安面での選

択を支援する「見える化」制度を試行的に運営するとともに、②需要家の保

安意識、知識等を調査し、そのレベル（水準）の経時的な変化を捉え、適切

な保安意識、知識等の醸成を図ることによって、ガス小売事業者に対して自

主保安の着実な実施を求め、自主保安の水準の維持、向上を図ることを目的

とした。 

２．事業内容 

（１）令和２年度の本格運営に向けたガス小売事業者の自主保安に係る「見える

化」制度の運営

ガス小売事業者の自主保安に係る「見える化」制度を引き続き運営し、さ

らに令和２年度の本格運営に向けた検討等を行った。具体的な実施項目は次

のとおり。 

① 「見える化」制度の運営

当該制度に参加するガス小売事業者の募集については、前年度までは第１

次募集、第２次募集と期間を区切り実施していたが、本年度は事業者の申告

をし易くするために令和元年７月１２日から令和元年１２月２０日まで連続

して実施した。募集開始後、前年度の当該制度に参加していた３２者につい

ては、すべての事業者が今年度について継続して参加する旨の申告を行っ

た。そのうち、前年度から公表内容の変更を行わない申告が２６者、事業者

情報（所在地、電話番号等）の変更を行う申告が１者、供給エリアの変更を

行う申告が２者、評価に係らない記載の変更を行う申告３者であった。これ

ら３２者の申告内容については、ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事
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業有識者（審査）委員会（以下「審査委員会」という。）による確認を行

い、９月２０日にガス小売自主保安比較サイト（以下「ガスホサイト」とい

う。）にて公表した。 

また、令和元年１２月１８日に１者より制度への新規参加に係る申告があ

った。当該申告についてはその内容を第２回審査委員会にて審査し、令和２

年２月１４日にガスホサイトにて公表し、本制度の参加事業者は合計３３者

となった。 

ガスホサイトは添付資料１－１、報告時点での本制度参加事業者の評価と

特徴的な取り組みについては添付資料１－２のとおり。 

 

② 「見える化」制度のホームページの利用者拡大等に向けたＰＲ及び需要家

状況調査 

ガスホサイトを需要家、ガス小売事業者に積極的に活用してもらうため、

メディア（ガス関係新聞等）へのＰＲを実施した。また、委員を通じ、消費

者団体の会員に当該サイトを実際に利用いただいた上で、都市ガス需要家の

保安を巡る意見等について、アンケート調査を行った。 

  

③ 「見える化」制度のホームページの改善  

利用者の利便性向上等の観点から、ガス小売事業者の検索・表示等につい

て見直し、ガス小売事業者の参加状況の視認性を高めるため、改善時点での

登録ガス小売事業者全てを掲載した上で、事業者の参加状況を明らかにする

よう改善を行った。 

ガスホサイトの改善（ガス小売事業者名検索ページ）については添付資料

１－３のとおり。 

 

④  学習コンテンツ等の改訂 

需要家によるガスホサイトの継続的な活用を促進するため、学習コンテン

ツに動画を追加することで、利用者の理解度向上を図った。 

学習コンテンツの改訂については添付資料１－４のとおり。 

 

⑤  令和２年度の本格運営に向けた方策の検討  

令和２年度の本格運営に向け、「見える化」制度の参加事業者の拡大、実

施体制等の方策について検討した。また、それに伴い、柔軟な審査のための

事務局サーバーを利用した審査方法の検討及び見える化参加事業者の自社ホ

ームページにおける自主保安公開状況の調査を行った。 

特に、令和２年度以降の「見える化」制度の実施体制の検討においては、

参加ガス小売事業者アンケート結果等を踏まえると現行のまま継続するのは

難しいとの結論により、2020年度以降はガス小売事業者自らのホームページ

等における「自主保安の取組状況の公表」を促進すべく、公表の目安となる

項目「情報提供の参考例」を経済産業省ウェブサイトに掲載し、消費者がガ
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ス小売事業者を選択する際の一助とするべく経済産業省ウェブサイトに「自

主保安の取組状況の公表」事業者リストを掲載する新たな制度へ移行する旨

の結論が得られた。今後は、毎年、経済産業省のガス安全小委員会において

公表事業者数についてフォローを行い、また、ガス保安功労者経済産業大臣

表彰制度における評価を検討している。この具体的なとりまとめ資料「2020

年4月以降のガス保安見える化制度の実施体制」については添付資料１－５の

とおり。 

また、ガス保安見える化制度参加事業者に係る自主保安公開状況の調査結

果については添付資料１－６のとおり。 

 

（２）需要家の保安意識等状況調査  

令和元年度においては、家庭用需要家及び業務用需要家について、平成２

８，２９，３０年度からの状況の変化を捉えるため、引き続き需要家の保安

意識、知識等の状況を調査するとともに、改正ガス事業法施行日（平成２９

年４月１日）以降にガス小売事業者を切り替えた需要家に対して、切り替え

後の事業者の保安業務等の状況を調査することによりガス小売事業者の保安

レベルの変化を捉え、分析し、評価を行った。 

調査対象者数は、平成２８，２９，３０年度調査と同程度（約１，５００

名程度以上）とし、具体的なアンケートの方法、結果のまとめ方について

は、適時、経済産業省ガス安全室と相談した。 

昨年より追加した家庭におけるマイコンメーターの復帰方法に関する質問

（Ｑ１１）については、昨年の認知率４８．１％に対して３．６％上昇し、

５１．７％となった。２０１９年には北海道胆振東部地震等の災害が発生し

ており、平時を含めた業界団体等による周知活動の結果、認知率が向上した

ことが推定され、今後も継続して周知を行っていくことが望まれる。また、

業務用需要家における調査では、換気の必要性などの一酸化炭素中毒に係る

質問（Ｑ１１～Ｑ１５）については、４年間で大きな変動はなく、「特にガ

ス機器が古くなると正しく換気をしていてもＣＯが発生する恐れがある」に

ついては、２１．４％が知らなかったと回答しており、引き続き周知を行う

ことが必要である。 

需要家保安意識状況調査結果は添付資料２のとおり。 

 

（３）有識者委員会の開催 

① 有識者委員会の設置 

上記（１）から（２）における調査等を行うにあたって、「改正ガ

ス事業法に係る新小売事業者関連調査事業有識者委員会（運営委員

会）」を設置し、必要な検討等を行った。 

なお、当該制度に参加するガス小売事業者の自主保安の取組の評価

については、当該委員会の下に、需要家の現場の保安に精通した専門

家等による審査委員会を設置し、各参加事業者の評価案を作成した。 
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   ② ガス小売事業者の自主保安活動向上対策事業有識者委員会名簿 

 

運営委員会（順不同） 

 
委員長：倉渕  隆 ［東京理科大学 教授］ 
委 員：渡邊 嘉二郎［法政大学 名誉教授］ 
委 員：安藤 広和 ［(一社)日本ガス協会 

技術ユニット長 兼 技術部長］ 
委 員：稲月 勝巳 ［電気事業連合会 工務部長］ 
委 員：杉森 毅夫 ［(一社)日本コミュニティーガス協会 

技術部長］ 
委 員：夏目 智子 ［全国地域婦人団体協議会 幹事］ 
委 員：藤野 珠枝 ［主婦連合会］ 
委 員：三浦 佳子 ［消費生活コンサルタント］ 

 
関係者：経済産業省 産業保安グループ ガス安全室 

 
事務局：高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 

 

   審査委員会 

 

委員長：渡邊 嘉二郎 [法政大学 名誉教授] 

委 員：松波 昌史  [(一財）日本ガス機器検査協会 

理事・総務企画部長] 

委 員：杉原  康夫  [ガス警報器工業会 事務局長] 

委 員：尾身 健二  [(一社）日本ガス石油機器工業会 

管理グループマネージャー] 

委 員：由利  剛  [(一社）日本厨房工業会 事務局長] 

 
関係者：経済産業省 産業保安グループ ガス安全室 

 
事務局：高圧ガス保安協会 液化石油ガス部 
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③ 有識者委員会の開催状況 

 

運営委員会 

 

開催回数及び開催日 主  な  審  議  事  項 

第１回 

令和元年7月1日（月） 

・今年度の「ガス小売事業者の自主保安活動

向上対策事業有識者委員会」の実施につい

て 

・令和元年度審査委員会の構成等について 

・参加事業者の募集等について 

・学習コンテンツ等の改訂について 

・ガスホサイトの改善について 

・本格運営に向けた方策の検討について 

・その他 

第２回 

令和元年11月12日(火) 

・前回議事録の確認について 

・参加事業者の募集等について（報告） 

・柔軟な審査のための審査方法について（報

告） 

・ガスホサイトの改善について（報告） 

・「見える化」制度の本格運営に係る方策の

検討 

・その他 

書面審議 

（令和2年3月4日～令

和2年3月11日） 

・前回議事録の確認について 

・令和元年度参加事業者の募集結果について 

・需要家保安意識等状況調査の結果について 

・2020年4月以降のガス保安見える化制度の

実施体制についての検討 

・調査報告書（案）について 

 

審査委員会 

 

開催回数及び開催日 主  な  審  議  事  項 

第１回 

令和元年7月31日

（水） 

・審査委員会における審査等について 

・メール審議における事務局サーバー上での

審査資料の確認方法について 

・既存参加事業者の参加状況等について 

・その他 
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第２回 

令和2年2月10日(月) 

・新規参加事業者の審査について 

・その他 

  

6



添付資料 １－１ 

 

 

 

ガス小売自主保安比較サイト 
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ガス事業者検索
ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度に参加しているお住まいのガス事業者はこちらで検索できます。

都道府県 市区町村 検索する

ガス⼩売事業者名検索
ガス⼩売事業者を事業者名で検索することができます。
なお、本制度に参加しているガス⼩売事業者についてはその評価や特徴的な取り組みを⾒ることができます。

ガス⼩売事業者名検索はこちら

平成29年4⽉にガスの利⽤者がガス会社（ガス⼩売事業者）を⾃由に
選ぶことができる「都市ガスの⼩売全⾯⾃由化」が始まりました。

都市ガス⾃由化の開始に伴い、複数のガス会社の選択が可能な地域に
お住まいの⽅向けに、各社が独⾃に取り組んでいる⾃主保安活動※の
内容・レベルを検索・⽐較できるサイトを開設しました。

また、新規参⼊のガス会社がない地域にお住まいの⽅にとっても、今
ご利⽤中のガス会社が⾏っている⾃主保安活動の把握に役⽴つよう
に、様々な情報を取り上げています。

さらに、本サイトでは、ガスの利⽤者がガスを安⼼・安全に使⽤する
ために知っておきたいこと、取り組むべきことについての情報も掲載
しています。

多くの⽅に本サイトをご利⽤頂き、ガス会社を選ぶ際のご参考とな
り、ガスの安全かつ快適な使⽤につながることを期待します。

※⾃主保安活動とは、法令で定められたガス機器に関する周知及び調査に加えて、ガス会
社が独⾃に⾏うガスを安全にお使いいただくための取り組みをいいます。

お知らせ
2020.02.14 令和元年度募集の結果、ガス事業者検索及びガス⼩売事業者名検索が更新されました。
2019.09.20 ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度に参加しているガス⼩売事業者の情報が更新されました。
2019.07.12 経済産業省の委託事業により、「ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度」に係る参加事業者を募集します。
2019.03.25 平成30年度第⼆次募集の結果、ガス⼩売事業者⼀覧が追加・更新されました。
2018.11.30 経済産業省の委託事業により、「ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度」に係る参加事業者の第⼆次募集を⾏います。

⼀覧を⾒る
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⾃主保安の評価項⽬について
ガス⼩売事業者は皆様が都市ガスを安全・安⼼に使⽤するために、事業者は⾃主的に様々な保安の取組を⾏っていま
す。そこで、事業者の保安に係る体制、業務や皆様へのＰＲ等の項⽬毎に、その取組を評価しようというものです。
なお、評価のプロセス等についてはこちらをクリックしてください。
評価のプロセス等について

お問い合わせ・ご意⾒等 免責事項 各種リンク

ガス⼩売事業者向け募集要項

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）

保安管理体制

マネジメントや体制の整
備、教育・訓練の実施等、
保安への取組等について事
業者として公表しているこ
とを評価します。

詳しくはこちら

保安業務

1.⼀酸化炭素（ＣＯ）中毒事
故防⽌対策
⼀酸化炭素（ＣＯ）中毒事故を未然
に防⽌するための⾃主保安活動の実
施について評価します。

詳しくはこちら

2.ガス漏えいによる爆発、⽕
災事故防⽌策
ガス漏えいによる爆発⼜は⽕災事
故を未然に防⽌するための⾃主保
安活動の実施について評価しま
す。

詳しくはこちら

需要家への
安全教育・啓発

ガスの安全広報活動、ガス
使⽤者への保安教育等の実
施について評価します。

詳しくはこちら

他の制度による
保安表彰の受賞歴

保安の取組が他の表彰評価
制度により、表彰等された
ことを評価します。

詳しくはこちら
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ガス事業者検索
ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度に参加しているお住まいのガス事業者はこちらで検索できます。

都道府県 市区町村 検索する

ガス⼩売事業者名検索
ガス⼩売事業者を事業者名で検索することができます。
なお、本制度に参加しているガス⼩売事業者についてはその評価や特徴的な取り組みを⾒ることができます。

ガス⼩売事業者名検索はこちら

平成29年4⽉にガスの利⽤者がガス会社（ガス⼩売事業者）を⾃由に
選ぶことができる「都市ガスの⼩売全⾯⾃由化」が始まりました。

都市ガス⾃由化の開始に伴い、複数のガス会社の選択が可能な地域に
お住まいの⽅向けに、各社が独⾃に取り組んでいる⾃主保安活動※の
内容・レベルを検索・⽐較できるサイトを開設しました。

また、新規参⼊のガス会社がない地域にお住まいの⽅にとっても、今
ご利⽤中のガス会社が⾏っている⾃主保安活動の把握に役⽴つよう
に、様々な情報を取り上げています。

さらに、本サイトでは、ガスの利⽤者がガスを安⼼・安全に使⽤する
ために知っておきたいこと、取り組むべきことについての情報も掲載
しています。

多くの⽅に本サイトをご利⽤頂き、ガス会社を選ぶ際のご参考とな
り、ガスの安全かつ快適な使⽤につながることを期待します。

※⾃主保安活動とは、法令で定められたガス機器に関する周知及び調査に加えて、ガス会
社が独⾃に⾏うガスを安全にお使いいただくための取り組みをいいます。

お知らせ
2020.02.14 令和元年度募集の結果、ガス事業者検索及びガス⼩売事業者名検索が更新されました。
2019.09.20 ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度に参加しているガス⼩売事業者の情報が更新されました。
2019.07.12 経済産業省の委託事業により、「ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度」に係る参加事業者を募集します。
2019.03.25 平成30年度第⼆次募集の結果、ガス⼩売事業者⼀覧が追加・更新されました。
2018.11.30 経済産業省の委託事業により、「ガス⼩売事業者⾃主保安促進制度」に係る参加事業者の第⼆次募集を⾏います。

⼀覧を⾒る
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⾃主保安の評価項⽬について
ガス⼩売事業者は皆様が都市ガスを安全・安⼼に使⽤するために、事業者は⾃主的に様々な保安の取組を⾏っていま
す。そこで、事業者の保安に係る体制、業務や皆様へのＰＲ等の項⽬毎に、その取組を評価しようというものです。
なお、評価のプロセス等についてはこちらをクリックしてください。
評価のプロセス等について

お問い合わせ・ご意⾒等 免責事項 各種リンク

ガス⼩売事業者向け募集要項

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）

保安管理体制

マネジメントや体制の整
備、教育・訓練の実施等、
保安への取組等について事
業者として公表しているこ
とを評価します。

詳しくはこちら

保安業務

1.⼀酸化炭素（ＣＯ）中毒事
故防⽌対策
⼀酸化炭素（ＣＯ）中毒事故を未然
に防⽌するための⾃主保安活動の実
施について評価します。

詳しくはこちら

2.ガス漏えいによる爆発、⽕
災事故防⽌策
ガス漏えいによる爆発⼜は⽕災事
故を未然に防⽌するための⾃主保
安活動の実施について評価しま
す。

詳しくはこちら

需要家への
安全教育・啓発

ガスの安全広報活動、ガス
使⽤者への保安教育等の実
施について評価します。

詳しくはこちら

他の制度による
保安表彰の受賞歴

保安の取組が他の表彰評価
制度により、表彰等された
ことを評価します。

詳しくはこちら
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、創業110年以上の経験と信頼を礎に、ガスを安全
にご利⽤いただくための盤⽯な保安体制、災害対策など
を通じて、お客さまの安⼼・安全の確保に努めていま
す。
また、お客さまの安⼼・安全を確保するためのマネジメ
ント体制を構築しています。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、各地域事業所ごとに保安業務監督者を配置し、
監督者の管理・監督のもと、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務従事者の技術⼒維持向上のため以下
の取組を実施しています。

●⾃社教育施設にて保安業務に必要な知識や資格の取得、
定期的な技量確認を実施

●業務委託先へ定期的に訪問し、勉強会や業務指導を実施

●夏期・冬期の年2回、保安業務に従事する全担当者を対
象に保安教育を実施

●毎年、有事発⽣時に備え災害対策訓練を実施

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器・⾦網ス
トーブに加え、給湯器・⾵呂釜などをお持ちのすべての
お客さまに以下の取組を実施しています。

●4年に1度の消費機器調査時に、⼀酸化炭素濃度の測定
により危険性の有無確認を⾏い燃焼状態をお客さまにご
説明

⼤阪ガス株式会社

⼤阪ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⼤阪ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0024）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0001（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：⼤阪府⼤阪市中央区平野町４丁⽬１番２号
TEL：0120−0−94817

ホームページ：http://www.osakagas.co.jp/
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●安全かつ快適にご使⽤頂くため、安全装置の付いたガス
機器への取替えをご提案

●1年に1度、所有されているガス機器に応じ、快適なご
使⽤⽅法を周知チラシ配布によりお伝え

●快適なご使⽤⽅法についてホームページでご紹介
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため換気の必要
性について、各種媒体を活⽤し以下の取組を実施してい
ます。

●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊⼦によりお伝え

●1年に1度、換気の必要性を記載した注意喚起チラシの
全⼾配布

●ファンヒーターなどの使⽤頻度が増す毎年12〜2⽉に新
聞広告によりお伝え

●お台所の⾒やすい個所や⼩型湯沸器に換気ステッカーの
貼付

●換気の必要性についてホームページでご紹介
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため、お届けし
ているガスの種類に合ったガス機器の使⽤や調理中にコ
ンロから離れる際には⽕を消していただくことなどガス
の安全使⽤について、各種媒体を活⽤し以下の取組を実
施しています。

●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊⼦によりお伝え

●1年に1度、ガスの安全使⽤について記載した注意喚起
チラシの全⼾配布

●ガス設備に不備が発⾒された場合は、改善⽅法をお客さ
まにご説明

●ガスの安全使⽤についてホームページでご紹介
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため、ガス機器
の正しい接続⽅法について、各種媒体を活⽤し以下の取
組を実施しています。

●4年に1度の消費機器調査時に、ガス機器の接続状態に
異常がないことを確認し周知冊⼦によりお伝え

●1年に1度、ガス機器の正しい接続⽅法について記載し
た注意喚起チラシの全⼾配布

●接続具の劣化や誤った接続を発⾒した場合の改善⽅法を
お客さまにご説明

●ガス機器の正しい接続⽅法についてホームページでご紹
介
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、地球環境意識の⾼まりを背景に、2006年度か
ら、エネルギーと地球環境問題について次世代を担う⼦
どもたちと⼀緒に考え、理解を深めることを⽬的とし
て、⼩・中・⾼校⽣を対象にした出張授業「エネルギー
環境教育」を実施しています。
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・エネルギーや環境に関する校外学習の場としてガス科学
館（泉北製造所内）と姫路ガスエネルギー館（姫路製造
所内）を運営しており、近隣の⼩中学校や地域イベント
での実験学習などで⼀般の⽅にもご利⽤いただいていま
す。

・平成27年に開設したショールーム「hu+gMUSEUM」で
は、天然ガスの環境性・将来性をもとに、家庭⽤ガス機
器を使⽤した省エネルギーで快適・便利な暮らしを体感
いただくコーナーや、安全・安⼼に関する取り組みを紹
介するコーナーなどを設置し、お客さまに様々な情報を
わかりやすく発信しています。
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「ハグミュージア
ム」で検索）

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘りガス保安関係の職務に精励し、ガス保安の確
保、保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が
認められ、ガス保安功労者として中部近畿産業保安監督
部近畿⽀部⻑表彰を受賞しました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・保安を経営の最優先事項とし、コンプライアンス本部を
⽴ち上げ、本部直下の「保安部」より、各⽀店の「保安
課」への直接的な指⽰命令系統を構築し、全社員による
コンプライアンス遵守の徹底を図っています。

(2)保安管理体制の整備 ・各参⼊エリアごとに保安管理体制を整備し、消費機器に
関わる対応だけでなく、漏えい調査等保安業務全般に対
応可能な体制を整えています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、⼀般
ガス導管事業者実施の防災訓練への参加、コールセンタ
ーによる連絡訓練を実施し、保安管理体制の確⽴を図っ
ています。また、各都市ガス営業課においては、消費機
器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務全般
に対応可能な教育・訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・対象機器が発⽣した際には、1年に1回以上の周期でお客
様へ周知⽂書の郵送を実施し、さらに、消費機器調査時
に⽂書および⼝頭でご案内し、安全機器への取替を促進
します。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭による安全周知を実
施。また、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し換気
励⾏等を実施します。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

株式会社サイサン

株式会社サイサン

⽒名⼜は名称：株式会社サイサン（ガス⼩売事業者登録番号：A0023）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0002（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町1-11-5

TEL：0120-41-3130

ホームページ：http://saisan.net/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し、消費機器
の正しい操作⽅法をご案内します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し、ガス栓や
接続具の正しい接続⽅法をご案内します。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ホームページや各参⼊エリアにて実施するイベント等に
て、保安啓発についてもPRしていきます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備
し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は、各事業拠点で保安管理体制を整備し、お客さま
保安の向上に向けた取り組みを推進しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を⾏う
とともに、⾃社で研修施設を整備し計画的なトレーニン
グを⾏うことで、保安スキルの維持向上に努めておりま
す。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・当社は、安全装置が装備されていない⼩型湯沸器などの
⾮安全型機器をお持ちのお客さまに対して、１年に１回
の頻度で保安ＰＲチラシを配布するとともに、ガスのご
使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点
検の対⾯機会を通じて、安全性の⾼いガス機器への取替
えをお勧めしております。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・当社は、お客さまへガス機器をご使⽤になる際の換気の
必要性など、ガスを安全にご利⽤いただくためのポイン
トについて、1年に1回の頻度で保安ＰＲチラシを配布す
るとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明してお
ります。

⻄部ガス株式会社

⻄部ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⻄部ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0027）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0003（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：福岡県福岡市博多区千代1丁⽬17番1号
ホームページ：http://www.saibugas.co.jp
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・当社は、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全な
使⽤⽅法について、1年に1回の頻度で保安ＰＲチラシを
配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回
以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明
しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・当社は、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続⽅法に
ついて、1年に1回の頻度で保安ＰＲチラシを配布すると
ともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度
で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明しておりま
す。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、当社ホームページや新聞広告などを通じて、保安の
重要性に関してお客さまへ幅広くＰＲを⾏っておりま
す。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・当社の保安業務従事者の保安に関する功績が評価され
「ガス保安功労者九州産業保安監督部⻑表彰」に選出さ
れております。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、「あなたとずっと、今⽇よりもっと。」のコー
ポレートメッセージにあるとおり、１３０年間お客さま
⼀⼈ひとりと向き合いながら、培ってきた経験と信頼を
礎に、お客さまの保安確保に邁進しております。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は事業所ごとに保安業務監督者を配置し、保安管理
体制を整え、法定の消費機器調査に加え⾃主的な保安活
動を実施しています。
また、お客さまの特性に合わせ、法定の消費機器調査以
外の様々な業務機会を通じて⾃主的に定めた保安活動を
実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづき保
安業務従事者への教育・訓練を実施しています。

・年間を通じて、グループ従業員を教育するための教育施
設「⼈材育成センター」を設けています。また、年１回
「総合防災訓練」を⾏い、⼤規模災害の発災時の初動・
復旧訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、不完全燃焼防⽌装置がついていないガス
機器をお持ちのお客さまに、安全性の⾼い機器へのお取
替えをご案内しています。また、対象機器をお持ちのお
客さまに年１回以上安全周知チラシを配布し、フリーダ
イヤルを開設してお問合せに対応しております。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、「ガスライフ安⼼読本」を使って、室内

東京ガス株式会社

東京ガス株式会社

⽒名⼜は名称：東京⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0020）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0004（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：東京都港区海岸⼀丁⽬5番20号
TEL：03-3344-9100、0570-002211

ホームページ：http://www.tokyo-gas.co.jp/
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係る取組 でガス機器を使⽤するときは、換気を⾏っていただくよ
う、すべてのお客さまにご説明しています。
また、２年に１回以上の頻度で、換気に関する注意事項
を記載した周知チラシをすべてのお客さまに配布してお
ります。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、「ガスライフ安⼼読本」を使って、ガス
機器の安全な使⽤⽅法について、すべてのお客さまにご
説明しています。また、２年に１回以上の頻度で、ガス
機器の安全な使⽤⽅法を記載した周知チラシを、すべて
のお客さまに配布しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、「ガスライフ安⼼読本」を使って、ガス
栓とガス機器の正しい接続⽅法について、すべてのお客
さまにご説明しています。
また、２年に１回以上の頻度で、ガス栓とガス機器の正
しい接続⽅法を記載した周知チラシを、すべてのお客さ
まに配布しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・新聞広告や検針票の裏⾯を利⽤して、ガス機器をご使⽤
する際の注意事項について、すべてのお客さまにお知ら
せしています。
また、テレビ・ラジオＣＭ「TOKYO GASの安全
TODAY」や弊社ホームページでも、ガスの安全な使⽤⽅
法についてご案内しております。
⾃治体等が主催する防災イベント等へ協⼒して参加する
ことで、災害時だけでなく平常時のガスの安全な使い⽅
をＰＲしています。
こうした取り組みは、年１回ＣＳＲレポートとしてまと
められ、ＨＰに公開しております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として関東東北産業保安監督部⻑表彰を受賞いたし
ました。
また、2015年12⽉に、東京消防庁が実施している災害時
要配慮者巡回に対する弊社グループの貢献が認められ、
感謝状をいただいております。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

弊社は、創⽴100周年へ向けた東邦ガスグループビジョン
「未来を拓くエネルギーへ 〜お客さまにお届けする価値
を、より⾼くより広く〜」を実現するため、「お客さまの
安全・安⼼を揺るぎないものにします」などの４つ挑戦に
取り組んでおります。この⽅針に従い、都市ガスを安全に
ご利⽤いただくため、当社独⾃の⾃主的な活動を含む様々
な活動に取り組むと共に、弊社ホームページや統合レポー
トでその内容を公開しております。

(2)保安管理体制の整備 ・お客さまの安全・安⼼を確保するため、各地域（事業拠
点毎)に保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的な保安活動を実施しています。

・24時間365⽇のガス機器修理受付や夜9時まで修理訪問
等、お客さまがガス機器を安⼼してお使いいただけるよ
う、約180拠点、総勢3,000⼈体制を整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務を従事する者に対して、ガスの保安に関わる教
育・訓練や、防災訓練を毎年実施し、技能の維持向上に
努めています。また、保安の教育・訓練のための施設と
して「営業⼈材開発センター」を整備しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等をお持
ちのお客さまに対しては、4年に1回以上の定期保安点検
で対⾯した際に、安全性の⾼いガス機器への取替をお勧
めしています。あわせて、⼩型湯沸器の⼀酸化炭素濃度
を測定し、お客さまに機器の燃焼状態をお伝えしていま
す。

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器や⾦網ス
トーブ等をお持ちのお客さまを対象に、換気の必要性等

東邦ガス株式会社

東邦ガス株式会社

⽒名⼜は名称：東邦⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0025）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0005（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：愛知県名古屋市熱⽥区桜⽥町19番18号
TEL：0570-010956（ナビダイヤル）
ホームページ：http://www.tohogas.co.jp/
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の安全な使⽤⽅法を説明した書⾯を毎年1回配布し、注意
喚起を⾏っています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器使⽤の際の換気の必要性については、4年に1回
以上の定期保安点検で対⾯した際にお客さまへ説明して
います。また、換気のお願いを記載したステッカーを配
布しています。

・全てのお客さまを対象に、換気の必要性等の安全な使⽤
⽅法を説明した書⾯を毎年1回配布し、注意喚起を⾏って
います。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器ごとの安全な使⽤⽅法について、4年に1回以上
の定期保安点検で対⾯した際にお客さまへ説明していま
す。

・全てのお客さまを対象に、所有機器に応じた安全な使⽤
⽅法を説明した書⾯を毎年1回配布し、注意喚起を⾏って
います。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス栓とガス機器との接続状況については、4年に1回以
上の定期保安点検で対⾯した際に確認しています。ま
た、あわせて、適切な接続具の種類や正しい接続⽅法に
ついて説明しています。

・全てのお客さまを対象に、適切な接続具の種類や正しい
接続⽅法を説明した書⾯を毎年1回配布し、注意喚起を⾏
っています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器の安全な使⽤⽅法については、ガスの使⽤開始
時や4年に1回以上の定期保安点検時にお客さまへ説明す
るとともに、毎年配布する書⾯や弊社ホームページへの
掲載により保安の重要性をPRしています。

・さらに、「ガスと暮らしの安⼼」運動を実施しており、
運動ポスターや新聞広告の掲載、ガスエネルギー館やガ
ス展、地域の防災イベントへの出展等、様々な機会でガ
スの安全について啓発活動を実施しています。

・パンフレット等の多国語対応を進めています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安
確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保
安功労者として、「中部近畿産業保安監督部⻑表彰」を
受賞しました。

・愛知県から委託された⼀般社団法⼈愛知県危険物安全協
会連合会（岡崎市危険物保安連絡協議会）から、災害の
絶無と防⽕思想の普及に多⼤な貢献をしたとして、感謝
状をいただいています。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保をベース
に、お客様サービスの向上等に努めています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html

(2)保安管理体制の整備 ・各地域（事業拠点）ごとに保安管理体制を整備し、⾃主
的に様々な保安活動を実施しています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・保安業務は全て⾃社社員にて実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、
社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専⾨性の⾼いガス
消費機器に係る保安技術については、専⾨機関主催の研
修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の
向上に努めております。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努
めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・１年間に１回以上、ＣＦ機器をお持ちのお客様に直接お
会いして、安全性の⾼いガス機器をお使い頂くよう説明

武陽ガス株式会社

武陽ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武陽ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0046）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0006（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：東京都福⽣市本町17番の1

TEL：042-551-1621

ホームページ：http://www.buyo-gas.co.jp
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します。（⾮安全型機器の⼩型湯沸器、⾦網ストーブは
残存致しません。）

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器を使⽤する際にはＣＯ中毒事故防⽌のための換
気が⼤切なので、４年間に１回以上、全てのお客様に直
接お会いして、換気の必要性を説明するとともに、安全
使⽤のための安全ステッカーをお客様の燃焼器に貼付
し、注意喚起を⾏います。

・ガス機器を使⽤する際には換気が⼤切なので、１年間に
１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、
ＣＯ中毒事故防⽌のためのポイントをお知らせします。

・外壁塗装⼯事・外壁清掃⼯事・増改築⼯事をされる⼯事
会社さまへの注意喚起

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・４年間に１回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガ
ス機器を安全に使⽤して頂くためのポイントを説明しま
す。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器を安全に使⽤して頂くためのポイント
をお知らせします。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、
４年間に１回以上、全てのお客様に直接会って、接続具
の正しい接続⽅法について説明します。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし
ます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・⼀般向けの広報やお客様向けの展⽰会や地域の防災訓練
等に参加をし、保安の重要性をＰＲしています。

・社外報により、ガス使⽤上の注意喚起、安全装置の紹介
を⾏っています。

・消防署からのお知らせ(春の⽕災予防運動、アウトドアの
⽕災予防、救急医療週間、春の⽕災予防運動)を社外報へ
掲載する事により、防⽕防災⼒の向上を図ると伴に保安
意識の向上を図っています。

・料理教室を開催し、受講者の⽅々に安全装置の紹介、換
気の注意喚起を図っています。

・中学⽣の職場体験を受け⼊れ、職場体験と伴に保安意識
の向上を図っています。

・社外報にガス警報器、住宅⽤⽕災警報器を掲載する事に
より、保安意識の向上を図っています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福⽣消防署
⻑より感謝状を頂いています。

・⽕災予防及び⼈命救助の貢献に対して東京消防庁予防部
⻑より感謝状を頂いています。

・防⽕安全性の維持向上の尽⼒に対して東京消防庁予防部
⻑より表彰状を頂いています。

・安全思想の普及と防⽕意識の⾼揚に対して(公益財団法⼈)
東京防災救急協会理事⻑より表彰状を頂いています。

・防⽕に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消
防庁福⽣消防署⻑より感謝状を頂いています。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保をベース
に、お客様サービスの向上等に努めています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html

(2)保安管理体制の整備 ・各地域（事業拠点）ごとに保安管理体制を整備し、⾃主
的に様々な保安活動を実施しています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・保安業務は全て⾃社社員にて実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、
社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専⾨性の⾼いガス
消費機器に係る保安技術については、専⾨機関主催の研
修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の
向上に努めております。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努
めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・１年間に１回以上、ＣＦ機器をお持ちのお客様に直接お
会いして、安全性の⾼いガス機器をお使い頂くよう説明
します。（⾮安全型機器の⼩型湯沸器、⾦網ストーブは
残存致しません。）

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器を使⽤する際にはＣＯ中毒事故防⽌のための換
気が⼤切なので、４年間に１回以上、全てのお客様に直
接お会いして、換気の必要性を説明するとともに、安全
使⽤のための安全ステッカーをお客様の燃焼器に貼付
し、注意喚起を⾏います。

・ガス機器を使⽤する際には換気が⼤切なので、１年間に
１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投函して、
ＣＯ中毒事故防⽌のためのポイントをお知らせします。

・外壁塗装⼯事・外壁清掃⼯事・増改築⼯事をされる⼯事
会社さまへの注意喚起

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅

・４年間に１回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガ
ス機器を安全に使⽤して頂くためのポイントを説明しま

武陽ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武陽ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0046）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0006（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：東京都福⽣市本町17番の1

TEL：042-551-1621

ホームページ：http://www.buyo-gas.co.jp
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法の周知に関する取組 す。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器を安全に使⽤して頂くためのポイント
をお知らせします。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、
４年間に１回以上、全てのお客様に直接会って、接続具
の正しい接続⽅法について説明します。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし
ます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・⼀般向けの広報やお客様向けの展⽰会や地域の防災訓練
等に参加をし、保安の重要性をＰＲしています。

・社外報により、ガス使⽤上の注意喚起、安全装置の紹介
を⾏っています。

・消防署からのお知らせ(春の⽕災予防運動、アウトドアの
⽕災予防、救急医療週間、春の⽕災予防運動)を社外報へ
掲載する事により、防⽕防災⼒の向上を図ると伴に保安
意識の向上を図っています。

・料理教室を開催し、受講者の⽅々に安全装置の紹介、換
気の注意喚起を図っています。

・中学⽣の職場体験を受け⼊れ、職場体験と伴に保安意識
の向上を図っています。

・社外報にガス警報器、住宅⽤⽕災警報器を掲載する事に
より、保安意識の向上を図っています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福⽣消防署
⻑より感謝状を頂いています。

・⽕災予防及び⼈命救助の貢献に対して東京消防庁予防部
⻑より感謝状を頂いています。

・防⽕安全性の維持向上の尽⼒に対して東京消防庁予防部
⻑より表彰状を頂いています。

・安全思想の普及と防⽕意識の⾼揚に対して(公益財団法⼈)
東京防災救急協会理事⻑より表彰状を頂いています。

・防⽕に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消
防庁福⽣消防署⻑より感謝状を頂いています。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、お客様にガスを安全にご使⽤いただけるように
保安の確保や、保安活動についてホームページにて公開
しております。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は保安管理体制を整備し法定の消費機器調査に加え
⾃主的な保安活動を実施しております。

・２４時間３６５⽇、保安業務についてはすべて⾃社社員
にて対応しております。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社は、保安業務の従事者へ１年に１回以上の保安教育
及び防災訓練を⾏っております。また、地域の防災訓練
に参加するなど保安業務に従事するものの技術向上に努
めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・対象になる機器を所有するお客様には、安全性の⾼い機
器への取替をご提案しております。あわせて以下の取組
をいたしております。

・ガスの使⽤開始時と4年に1回以上⾏う消費機器調査時に
⼩型湯沸器の⼀酸化炭素濃度の測定により危険性の有無
をお客様にお知らせいたします。

・1年に１回、安全にご使⽤いただけるようにPRチラシを
配布いたしております。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともに給

熱海ガス株式会社

熱海ガス株式会社

⽒名⼜は名称：熱海⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0022）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0007（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：静岡県熱海市春⽇町16-53

TEL：0557-83-2141

ホームページ：http://www.atamigas.co.jp/

e-mail : soumu@atamigas.co.jp
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気、換気の必要性についてご説明しております。また、
２年以内に１回の周知では安全周知⽂書を郵送にてお届
けしています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともにガス
機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅法についてご説明
しております。また、２年以内に１回の周知では安全周
知⽂書を郵送にてお届けしています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査では安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとと
もにガス栓や接続具の正しい接続⽅法についてご説明し
ております。また、２年以内に１回の周知では安全周知
⽂書を郵送にてお届けしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査では安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとと
もに安全についてご説明しております。また、２年に１
回以上の頻度で安全周知⽂書を郵送にてお届けしていま
す。

・展⽰会においてガス栓や接続具の正しい接続⽅法やマイ
コンメーターの機能や復帰⽅法を説明できるコーナーを
設けてPRしております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ
アンス遵守の徹底を図っています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、消費機器に関わる対応だけでな
く、漏えい調査等保安業務全般に対応可能な体制を整え
ています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、⼀般
ガス導管事業者実施の合同復旧訓練へ参加し、保安管理
体制の確⽴を図っています。また、係員については、消
費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務
全般に対応可能な教育・訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・対象機器が発⽣した際には、1年に1回以上の周期でお客
様へ⾯対での周知（或いは周知⽂書の投函）を⾏い、さ
らに、業務機会等に⽂書および⼝頭で案内し、安全機器
への取替を促進します。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書による案内とともに、
消費機器調査時に⽂書及び⼝頭による安全周知を実施。
また、2年に1回以上の周期で周知⽂書を配布し換気励⾏
等を実施します。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

伊奈都市ガス株式会社

伊奈都市ガス株式会社

⽒名⼜は名称：伊奈都市ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0389）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0008（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⻄⼩針六丁⽬64番地
TEL：048-728-4161

ホームページ：http://ina-tg.co.jp/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書による案内とともに、
消費機器調査時に⽂書及び⼝頭で案内します。また、2年
に1回以上の周期で周知⽂書を投函し、消費機器の正しい
操作⽅法を案内します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書による案内とともに、
消費機器調査時に⽂書及び⼝頭で案内します。また、2年
に1回以上の周期で周知⽂書を投函し、ガス栓や接続具の
正しい接続⽅法を案内します。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・供給エリアにて実施する⾃社イベントや⾏政主催のイベ
ント等にて、保安啓発についてもPRしていきます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・エネルギー供給を通して地域社会の安⼼・安全を守り抜
き、快適な暮らしの実現と地域の健全な発展に努めてい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、お客様の保安⽔準の向上に努め
ています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社の社員対象に年２回の保安教育を実施するととも
に、⾮常事態を想定した社内訓練の実施および地域の防
災訓練等に積極的に参加しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・1年に1回浴室内ＣＦ式⾵呂釜をご使⽤のお客様に巡回を
実施し、対⾯で安全使⽤の周知及び安全性の⾼い機器へ
の取替をお勧めしています。
併せて4年に1回以上の消費機器調査時にも周知及び安全
性の⾼い機器への取替をお勧めしています。
（⾮安全型機器の⼩型湯沸器・⾦網ストーブは残存して
いません）

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器を使⽤する際には換気が必要なので、4年に1回
以上、全てのお客様を巡回しＣＯ中毒事故防⽌のための
ポイントをお知らせします。

⼩⽥原ガス株式会社

⼩⽥原ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⼩⽥原ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0013）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0009（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：神奈川県⼩⽥原市扇町1丁⽬30−13

TEL：0465-34-6101

ホームページ：http://www.odawaragas.co.jp/

e-mail : soumu@odawaragas.co.jp
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・2年に1回以上すべてのお客様に巡回またはＤＭによりガ
ス機器を安全に使⽤して頂くためのポイントをお知らせ
します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、2
年に1回以上すべてのお客様に巡回またはＤＭにより接続
具の正しい接続⽅法についてお知らせします。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス展開催時にガスの安全使⽤についてＰＲしていま
す。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・該当なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、電気だけでなくガスもお届けする総合エネルギ
ー事業者として、ガス保安の確保も含めた「安全の確保
を最優先」に、お客さまサービスの向上に努めていま
す。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は、協⼒会社と連携して各地域毎に保安体制を整備
しており、法定の消費機器調査等に加え、⾃主的に様々
な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社の保安業務に従事する者（協⼒会社を含む）に対し
て、保安に係る教育や訓練を実施し、スキルの維持向上
に努めています。
また、ガス導管事業者との合同防災訓練も実施していま
す。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器や⾦網ス
トーブなどをお持ちのお客さまに対し、安全性の⾼いガ
ス機器をお使い頂くよう、以下の取組を実施していま
す。

●１年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホームページ
等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●⼀酸化炭素濃度の測定による機器使⽤上の危険性の確認

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

関⻄電⼒株式会社

関⻄電⼒株式会社

⽒名⼜は名称：関⻄電⼒株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0001）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0010（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：⼤阪府⼤阪市北区中之島3丁⽬6番16号
TEL：06-6441-8821

ホームページ：http://www.kepco.co.jp/
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②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・全てのお客さまに対し、⼀酸化炭素中毒防⽌のための換
気の必要性をご理解頂くため、以下の取組を実施してい
ます。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●安全使⽤のためのステッカーの、お客さまガス機器等へ
の貼付

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・全てのお客さまに対し、ガス機器を安全に使⽤して頂く
ためのポイントをご理解頂くため、以下の取組を実施し
ています。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス機器の状況等に応じた、機器の正しい操
作⽅法等を⽰したステッカーの配布・貼付

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・全てのお客さまに対し、ガス栓や接続具の正しい接続⽅
法をご理解頂くため、以下の取組を実施しています。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス機器の状況等に応じた、劣化ゴム管の取
替やガス栓キャップの取付

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器取り扱いの注意点や保安の重要性をご理解頂く
ため、以下の取組を実施しています。

●当社ガスを新たにお使いになるお客さまへのパンフレッ
トやステッカーの配布

●当社ホームページにガス機器使⽤時の注意点等をまとめ
た『安全ルール』の掲載

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・当社は、LNGの取扱い業務において保安確保や保安の向
上に資する顕著な功績が認められ、「⾼圧ガス関係優良
従事者表彰」を受賞しています。

・評価を頂いた保安業務と同様、お客さまに都市ガスを安
全にご利⽤頂けるよう、保安の確保に取り組んでいま
す。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ
アンス遵守の徹底を図っています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、各社員が消費機器に関わる対応
だけでなく、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制
を整えています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、導管
事業者実施の防災訓練への参加、緊急出動訓練の実施等
保安管理体制の確⽴を図っています。また、社員につい
ては、消費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等
保安業務全般に対応可能な教育・訓練を実施していま
す。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・対象機器が発⽣した際には、1年に1回以上の周期でお客
様へ周知⽂書の郵送を実施し、さらに、訪問、消費機器
調査時に⽂書および⼝頭でご案内し、安全機器への取替
を促進します。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭による安全周知を実
施。また、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し換気
励⾏等を実施します。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

⻤怒川ガス株式会社

⻤怒川ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⻤怒川ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0071）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0011（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝７
TEL：0288-77-1160

ホームページ：http://kinugawagas.co.jp
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、開栓、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内しま
す。また、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し、消
費機器の正しい操作⽅法をご案内します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、開栓、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内しま
す。また、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し、ガ
ス栓や接続具の正しい接続⽅法をご案内します。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ホームページや地域で実施するイベント等にて、保安啓
発についてもPRしていきます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）

43



⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

京葉ガスは、「保安レベル⽇本⼀」を⽬指し、安全・安⼼
なサービスの提供を追及しております。
中期経営計画や環境社会活動報告書に掲載している具体的
な取り組みを通じ、保安の向上や安全対策に努めておりま
す。

(2)保安管理体制の整備 京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただ
くため、ガス事業法に基づき定めている「保安業務規程」
の中で、必要な保安管理体制を整備しております。
お客さまの保安業務を担当する専⾨部署を設け、さまざま
な保安活動を実施しております。

(3)保安教育・訓練の実
施等

京葉ガスは、お客さまの保安業務の担当者に対して、１年
に１回以上計画的な教育・訓練を実施しております。
教育・訓練のための専⾨施設・部署を設け、社内資格制度
に基づく資格講習などを実施し、お客さまの保安業務に必
要な知識技能の維持向上に努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、安全装置の付いていない湯沸器や⾵呂がま、⾦網
ストーブをご使⽤のお客さまには、注意事項のご説明と安
全型機器の性能をご案内し、専⽤のちらしをお渡ししてお
ります。

また、お客さまのご使⽤機器に応じて、ＣＯ測定や排気状
態の点検、⽼朽化の調査などを実施しております。

京葉ガス株式会社

京葉ガス株式会社

⽒名⼜は名称：京葉⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0018）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0012（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：千葉県市川市市川南２丁⽬８番８号
TEL：047-361-0211

ホームページ：http://www.keiyogas.co.jp/
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②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、ガス機器ご使⽤時の換気の重要性をご説明し、そ
の内容を記載したパンフレットをお渡ししております。

また、お客さまのご使⽤機器に応じた、専⽤の「換気注意
ステッカー」をお渡しし、貼付をお願いしております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、お客さまのご使⽤機器に応じた安全にご使⽤いた
だくための注意点をご説明し、その内容を記載したパンフ
レットをお渡ししております。

また、ガスもれなどの不具合を発⾒した場合は、その状況
に応じ、使⽤制限をお願いし、対処⽅法をご案内しており
ます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、お客さまのご使⽤機器に応じたガス栓や接続具の
正しい取扱い⽅法や注意点をご説明し、その内容を記載し
たパンフレットをお渡ししております。

また、不具合を発⾒した場合は、その状況に応じ、使⽤制
限をお願いし、対処⽅法をご案内しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただ
くため、毎年9⽉〜11⽉に、お客さまのご使⽤機器に応じた
安全使⽤に関するパンフレット等の郵送をはじめ、新聞広
告の掲載や店頭へのＰＲポスターの設置、ツールの配布な
どを実施しております。
また、通年で、地域⾏政や消防機関等の防災イベントに参
加し、ガス機器とガス栓の接続⽅法やガス警報器の機能、
換気の必要性などをご案内しております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴(過去５年以
内に受賞したものに限
る)

・京葉ガスは、防災や事業継続への取り組みを評価する㈱
⽇本政策投資銀⾏の格付け融資制度「DBJ BCM格付」
において、全国の都市ガス事業者としては初めて、平成
27，28年に続き、平成30年に3回連続で、最⾼ランクの
評価を取得いたしました。

・京葉ガスは、防⽕安全性の維持向上の尽⼒に対して、柏
市防⽕安全協会から表彰状をいただいております。

・京葉ガスは、地域防災体制に協⼒しており、市川市消防
団体協⼒事業所として認定を受けております。

・京葉ガスは、県内ガス事業の保安レベル向上に寄与した
として、平成30年に関東東北産業保安監督部⻑よりガス
保安功労者表彰を受賞いたしました。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全・安⼼にお使いいただけるよう、⾼い保
安意識でお客さまサービスの提供に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安業務を管理する事業所ごとに保安管理組織、体制を
整備し、保安向上に取り組んでいます。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務従事者に対して毎年作成する年間計画に基づき
保安に係る教育及び訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器、屋内に
設置された煙突式の湯沸器・ふろがま、⾦網ストーブな
どをお持ちのお客さまに対して、法令に定められた消費
機器調査時（４年間に１回以上）に安全性の⾼いガス機
器に取替していただくよう説明します。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器を安全に使⽤していただくために、法令で定め
られた消費機器調査時（４年間に１回以上）に換気の必
要性を周知するとともに、ガスを安全に使⽤するための
注意事項を記載した安全ステッカーをお客さま宅の⾒や
すい場所に貼付（またはお渡しして貼付のお願い）し、
注意喚起を⾏います。

四国ガス株式会社

四国ガス株式会社

⽒名⼜は名称：四国ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：J0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0013（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：愛媛県今治市南⼤⾨町2丁⽬2番地の4

TEL：0898-32-4500

ホームページ：http://www.shikoku-gas.co.jp/

e-mail : info@shikoku-gas.co.jp
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また、全てのお客さまに対して、換気の必要性等を説明
したパンフレットを毎年１回配布し、注意喚起を⾏いま
す。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器を安全に使⽤していただくために、法令で定め
られた消費機器調査時（４年間に１回以上）にガス機器
を安全に使⽤する上で注意するべきポイントについて説
明します。

また、全てのお客さまに対して、ガス機器の安全な使⽤
⽅法等を説明したパンフレットを毎年１回配布し、注意
喚起を⾏います。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続による事故防⽌のため、法令で定められ
た消費機器調査時（４年間に１回以上）に接続具の正し
い接続⽅法について説明します。

また、全てのお客さまに対して、接続具の正しい接続⽅
法等を説明したパンフレットを毎年１回配布し、注意喚
起を⾏います。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・地⽅紙朝刊、⾃社ホームページ、ポスター掲⽰、チラシ
投函等により保安PR活動を実施します。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安
確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保
安功労者として、「中国四国産業保安監督部四国⽀部⻑
表彰」を受賞しました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、お客さまのライフスタイルやニーズにお応えし
ながら、ガスを安全・安⼼にお使いいただくことを基本
に、保安の確保に関するマネジメント体制を整え、お客
さまの保安向上に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安管理体制を整備し、保安業務監督者および
保安主任者の管理・監督のもと法定に基づく作業に加
え、開栓作業時および消費機器調査時に、⾃主的な保安
活動を実施し、お客さまの安全確保に努めています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務に従事する者に対して、⾃社研修セン
ター等を活⽤し、次の取り組みを実施しています。

●毎年保安および防災に関する教育・訓練の実施

●新⼊社員等の保安関連の教育の実施

●保安業務で必要となる資格の取得（消費機器調査員資
格、ガス消費機器設置⼯事監督者資格等）

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・弊社は、不完全燃焼防⽌装置が付いていないガス機器
（湯沸器、ふろ釜、ストーブ等）をお持ちのお客さま
に、次の取り組みを実施しています。

●1年に1回、保安PRチラシを配布し、安全型機器へのお
取替えをご案内しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に⾯対で保安ＰＲ冊⼦を⽤いて、使⽤上の注意事
項、点検⽅法を伝え、さらに安全型機器へのお取替えを
ご案内しています。また、⼩型湯沸器をお持ちのお客さ

静岡ガス株式会社

静岡ガス株式会社

⽒名⼜は名称：静岡ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0009）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0014（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：静岡県静岡市駿河区⼋幡1丁⽬5番38号
TEL：0570-020-161 (お客さまコンタクトセンター)

ホームページ：http://www.shizuokagas.co.jp/
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まには、⼀酸化炭素(CO)濃度を測定し、機器の燃焼状
態をお伝えしています。

●注意事項、点検⽅法については、弊社HPでもご覧いた
だけます。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・弊社は、換気の必要性をご理解いただくためにすべての
お客さまに、次の取り組みを実施しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、⾯対で保安PR冊⼦を利⽤して、換気の必要
性など安全使⽤のポイントを説明しています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、換気に関する注意
喚起を⾏っています。

●換気に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いただけ
ます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社は、安全にガス機器をご利⽤いただくためにすべて
のお客さまに、次の取り組みを実施しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、⾯対で保安PR冊⼦を利⽤して、操作⽅法や
安全使⽤のポイントを説明しています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、安全使⽤に関する
注意喚起を⾏っています。

●安全使⽤に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた
だけます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社は、ガス栓や接続具の正しい操作⽅法をお伝えする
ためにすべてのお客さまに、次の取り組みを実施してい
ます。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、ガス栓や接続状態を確認し、⾯対で保安PR
冊⼦を利⽤して、適切な接続具の種類や正しい接続⽅法
のポイントを説明しています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、接続等に関する注
意喚起を⾏っています。

●安全使⽤に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた
だけます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、保安啓発活動として、次の取り組みを実施して
います。

●イベントにおける保安ＰＲ活動

●SNSによる保安関連情報の配信

●出張授業(⼩学校、中学校、⼦供会、⾏政等）

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の
確保や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、関東
東北産業保安監督部⻑より、ガス保安功労者表彰を受賞
しました。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全にご利⽤いただくため、保安の確保をベ
ースに、お客様サービスの向上等に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、本社において各営業所を含めた
保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社の保安業務従事者に対し、毎⽉、保安に係わる教
育・訓練を実施し、スキル向上に努めている。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・定期保安点検時に、⾮安全型機器の有無を問診させてい
ただき、その後、安全周知を実施している。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・定期保安点検の際に換気の励⾏について、チラシを活⽤
し説明実施。ガス機器を使⽤する際の換気の実施お願い
について、2年に1回冊⼦を配布、また、毎年、ガスと暮
らしの安全運動において、換気の励⾏によりCO中毒事故
防⽌を年1回、チラシ配布により、実施している。お客様
訪問活動として、ふれあい訪問を実施し、換気励⾏につ
いて説明している。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

常磐共同ガス株式会社

常磐共同ガス株式会社

⽒名⼜は名称：常磐共同ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：C0019）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0015（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：福島県いわき市常磐湯本町⽇渡74番地の7

TEL：0246-43-3148

ホームページ：http://www.kyodougas.com/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・定期保安点検時に、冊⼦を活⽤し、安全使⽤の説明実
施。すべてのお客様に、ガス機器安全使⽤のため、2年に
1回冊⼦を配布、また、毎年、ガスと暮らしの安全運動に
おいて、古くなったガス機器の取替え案内をチラシ配布
により、実施している。お客様訪問活動として、ふれあ
い訪問を実施し、ガス機器の正しい使い⽅、安全使⽤の
⽅法について説明している。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・定期保安点検時に、ガス栓・接続具の正しい使い⽅を説
明実施。すべてのお客様に、2年に1回冊⼦を配布、ま
た、毎年、ガスと暮らしの安全運動において、古くなっ
たガス機器の取替え案内をチラシ配布により、実施して
いる。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・定期保安点検時に、安全使⽤の冊⼦を活⽤しご説明して
いる。すべてのお客様に、2年に1回冊⼦を配布、また、
毎年、ガスと暮らしの安全運動において、古くなったガ
ス機器の取替え案内をチラシ配布により、実施してい
る。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・平成29年度関東東北保安監督部⽀部⻑表彰を、当社社員
が受賞している（旧簡易ガス）。評価された保安の取り
組みと同様に、お客様に都市ガスを安全にお使いいただ
くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・お客さまの安全と安⼼を最優先し、安定的に都市ガスを
供給することを使命として、お客さまの保安⽔準の維持
向上に資するマネジメント体制を整備し、⽇々保安の確
保に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・お客さまに安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤いただ
くため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の
向上のための⾃主的な取組みを推進する保安管理体制を
整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的
な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努
めています。また、震災の教訓を糧とし、⼤規模地震な
どの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的
な訓練を定期的に実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・お客さまが安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤してい
ただけるよう、安全装置が装備されていない⼩型湯沸
器、ＣＦ式ガス機器、⾦網ストーブなどの⾮安全型ガス
機器をお持ちのお客さまに対し、ガスの使⽤開始時及び
４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機
会における安全周知冊⼦を⽤いたご案内に加え、年1回以
上の頻度で安全周知チラシを配布し、安全性の⾼いガス
機器への取り替えをお勧めしています。

②消費機器調査時の換 ・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤いただく

仙台市ガス局

仙台市ガス局

⽒名⼜は名称：仙台市ガス局（ガス⼩売事業者登録番号：C0004）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0016（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：宮城県仙台市宮城野区幸町五丁⽬13番1号
TEL：022-256-2111

ホームページ：http://www.gas.city.sendai.jp
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気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

ために、使⽤時の換気の必要性などを記載した注意喚起
を促す安全周知チラシを年1回以上全てのお客さまに配布
するとともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会においても安全
周知冊⼦をお配りし、安全な使⽤⽅法についてご説明し
ています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅
法等について、全てのお客さまに年１回以上の頻度で危
険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお配りすると
ともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で
⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全周知冊⼦をお配
りし、安全な使⽤⽅法について説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス栓やガス機器の正しい接続⽅法につい
てご理解いただけるよう、全てのお客さまに年１回以上
の頻度で危険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお
配りするとともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以
上の頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会においても
安全周知冊⼦をお配りし、正しいガスのご使⽤⽅法につ
いてご説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまが安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤してい
ただけるよう、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全なガスの
使⽤法等についてご説明するとともに、年１回以上の頻
度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホー
ムページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、
安全なガスのご利⽤⽅法等を幅広くＰＲしています。さ
らに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さま
の安全使⽤に関する理解浸透に努めています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認めら
れ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北⽀部
⻑表彰」を受賞しています。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・お客さまの安全と安⼼を最優先し、安定的に都市ガスを
供給することを使命として、お客さまの保安⽔準の維持
向上に資するマネジメント体制を整備し、⽇々保安の確
保に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・お客さまに安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤いただ
くため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の
向上のための⾃主的な取組みを推進する保安管理体制を
整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的
な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努
めています。また、震災の教訓を糧とし、⼤規模地震な
どの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的
な訓練を定期的に実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・お客さまが安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤してい
ただけるよう、安全装置が装備されていない⼩型湯沸
器、ＣＦ式ガス機器、⾦網ストーブなどの⾮安全型ガス
機器をお持ちのお客さまに対し、ガスの使⽤開始時及び
４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機
会における安全周知冊⼦を⽤いたご案内に加え、年1回以
上の頻度で安全周知チラシを配布し、安全性の⾼いガス
機器への取り替えをお勧めしています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤いただく
ために、使⽤時の換気の必要性などを記載した注意喚起
を促す安全周知チラシを年1回以上全てのお客さまに配布
するとともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会においても安全
周知冊⼦をお配りし、安全な使⽤⽅法についてご説明し
ています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅
法等について、全てのお客さまに年１回以上の頻度で危
険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお配りすると
ともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で
⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全周知冊⼦をお配
りし、安全な使⽤⽅法について説明しています。

②ガス栓や接続具の正

仙台市ガス局

⽒名⼜は名称：仙台市ガス局（ガス⼩売事業者登録番号：C0004）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0016（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：宮城県仙台市宮城野区幸町五丁⽬13番1号
TEL：022-256-2111

ホームページ：http://www.gas.city.sendai.jp
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しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス栓やガス機器の正しい接続⽅法につい
てご理解いただけるよう、全てのお客さまに年１回以上
の頻度で危険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお
配りするとともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以
上の頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会においても
安全周知冊⼦をお配りし、正しいガスのご使⽤⽅法につ
いてご説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまが安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤してい
ただけるよう、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全なガスの
使⽤法等についてご説明するとともに、年１回以上の頻
度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホー
ムページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、
安全なガスのご利⽤⽅法等を幅広くＰＲしています。さ
らに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さま
の安全使⽤に関する理解浸透に努めています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認めら
れ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北⽀部
⻑表彰」を受賞しています。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は総合エネルギー企業として、「いつの時代におい
ても、くらしに⽋かせないエネルギーをお届けする事業
者として、地球環境に配慮した、良質なエネルギーを安
全・安価で安定的にお届けするという「変わらぬ使命の
完遂」に努めてまいります。」のトップメッセージのも
とに、ガスをご利⽤していただくお客さまからの信頼と
期待に応えるため、「ガス保安」の⾃主的な取組みによ
り、お客さまの保安確保に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安業務を管理する事業所に保安統括者を配置
し、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消費機
器調査に加え、⾃主的な保安活動を実施する管理体制を
整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務従事者の教育および訓練を保安業務規
程に定め、知識・技術⼒の向上のため以下の取組みを実
施しています。

●保安業務に必要な知識や技能の習得向上の教育を実施

●災害時その他⾮常の場合に取るべき措置の訓練を実施

●消費機器事故等に対する措置の教育を実施

●⼤規模災害時対応における連携・協⼒に関する⾏動訓練
を⼀般ガス導管事業者と年１回実施し、体制および役割
等の確認を実施

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時に⾮安全型機
器を保有するお客さまに直接お会いし、以下の取組を実
施しています。

中部電⼒株式会社

中部電⼒株式会社

⽒名⼜は名称：中部電⼒株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0003）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0017（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：愛知県名古屋市東区東新町１番地
TEL：052-951-8211

ホームページ：http://www.chuden.co.jp/
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●安全型機器へのお取替を推奨。

●⼩型瞬間湯沸器（不燃防有無に関わらず）のＣＯ測定。

●ＣＦ式およびバフラ有ＦＥ式機器（不燃防有無に関わら
ず）のＣＯ測定。

●強制排気システムのインターロック作動確認。

●浴室内設置不燃防無しＣＦ式ふろがまなどへのＣＯ警報
器の設置を推奨。

●給排気設備の技術基準適合状況の確認。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス機器使⽤時は換気の必要性を説明。

●⼩型湯沸器へ換気を促すステッカーの貼付。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス機器の安全な使⽤⽅法および注意事項の説明。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス栓とガス器具の正しい接続⽅法の確認および説明を
⾏い、誤接続時には改善のお願い。

●ガスソフトコードの劣化有無の確認および劣化時には取
替のお願い。

●ガス栓キャップ有無の確認および未取付時には取付のお
願い。

●ガス栓カバー有無の確認および未取付時には取付のお願
い。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、ガス機器の安全な使⽤⽅法および注意事
項の説明を実施。

・サポート体制を確保しており、各種お問い合わせに対応
するなどいろいろな保安活動に取り組んでいます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・該当なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、電気事業と共にエネルギー供給事業者としての
責任を果たすべく、ガス事業の保安体制を構築し、保安
活動について取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消
費機器調査やガスの安全使⽤についての周知に加え、⾃
主的に様々な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務規程に基づき毎年保安に係る教育及び
訓練を実施し、また、保安業務に必要な資格を積極的に
取得させています。さらに、毎年⾃社での防災訓練の実
施、ならびに導管事業者の防災訓練への参加により、保
安業務従事者の保安スキルの維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・弊社は、不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器
等をお持ちのお客さまに対しては、ガスの使⽤開始時及
び4年に1回の定期調査で対⾯した際に、安全性の⾼いガ
ス機器への取替をお勧めしています。合わせて、⼩型湯
沸器の⼀酸化炭素濃度を測定し、お客さまに機器の燃焼
状態をお伝えしています。

・⾮安全型機器（⾦網ストーブ）を保有するお客様に、１
年に１回、点検及び換気の必要性を説明し、より安全の
⾼い不完全燃焼防⽌装置付きのストーブへの取替えをお
勧めしています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対

東京電⼒エナジーパートナー株式会社

東京電⼒エナジーパートナー株式会社

⽒名⼜は名称：東京電⼒エナジーパートナー株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0018（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：東京都港区海岸1丁⽬11番1号ニューピア⽵芝ノースタワー
TEL：03-6373-1111

ホームページ：http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html
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係る取組 ⾯した際、以下のご案内をしています。

●ガス機器を使⽤する際に、使⽤者が確実に換気をするこ
と

●⼩型湯沸器を使⽤する際は換気をすること（不完全燃焼
防⽌装置が搭載されていても同様）

●繰り返し点⽕によるＣＯ中毒事故発⽣の危険性

・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、換気の
必要性等の安全な使⽤⽅法を説明した書⾯を配布し、注
意喚起を⾏っています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、以下のご案内をしています。

●調理中はガス機器から⽬を離さないこと

●ガス機器のまわりに燃えやすいものを置かないこと

●お⾵呂の空だきの危険性

・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、消費機
器の正しい操作⽅法、安全な使⽤⽅法を説明した書⾯を
配布し、注意喚起を⾏っています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、以下のご案内をしています。

●形状にあった適切な接続具を使⽤すること

●未使⽤ガス栓の取扱についての注意喚起やガス栓カバー
を取り付けること

・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、ガス栓
や接続具の正しい接続⽅法の説明をした書⾯を配布し、
注意喚起を⾏っています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始時及び４年に１回の定期調査で対⾯した
際に、お客様へガス機器の安全な使⽤⽅法を説明してい
ます。また、弊社ホームページに「ガスハンドブック 
正しく使って安⼼ガスライフ」を掲載することにより、
保安の重要性についてＰＲしています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・実績無し

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は「地域で⼀番信頼される企業」を⽬指し、保安の
確保をベースとし、お客さまの全ての困り事に応え質の
⾼いサービスの提供に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は各地域（事業拠点）ごとに保安統括者及び保安業
務監督者を配置し、法定の消費機器調査に加え⾃主的に
様々な保安活動を実施しております。

・24時間365⽇のガス機器修理受付及び⼀次対応を実施す
る体制を整え、お客さまのお困り事に対応しておりま
す。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづいて
保安業務従事者に対し、毎⽉１回程度の保安に係る教育
及び訓練の実施に加え、地域の防災訓練に積極的に参加
する等、スキルの維持向上に努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・弊社では、不完全燃焼防⽌装置がついていない⼩型湯沸
器などの屋内設置の湯沸器をお持ちのお客さまに対し
て、１年に１回の頻度で換気の必要性等の安全な使⽤⽅
法を説明したチラシを配布するとともに、ガスのご使⽤
開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の
対⾯機会を通じて、安全性の⾼いガス機器への取替えを
お勧めしております。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・弊社では、お客さまへガス機器をご使⽤になる際の換気
の必要性など、ガスを安全にご使⽤いただくためのポイ
ントについて、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラ

東部⽡斯株式会社

東部⽡斯株式会社

⽒名⼜は名称：東部⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0026）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0019（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：東京都中央区⽇本橋箱崎町7番１号
TEL：03-3662-4611

ホームページ：http://www.tobugas.co.jp
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シを配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に
１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて
説明し、安全使⽤のための安全ステッカーをお客さまの
燃焼器具に貼付して注意喚起を⾏っております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社では、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全
な使⽤⽅法について、1年に1回の頻度で全てのお客さま
へチラシを配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び
４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を
通じて説明しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社では、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続⽅法
について、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラシを
配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回
以上の頻度で⾏う定期保安点検時に接続状況の確認及び
正しい接続に関して説明しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器の安全な使⽤⽅法については、ガスの使⽤開始
時や4年に1回以上の定期保安点検時にお客さまへ説明す
るとともに、毎年配布する書⾯や弊社ホームページへの
掲載により保安の重要性をPRしております。

・お客さま向け展⽰会では保安コーナーを設けPRを⾏い、
地域の防災訓練等に参加して保安の重要性をＰＲしてお
ります。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガス保安の確保、
保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が認め
られ、ガス保安功労者として関東東北産業保安監督部⻑
表彰を受賞いたしました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・創業５０年以上にわたり、都市ガスを安全にお使いいた
だくため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向
上に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・お客様の安⼼・安全を確保するため、保安管理体制を整
備し消費機器に関わる対応だけでなく、２４時間３６５
⽇の受け付け体制をはじめ、夜７時までの修理対応等、
お客様が安⼼して、安全にガスをお使いいただける体制
を整えています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務の従事者だけでなく、全社員に対しガスの保安
に関わる教育及び、訓練を実施し、技能の維持向上に努
めています。
また、全社員対象に緊急時の初動対応、無線連絡訓練
も、定期的に実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、安全
装置が装備されていない⼩型湯沸器などの⾮安全型機器
をお持ちのお客様に対し、１年に１回以上の頻度で、安
全ＰＲチラシを配布し、⾯対機会をとらえ、安全型機器
へのお取替えの促進を図っています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、換気励⾏等の安全使⽤のご説明を実施して
います。

栃⽊ガス株式会社

栃⽊ガス株式会社

⽒名⼜は名称：栃⽊ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0066）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0020（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：栃⽊県栃⽊市城内町2丁⽬2番23号
TEL：0282-22-2939

ホームページ：http://www.tochigi-gas.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、消費機器の正しい操作⽅法等の安全な使⽤
⽅法のご説明を実施しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、ガス栓や接続具の正しい接続⽅法等のご説
明を実施しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、ホー
ムページや、⾏政イベント、⾃社イベント等において、
保安の重要性、安全型機器のＰＲ活動を実施していま
す。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・お客様に都市ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保
をベースに、当社ホームページにおいて保安体制や⾃主
的な保安活動への取り組み等について記載し、公開して
おります。
また、４年に１回の検査については、全てのお客様に受
けていただくよう、ご不在でお会いできないお客様の件
数を極⼒減らすことを⽬標としております。

(2)保安管理体制の整備 ・３６５⽇・２４時間の保安管理体制を整備し、法定の消
費機器調査に加えて⾃主的な保安活動を実施しておりま
す。
また、道路に埋設されているガス管の路線パトロールを
毎⽇実施しており、事前に連絡の無かった⼯事による事
故防⽌に努めております。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・⾃社の社員全員に対して、年間計画に基づいた教育・訓
練を実施することで、保安スキルの維持向上に努めてお
ります。

・年１回以上実施している緊急動員訓練には、他の⼩売事
業者にも訓練への参加をしていただき、有事の際にスム
ーズな復旧活動ができるよう訓練をしております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・CF型・FE型の給湯器・⾵呂釜をお持ちのお客様に対し
て、1年に１回、安全型機器へのお取替えの提案を投函に
てご案内しております。（⾮安全型機器の⼩型湯沸器・
⾦網ストーブは残存しておりません。）
また、年間を通じて定期的に買い替えキャンペーンを開
催しており、お客様宅に訪問した際にも安全型機器への
お取替えをお勧めしております。

野⽥ガス株式会社

野⽥ガス株式会社

⽒名⼜は名称：野⽥ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0051）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0021（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：千葉県野⽥市宮崎３６番地
TEL：04-7125-0101

ホームページ：http://www.nodagas.co.jp/
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②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時及び４年に１回（定期保安巡回）全て
のお客様に直接お会いして、換気の必要性を説明すると
共に、ガス・CO警報器の設置を提案しています。
また、２年に１回以上の頻度で周知冊⼦を全てのお客様
に郵送にて配布しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・２年に１回以上の頻度で、周知冊⼦を全てのお客様に郵
送にて配布すると共に、当社ホームページ上でもご案内
しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・消費機器調査時に、接続具がガス栓と適切な⽅法で接続
されているかを確認すると共に、２年に１回以上の頻度
で周知冊⼦を全てのお客様に郵送にて配布してお知らせ
しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス展等のイベントを通じて会場内で保安の重要性をPR
すると共に、ガス使⽤時の注意喚起や安全機器の紹介を
ホームページでも⾏っております。
また、SIセンサーコンロの温調機能を活⽤した料理教室
も開催し、体感していただいております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・無し

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、「公益事業の使命である保安の確保と安定供給
を図り、お客さまの信頼と期待に応える」を経営理念に
掲げ、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、お客さまの安⼼・安全を確保するマネジメント体制
を構築しています。
詳しくは、下記のURLへ
https://www.hatano-gas.co.jp/company/safety-
prevention/mieruka.html

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、保安管理
体制を整えています。震度5弱以上の地震が発⽣した場合
には、全社員が休⽇夜間を問わず出社し、必要な対応を
とります。
ガス設備定期保安点検（法定消費機器調査）に加え、
様々な業務機会を通じて⾃主的な保安活動を実施してい
ます。
詳しくは、下記のURLへ
https://www.hatano-
gas.co.jp/home/support/inspection.html

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務従事者に対して年4回の保安に係る教育及び訓練
の実施や、地域の防災訓練に参加する等、知識・技能の
維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置のついていない湯沸器、⾵呂釜を所
有されているお客さまに対して、１年に１回の頻度で保

秦野ガス株式会社

秦野ガス株式会社

⽒名⼜は名称：秦野ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0033）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0022（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：神奈川県秦野市室町2番11号
TEL：0463-81-1616

ホームページ：https://www.hatano-gas.co.jp

e-mail : k-satou@hatano-gas.co.jp
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安周知チラシを配布するとともに、業務機会を通じて安
全性の⾼いガス機器をお使い頂くよう説明しています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時及び4年に１回以上全てのお客さまを訪
問し、給排気設備の調査を⾏い、CO中毒事故防⽌のため
換気の必要性を説明するとともに、安全使⽤のためのス
テッカーを燃焼器に貼付し、注意喚起を⾏っています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時及び4年に1回以上、全てのお客さまを
訪問し、冊⼦（快適ガスライフの基礎知識）を配布する
とともにガス機器を安全に使⽤して頂くためのポイント
を説明しています。
1年に1回以上、全てのお客さまを対象に所有機器に応じ
た安全な使⽤⽅法を説明した書⾯を配布しています。
ガス機器の誤った使⽤⽅法により、マイコンメーターが
作動することを説明するとともに、復帰⽅法を周知して
います。
https://www.hatano-
gas.co.jp/home/support/meter.html

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス機器販売時及び4年に1回以上全てのお客さまを訪問
し、接続具の誤接続がないかを確認し、正しい接続⽅法
について説明しています。
1年に1回以上、全てのお客さまを対象に適切な接続具の
種類や正しい接続⽅法を説明した書⾯を配布していま
す。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始時や4年に1回以上のガス設備定期保安点
検（法定消費機器調査）時にお客さまへガス機器の安全
な使⽤⽅法について説明しています。また、毎年配布す
る書⾯や弊社ホームページにより保安の重要性をＰＲし
ています。
お客さま向けの展⽰会やフェア等の開催時には、保安Ｐ
Ｒコーナーを設け啓発活動をしています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・団体として、平成27年度経年内管改善表彰制度（⽇本ガ
ス協会）において、弊社の保安について特別業績賞を受
賞しています。また、平成28年度ガス保安功労者表彰
（関東東北監督部⻑）を経年灯外内管の削減を図られた
ことで受賞しています。
個⼈として、平成27年度ガス保安功労者経済産業⼤⾂表
彰を受賞しています。
評価された保安への取り組みと同様に、お客さまに都市
ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保に取り組んで
います。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、「地域社会から信頼される会社をめざす」とい
う経営理念に基づき、エネルギーの安定供給と保安の確
保を柱とした事業活動を展開しています。お客さまにエ
ネルギーを安定的かつ安⼼して安全にお使いいただくた
め、⼈材育成の充実、現場⼒の強化等、お客さまの保安
に関するマネジメント体制を整備し、⾃主保安活動を推
進しています。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社では、製造・供給・消費機器部⾨を中⼼とした全社
横断的な保安に関する検討を⾏う機関として、役員で構
成されている保安推進委員会を設置しています。また、
各地域に保安管理体制を整備し、さまざまな⾃主保安活
動を実施し、お客さま先での事故を防⽌しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づき、保安業務従事者を対象に教育訓
練を実施し、保安技能の維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等のガス
機器をお持ちのお客さまに対して、⼀酸化炭素濃度測定
を実施し、危険性の状態を確認するとともに、安全性の
⾼いガス機器への取り替えをお勧めしています。

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等のガス
機器をお持ちのお客さまに対して、安全にガス機器をお
使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布する
とともに、その内容を当社ホームページにも掲載してい
ます。

広島ガス株式会社

広島ガス株式会社

⽒名⼜は名称：広島ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：H0001）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0023（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：広島県広島市南区皆実町2丁⽬7-1

TEL：082-251-2151

ホームページ：http://www.hiroshima-gas.co.jp/
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②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
周知冊⼦を⽤いて、室内でガス機器をご使⽤になる際の
換気の必要性をお伝えするとともに、換気のお願いを記
載したステッカーを貼付しています。

・全てのお客さまに対して、室内でガス機器をご使⽤にな
る場合の注意点を記載した安全周知チラシを1年に1回配
布するとともに、その内容を当社ホームページにも掲載
しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
周知冊⼦を⽤いて、ガス機器を使⽤する際の注意事項を
お守りいただくようお願いをしています。また、不完全
燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等のガス機器を
お持ちのお客さまに対して、安全使⽤のためのステッカ
ーをガス機器等に貼付し、注意喚起を⾏っています。

・全てのお客さまに対して、安全にガス機器をお使いいた
だくための安全周知チラシを1年に1回配布するととも
に、その内容を当社ホームページにも掲載しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
周知冊⼦を⽤いて、正しい接続⽅法でガス機器をご使⽤
していただくようお願いをしています。また、使⽤され
ていないガス栓には、ガス栓キャップの取り付けを⾏な
い、誤開放によるガス漏れを防⽌しています。

・全てのお客さまに対して、正しい接続⽅法でガス機器を
お使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布す
るとともに、その内容を当社ホームページにも掲載して
います。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器を安全にご使⽤いただくため、お客さま向けの
展⽰会の開催や、⾃治体が主催するイベント等へ出展、
および当社ホームページ、新聞広告を通じて、保安PR活
動に取り組んでいます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として「中国四国産業保安監督部⻑表彰」を受賞し
ました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、⼤正１５年に創⽴し、９０年以上にわたり、地
域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さま
にいつでも安全に安⼼して都市ガスをご利⽤いただける
よう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及
び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に
備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・安全装置の付いていない⼩型湯沸器などの⾮安全型機器
をお持ちのお客さまに対して、１年に１回の頻度で保安
PRチラシを配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び
４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を
通じて、安全性の⾼いガス機器へのお取替えをお勧めし
ています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器をご使⽤になる際の換気の必要性など、ガスを
安全にご使⽤いただくためのポイントについて、１年に
１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスの
ご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安
点検の対⾯機会を通じて、注意喚起を⾏っています。

武州ガス株式会社

武州ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武州ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0020）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0024（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：埼⽟県川越市⽥町32番地12

TEL：049-241-9000

ホームページ：http://www.bushugas.co.jp/index.html
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅法について、
１年に１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、
ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定
期保安点検の対⾯機会を通じて、説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス栓や接続具の正しい接続⽅法について、１年に１回
の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使
⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検
の対⾯機会を通じて、説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、当社
ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に
関してお客さまへ幅広くPRを⾏っております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・株式会社⽇本政策投資銀⾏による「DBJ BCM格付」調
査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れ
ている」という最⾼ランクの格付を取得しました。

・多年にわたり地域安全思想の普及⾼揚や少年の⾮⾏防⽌
など地域安全活動の推進に尽⼒し安⼼なまちづくりに貢
献したことに対して、埼⽟県防犯協会連合会・埼⽟県警
本部⻑の連名で表彰状を頂きました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、⼤正１５年に創⽴し、９０年以上にわたり、地
域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さま
にいつでも安全に安⼼して都市ガスをご利⽤いただける
よう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及
び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に
備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・安全装置の付いていない⼩型湯沸器などの⾮安全型機器
をお持ちのお客さまに対して、１年に１回の頻度で保安
PRチラシを配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び
４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を
通じて、安全性の⾼いガス機器へのお取替えをお勧めし
ています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガス機器をご使⽤になる際の換気の必要性など、ガスを
安全にご使⽤いただくためのポイントについて、１年に
１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスの
ご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安
点検の対⾯機会を通じて、注意喚起を⾏っています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅法について、
１年に１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、
ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定
期保安点検の対⾯機会を通じて、説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス栓や接続具の正しい接続⽅法について、１年に１回
の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使
⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検
の対⾯機会を通じて、説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、当社
ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に
関してお客さまへ幅広くPRを⾏っております。

武州ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武州ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0020）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0024（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：埼⽟県川越市⽥町32番地12

TEL：049-241-9000

ホームページ：http://www.bushugas.co.jp/index.html
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4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・株式会社⽇本政策投資銀⾏による「DBJ BCM格付」調
査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れ
ている」という最⾼ランクの格付を取得しました。

・多年にわたり地域安全思想の普及⾼揚や少年の⾮⾏防⽌
など地域安全活動の推進に尽⼒し安⼼なまちづくりに貢
献したことに対して、埼⽟県防犯協会連合会・埼⽟県警
本部⻑の連名で表彰状を頂きました。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、お客さまに安⼼してガスをご利⽤いただけるた
めに、保安の確保に努め⼈材育成を図るとともに、お客
さまのサービス向上等に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、各事業所拠点に保安管理体制を整備し、お客さ
ま保安の向上に向け、法定の消費機器調査に加え、⾃主
的な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社の保安業務従事者に対して、毎年、保安に係る教育
及び訓練を実施し、地域の防災訓練に参加する等、保安
スキルの維持・向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・1年に１回の頻度で、不完全燃焼防⽌装置の付いていない
⼩型湯沸器、⾦網ストーブなどをお持ちのお客さまを訪
問し、安全性の⾼いガス機器への取替をお勧めしていま
す。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消
費機器調査の際にも、同様な不完全燃焼防⽌装置がつい
ていないガス機器をお持ちのお客さまに、安全性の⾼い
ガス機器への取替をお勧めしています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査の際に、ガス機器を使⽤する時に換気が必要である
ことを、周知冊⼦を使ってお客さまに説明するととも
に、安全使⽤のための安全ステッカーの貼付など、注意
喚起を⾏っています。

北陸ガス株式会社

北陸ガス株式会社

⽒名⼜は名称：北陸ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0008）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0025（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：新潟県新潟市中央区東⼤通1丁⽬2番23号
TEL：025-245-2211

ホームページ：https://www.hokurikugas.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、ガス機器を安全に使⽤して頂くために、
安全な使⽤⽅法について、周知冊⼦を使って全てのお客
さまに説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、全てのお客さまの接続具を確認すること
で、誤接続によるガス漏えい事故を未然に防いでいま
す。誤接続を発⾒した場合は、周知冊⼦を使って、危険
性や正しい接続⽅法についてお客さまに説明していま
す。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご使⽤いただくた
め、ホームページ、各種展⽰会などで幅広く保安のPR活
動をしています。また、各⾃治体が開催する防災訓練等
に協⼒し参加することで、ガス機器の安全な使い⽅をPR
し、ガス・CO警報器などを紹介しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安
確保や保安向上に資する功績が認められ、ガス保安功労
者として関東東北産業保安監督部⻑表彰を受賞しまし
た。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安⼼」
を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管
理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理の
もと、法定の消費機器（ガス機器）調査に加え、⾃主的
な保安活動を⾏っています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施
し、保安スキルの維持向上に努めています。
また、ガスのプロフェッショナル育成を⽬指す「技術研
修センター」を整備しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等、⾮安
全型機器をご使⽤のお客さまに対しては、以下の取り組
みをしています。

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、安全周知チラシを配布
し、安全性の⾼い機器へのお取り替えをご案内していま
す。

・１年に１回、安全周知チラシを配布し、安全性の⾼い機
器へのお取り替えをご案内しています。

北海道ガス株式会社

北海道ガス株式会社

⽒名⼜は名称：北海道ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：B0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0026（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：北海道札幌市東区北7条東2丁⽬1番1号
TEL：0570-008800（ナビダイヤル）
     011-792-8110（ナビダイヤルをご利⽤になれない場合）
ホームページ：http://www.hokkaido-gas.co.jp/
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②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・積雪寒冷地という環境に配慮し、ガスの使⽤開始時およ
び４年に１回以上の頻度で⾏う消費機器（ガス機器）調
査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布し、ガスを
正しく安全にお使いいただくための⽅法を説明していま
す。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安⼼・快適にご利⽤いただくた
め、ホームページや検針票裏⾯を利⽤して、幅広くＰＲ
を⾏っています。

また、地域社会の⼀員として、地域のまつりやイベント
に積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活
動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会で
ガスの安全についても啓発しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として北海道産業保安監督部⻑表彰を受賞いたしま
した。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安⼼」
を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管
理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理の
もと、法定の消費機器（ガス機器）調査に加え、⾃主的
な保安活動を⾏っています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施
し、保安スキルの維持向上に努めています。
また、ガスのプロフェッショナル育成を⽬指す「技術研
修センター」を整備しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等、⾮安
全型機器をご使⽤のお客さまに対しては、以下の取り組
みをしています。

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、安全周知チラシを配布
し、安全性の⾼い機器へのお取り替えをご案内していま
す。

・１年に１回、安全周知チラシを配布し、安全性の⾼い機
器へのお取り替えをご案内しています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・積雪寒冷地という環境に配慮し、ガスの使⽤開始時およ
び４年に１回以上の頻度で⾏う消費機器（ガス機器）調
査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布し、ガスを
正しく安全にお使いいただくための⽅法を説明していま
す。

北海道ガス株式会社

⽒名⼜は名称：北海道ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：B0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0026（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：北海道札幌市東区北7条東2丁⽬1番1号
TEL：0570-008800（ナビダイヤル）
     011-792-8110（ナビダイヤルをご利⽤になれない場合）
ホームページ：http://www.hokkaido-gas.co.jp/
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また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安⼼・快適にご利⽤いただくた
め、ホームページや検針票裏⾯を利⽤して、幅広くＰＲ
を⾏っています。

また、地域社会の⼀員として、地域のまつりやイベント
に積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活
動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会で
ガスの安全についても啓発しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として北海道産業保安監督部⻑表彰を受賞いたしま
した。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

当社は、地域社会のインフラを担うエネルギー事業者とし
て、お客さまに安全に安⼼して都市ガスをご利⽤いただけ
るよう安定供給と保安の確保を基軸として、様々なお客さ
まサービスの向上に努めております。

(2)保安管理体制の整備 当社は、保安管理体制を整備し、法定調査に加え、業務機
会等を通じて⾃主的な保安活動に取り組んでおります。

(3)保安教育・訓練の実
施等

当社は、毎⽉テーマ別の保安教育・訓練を実施し、保安業
務に携わる担当者だけでなく、新⼊社員・⼥性社員の保安
知識レベル向上にも努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

不完全燃焼防⽌装置の付いていない湯沸器・⾵呂釜をご使
⽤のお客さまに対し、1年に1回安全に関するチラシを配布
するとともに、個別の巡回点検を実施し、安全型機器への
お取替えをご提案しております。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時に、使⽤上のご注意と安全型機器へのお取替え
をご提案しております。そのほかセール時においても、ダ
イレクトメールを郵送し、お取替のご提案をしておりま
す。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

屋内でのガス使⽤する場合の換気の必要性について、全て
のお客さまに対し、1年に1回、専⽤のチラシを配布し、注
意を促しております。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時にも冊⼦を配布し、ご説明しております。

厚⽊ガス株式会社

厚⽊ガス株式会社

⽒名⼜は名称：厚⽊⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0040）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0027（登録年⽉：2018年11⽉）
住所：神奈川県厚⽊市旭町4丁⽬15番33号
TEL：046-228-3211

ホームページ：http://www.atsugigas.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

ガス機器の正しい操作⽅法と安全な使⽤⽅法について、全
てのお客さまに対し、1年に1回、専⽤のチラシを配布し周
知を⾏っております。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時には、安全使⽤についてお客さまにご説明する
とともに、冊⼦を配布しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

ガス栓や接続具の正しい接続⽅法について、全てのお客さ
まに対し、1年に1回、専⽤のチラシを配布し、周知を⾏っ
ております。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時には、接続不良やガス栓の誤開放等が無いよ
う、お客さまにご説明するとともに、冊⼦を配布しており
ます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

ガス展開催時には、保安コーナーを設けて、ご来場のお客
さまに対して保安啓発活動を⾏っており、毎年参加協⼒し
ている⾃治会の防災訓練においても同様の活動を⾏ってお
ります。
また、１年に１回安全に関する周知チラシを全てのお客さ
まに配布しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

平成28年度経年内管改善表彰制度（⽇本ガス協会）におい
て、当社の⻑年の経年内管改善の保安の取り組みを評価さ
れ、優秀業績賞 削減率部⾨ Aグループ1位表彰を受賞いた
しました。評価された保安への取り組みと同様にお客さま
に都市ガスを安全にご利⽤いただくため保安の確保に取組
んでいます。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、お客さまが都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備
し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安管理体制を整備し、お客さまの安全・安⼼
のため、保安の向上に向けた取り組みを推進していま
す。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を⾏う
とともに、計画的なメーカー研修を⾏うことで、保安ス
キルの維持向上に努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・弊社は、安全装置が装備されていない⼩型湯沸器などの
⾮安全型機器をご使⽤のお客さまに対して、１年に１回
の頻度で保安ＰＲチラシを配布するとともに、ガスのご
使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点
検の対⾯機会を通じて、安全性の⾼いガス機器への取替
えをお勧めしております。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・弊社は、お客さまへガス機器をご使⽤になる際の換気の
必要性など、ガスを安全にご利⽤いただくためのポイン
トについて、１年に１回の頻度で保安ＰＲチラシを配布
するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上
の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明して
おります。

九州電⼒株式会社

九州電⼒株式会社

⽒名⼜は名称：九州電⼒株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0004）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0028（登録年⽉：2018年11⽉）
住所：福岡県福岡市中央区渡辺通⼆丁⽬１番８２号
TEL：092-761-3031

ホームページ：https://www.kyuden.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社は、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全な
使⽤⽅法について１年に１回の頻度で保安ＰＲチラシを
配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回
以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明
しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社は、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続⽅法に
ついて、１年に１回の頻度で保安ＰＲチラシを配布する
とともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻
度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明しており
ます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、弊社ホームページを通じて、保安の重要性に関して
お客さまへ幅広くＰＲしております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・弊社は、危険物の取扱業務において、国⺠⽣活の安全確
保に対する顕著な功績が認められ「危険物保安功労者表
彰」「優良危険物関係事業所表彰」を受賞しています。
評価された保安への取組と同様にお客さまに都市ガスを
安全にご利⽤頂くため、保安の確保に取り組んでいま
す。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・ガス事業の根幹となる保安の確保について、創業時から
築き上げてきた経験と実績をもとに、お客さまが安⼼し
てガスをご利⽤いただけるよう⽇々取り組んでおりま
す。

(2)保安管理体制の整備 ・事業所に選任された保安業務監督者の管理・監督のも
と、法定消費機器調査はもとより、⾃主的な保安活動を
実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務従事者に対し、毎⽉保安教育を実施しておりま
す。

・⼤規模災害を想定とした防災訓練を年１回実施しており
ます。

・保安業務に必要な資格取得の奨励をしております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・年１回、不完全燃焼防⽌装置のついていないガス機器を
所有されているお客さまに対して、周知チラシを送付す
るとともに、安全機能付き機器への取替を特別価格で推
進しております。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付しており
ます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

東彩ガス株式会社

東彩ガス株式会社

⽒名⼜は名称：東彩ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0012）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0029（登録年⽉：2018年11⽉）
住所：埼⽟県越⾕市越ヶ⾕1-14-1

TEL：0120-78-1031、0570-08-1031

ホームページ：http://www.tosaigas.co.jp/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付するとと
もに安全な使⽤⽅法を説明しております。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付しており
ます。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・地元⾏政が主催する防災訓練に積極的に参加し、保安Ｐ
Ｒ活動を実施しております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年にわたり、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保
や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安
功労者として関東東北産業保安監督部⻑表彰を受賞しま
した。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、お客さまの安全で快適な暮らしの創造に貢献す
ることを基本理念として、安⼼で安全な暮らしのサポー
トに努めています。お客さまの安全への取り組みとして
マネジメント体制を整備し、保安の向上に取り組んでい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は、事業所ごとに保安管理体制を整備し、お客さま
の保安向上の取り組みを推進しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社は、保安業務従事者に対して、毎年作成する保安教
育計画に沿った教育・訓練を実施し、必要な知識や資格
取得など保安技能の維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・屋内に設置されている不完全燃焼防⽌装置が付いていな
いふろがま・湯沸器などをお持ちのお客さまに対して、1
年に1回の頻度で安全周知を⾏うとともに、ガスのご使⽤
開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、安全性の⾼
いガス機器への取替えをお勧めしています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスのご使⽤開始時と４年に１回以上の消費機器調査時
に、お客さまにパンフレットを配布し、ガス機器をご使
⽤になる際の換気の重要性など、ガスを安全にご使⽤い
ただくためのポイントを説明しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

岡⼭ガス株式会社

岡⼭ガス株式会社

⽒名⼜は名称：岡⼭ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：H0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0030（登録年⽉：2019年3⽉）
住所：岡⼭県岡⼭市中区桜橋⼆丁⽬1番1号
TEL：086-272-3111

ホームページ：https://www.okagas.co.jp/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスのご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時
に、お客さまにパンフレットとチラシを配布し、ガス機
器の正しい操作⽅法、安全な使⽤⽅法を説明していま
す。

・1年に1回の頻度で正しい操作⽅法、安全な使⽤⽅法を記
載したパンフレットを全てのお客さまに配布していま
す。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスのご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時
に、お客さまにパンフレットを配布し、ガス栓とガス機
器の正しい接続⽅法を説明しています。使⽤していない
ガス栓にはガス栓キャップの取付を⾏い、誤開放による
ガス漏れを防⽌しています。

・1年に1回の頻度でガス栓と接続具の正しい接続⽅法を記
載したパンフレットとチラシを全てのお客さまに配布し
ています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、イベ
ント、新聞、ラジオ、当社ホームページで保安の重要性
に関してお客さまへ幅広くＰＲをしています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として「中国四国産業保安監督部⻑表彰」を受賞し
ました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・１９６１年の創⽴より、保安の確保と安定供給を旨と
し、５０年を超える⻑きにわたり、都市ガス事業の使命
に徹して参りました。

・当社の中⻑期計画である「⼤東ガス 経営計画２０３
０」において、保安対策の取組みを重点項⽬に掲げてい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は保安業務監督者を置き保安管理体制を整備し、法
定の消費機器調査の他にも⾃主的な保安活動を実施して
おります。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務従事者に対して保安教育をはじめ、
地震災害を想定した訓練を年１回以上⾏っております。

・毎年度⾃治体等が開催する地域防災訓練に参加しており
ます。

・その他通年において⾃社訓練施設による保安の技能研修
を実施しております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、安全性の⾼いガス機器へ
のお取替えをお勧めしています。

・⾮安全機器を所有するお客さまに、１年に１回の頻度で
保安PRチラシを配布し、お取替えをすすめています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に

・ガス機器を使⽤する際のＣＯ中毒事故防⽌のための換気
の必要性など、ガスを安全にご使⽤いただくためのポイ

⼤東ガス株式会社

⼤東ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⼤東ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0055）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0031（登録年⽉：2019年3⽉）
住所：埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字藤久保字⻄1081-1

TEL：0120-121-362

ホームページ：http://www.daitogas.co.jp/
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係る取組 ントについて、ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の
頻度で⾏う消費機器調査の対⾯機会を通じて注意喚起を
⾏っています。

・開放式⼩型湯沸器が設置されている場合はCO測定を実施
し、安全にご使⽤できるか確認しています。

・1年に1回の頻度でPRチラシを配布し、正しい換気⽅法等
の重要性を周知しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、ガス機器の安全な使⽤⽅
法について説明しています。

・１年に１回の頻度で、PRチラシをすべてのお客さまのポ
ストに投函して、ガス機器を安全に使⽤して頂くための
ポイントをお知らせしています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、ガス栓とガス機器の正し
い接続⽅法について説明しています。

・１年に１回の頻度で、PRチラシをすべてのお客さまのポ
ストに投函して、ガス機器を安全に使⽤して頂くための
ポイントをお知らせしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・都市ガスを安全にご利⽤いただくため、当社ホームペー
ジなどを通じて、お客さまへ幅広くＰＲを⾏っておりま
す。

・お客さま向けの展⽰会にブースを設けたり、⾃治体等が
主催する防災訓練・イベント等へ参加することで、ガス
の安全な使い⽅をＰＲしています。

・料理教室、⽕育教室等を適時開催し、受講者の⽅々に安
全装置付きガス機器の紹介及び換気の重要性などをＰＲ
しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の
確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、関東東
北産業保安監督部⻑より、ガス保安功労者表彰をいただ
いております。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 ご家庭でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい4つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

「当社のもっとも重要な商品は安全である。」をモットー
に、ICT技術などの新たなテクノロジー活⽤と保安業務の内
製化により、業界トップレベルの保安体制構築を⽬指しま
す。

(2)保安管理体制の整備 ・関東⼀円60の事業所ごとに、ガス主任技術者の資格を持
った保安業務監督者を選任し、法定の消費機器調査や⾃
主的な保安活動を実施しています。

・ガス⼩売⾃由化に伴う事業拡⼤と並⾏して、保安レベル
向上のため資格取得の⽀援や研修会を実施しています。

・当社の基幹クラウドシステム「雲の宇宙船」により、チ
ェック体制を⾃動化し、指⽰命令のリアルタイムな伝達
を可能にするとともに、ヒューマンエラーの撲滅と緊急
時対応をスピード化することで、お客様の安全・安⼼を
担保できる体制の構築を⽬指しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

保安業務従事者のスキル向上と組織⼒強化に努めていま
す。
・保安業務規程に基づき、保安業務に係る社員に対し定期
的な保安教育を実施しています。

・毎年全社員を対象にした⾃社の防災訓練の実施や導管事
業者主催の防災訓練に参加しています。

・保安業務に必要な資格取得に積極的に取り組んでいま
す。

・新たに保安業務に従事する者には、個別に教育・訓練を
実施しています。

・業界団体や機器メーカーが主催する研修会に参加し、保
安業務の知識・技術向上に励んでいます。

・異業種の安全管理に関する講習会に積極的に参加し、保
安教育に役⽴てています。

⽇本⽡斯株式会社

⽇本⽡斯株式会社

⽒名⼜は名称：⽇本⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0011）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0032（登録年⽉：2019年3⽉）
住所：東京都渋⾕区代々⽊四丁⽬31番8号
TEL：03-5308-2111

ホームページ：https://www.nichigas.co.jp/
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2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①⾮安全型機器の撲滅
に向けた取替促進に係
る取組

・ガスの使⽤開始時や4年に1回以上⾏う定期調査でお客さ
まにお会いした際には、⾮安全機器の⼀酸化炭素濃度を
測定し結果をお伝えするとともに、不完全燃焼防⽌装置
が付いていないガス機器をお持ちのお客さまに対し、安
全機器及び安全装置付き機器への取替えをお願いしてい
ます。

・不完全燃焼防⽌装置の付いていない⾮安全機器をお持ち
のお客さまに対し、ガスの正しい使⽤⽅法等を記載した
パンフレットを1年に1回配布し、安全機器及び安全装置
付き機器への取替えをお願いしています。

②消費機器調査時の換
気励⾏等の安全使⽤に
係る取組

・ガスの使⽤開始時や4年に1回以上⾏う定期調査でお客さ
まにお会いした際には、ガス機器の給排気設備の設置状
況を確認するとともに、ガス機器の正しい使⽤⽅法等を
記載したパンフレット等を⽤い、換気の重要性と以下の
内容をご説明しています。
○ガス機器を使⽤する際には、換気を⾏うこと
○増改築⼯事や塗装⼯事によりガス機器や給排気設備を取
り外したり、ビニール等で給排気設備を覆った際にはガ
ス機器を使⽤しないこと
○ガスコンロを取替えの際には、コンロ連動型換気扇のご
提案しています

・すべてのお客さまに対し、ガスの正しい使⽤⽅法等を記
載したパンフレットを2年に1回以上配布し、ガスご使⽤
の際の換気の重要性についてご案内しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時や4年に1回以上⾏う定期調査でお客さ
まにお会いした際には、ガス機器の正しいご使⽤⽅法等
を記載したパンフレット等を⽤い、正しい操作⽅法や安
全な使⽤⽅法をご説明しています。

・⾃社開発したクラウドシステムの⾃動チェック機能によ
り、リコール対象機器を⾃動判別し、事故防⽌に努めて
います。

・すべてのお客さまに対し、ガスの正しい使⽤⽅法等を記
載したパンフレットを2年に1回以上配布し、正しいガス
機器のご使⽤⽅法ついてご案内しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時や4年に1回以上⾏う定期調査でお客さ
まにお会いした際には、ガス機器の正しいご使⽤⽅法等
を記載したパンフレット等を⽤い、以下の内容について
ご説明しています。
○ガス機器を接続する際の形状や⼤きさの確認について
○ガス栓や接続具の正しい使⽤や⽇常の維持管理について

・すべてのお客さまに対し、ガスの正しい使⽤⽅法等を記
載したパンフレットを2年に1回以上配布し、ガス栓や接
続具の正しい接続⽅法についてご案内しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスを安全にご利⽤いただくため、ホームページやパン
フレットの活⽤、展⽰会等を通じて、正しいガス機器の
ご利⽤⽅法やSiセンサー付きコンロなどの安全機器の普
及を⾏い保安の重要性についてご案内しています。

・毎⽉お届けする検針票や、スマホアプリ「マイニチガ
ス」を通じて、対⾯できないお客様に対しても情報発信
をしています。
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4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・経済産業⼤⾂表彰並びにガス関東東北産業保安監督部⻑
表彰において、5年間で延べ7名がガスの保安功労者とし
て表彰を受けています。

・経済産業省並びに東京証券取引所より、保安システムを
含む当社基幹クラウドシステムの開発・運⽤が評価さ
れ、IT活⽤を戦略的に取組む企業として「攻めのIT経営銘
柄2016、2017、2018」に3年連続で選定されました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、創業110年以上の経験と信頼を礎に、ガスを安全
にご利⽤いただくための盤⽯な保安体制、災害対策など
を通じて、お客さまの安⼼・安全の確保に努めていま
す。
また、お客さまの安⼼・安全を確保するためのマネジメ
ント体制を構築しています。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、各地域事業所ごとに保安業務監督者を配置し、
監督者の管理・監督のもと、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務従事者の技術⼒維持向上のため以下
の取組を実施しています。

●⾃社教育施設にて保安業務に必要な知識や資格の取得、
定期的な技量確認を実施

●保安業務に従事する全担当者を対象に保安教育を実施

●毎年、有事発⽣時に備え災害対策訓練を実施

●業務委託先へ定期的な勉強会の開催や業務指導を実施

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガス機器や換気設備の⽇常管理や定期的な点検の重要性
についてのご理解を深めていただくため、以下の取組を
実施しています。

●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊⼦によりお伝え

●4年に1度の消費機器調査時に、⼀酸化炭素濃度の測定
（安全装置のついていない湯沸器・開放式ストーブ）に

⼤阪ガス株式会社

⼤阪ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⼤阪ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0024）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0001（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：⼤阪府⼤阪市中央区平野町４丁⽬１番２号
TEL：0120−0−94817

ホームページ：http://www.osakagas.co.jp/
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より危険性の有無確認を⾏い燃焼状態をお客さまにご説
明

●1年に1度、ガス機器や換気設備のメンテナンスの必要
性について記載した注意喚起チラシの全⼾配布
詳しくは弊社HPをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤ガス厨房機器をお使いのお客さまに以下の取組を
実施しています。

●業務⽤換気警報器の設置（約12万件）

●⼀酸化炭素中毒の危険性と業務⽤換気警報器の有効性に
関するご説明

●有効期限の管理と期限満了前の更新設置
詳しくは弊社HPをご覧ください。（「⼤阪ガス 業務
⽤換気警報器 継続」で検索）

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため、お届けし
ているガスの種類に合ったガス機器の使⽤や調理中にコ
ンロから離れる際には⽕を消していただくことなどガス
の安全使⽤について、各種媒体を活⽤し以下の取組を実
施しています。

●4年に1度の消費機器調査時に、周知冊⼦によりお伝え

●1年に1度、ガスの安全使⽤について記載した注意喚起
チラシの全⼾配布

●ガス設備に不備が発⾒された場合は、改善⽅法をお客さ
まにご説明

●ガスの安全使⽤についてホームページでご紹介
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため、ガス機器
の正しい接続⽅法について、各種媒体を活⽤し以下の取
組を実施しています。

●4年に1度の消費機器調査時に、ガス機器の接続状態に
異常がないことを確認し周知冊⼦によりお伝え

●1年に1度、ガス機器の正しい接続⽅法について記載し
た注意喚起チラシの全⼾配布

●接続具の劣化や誤った接続を発⾒した場合の改善⽅法を
お客さまにご説明

●ガス機器の正しい接続⽅法についてホームページでご紹
介
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため、ガス警報
器の普及促進を⽬的とした以下の取組を実施していま
す。

●4年に１度の消費機器調査時に、周知冊⼦を⽤いてのご
説明と設置のおすすめ

●1年に１度、ガス警報器の有効性を記載した注意喚起チ
ラシの全⼾配布

●⾃社ブランドのガス警報器のラインナップ

●有効期限の管理と期限満了前の交換のおすすめ
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「⼤阪ガス あんし
んガイド」で検索）。
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3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

●ガス機器を安⼼・安全にご使⽤いただくため、防災イベ
ントや各種展⽰会などでの保安PR活動や、お客さまか
らのご要望に応じた保安講習会を開催しています。

●平成27年に開設したショールーム「hu+gMUSEUM」で
は、業務⽤厨房フロアを設け、業務⽤厨房機器の安全な
使い⽅をご案内するとともに、安全・安⼼に関する当社
の取り組みを紹介するコーナーなどを設置し、お客さま
に様々な情報をわかりやすく発信しています。
詳しくは弊社ＨＰをご覧ください（「ハグミュージア
ム」で検索）

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘りガス保安関係の職務に精励し、ガス保安の確
保、保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が
認められ、ガス保安功労者として中部近畿産業保安監督
部近畿⽀部⻑表彰を受賞しました。

●平成28年10⽉ 「平成28年度 ガス保安功労者 中部近
畿産業保安監督部近畿⽀部⻑表彰」

●平成27年10⽉ 「平成27年度 ガス保安功労者 中部近
畿産業保安監督部近畿⽀部⻑表彰」

●平成26年10⽉ 「平成26年度 ガス保安功労者 中部近
畿産業保安監督部近畿⽀部⻑表彰」

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・保安を経営の最優先事項とし、コンプライアンス本部を
⽴ち上げ、本部直下の「保安部」より、各⽀店の「保安
課」への直接的な指⽰命令系統を構築し、全社員による
コンプライアンス遵守の徹底を図っています。

(2)保安管理体制の整備 ・各参⼊エリアごとに保安管理体制を整備するのはもちろ
ん、消費機器に関わる対応だけでなく、漏えい調査等保
安業務全般対応可能な体制を整えています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、導管
事業者実施の防災訓練への参加、コールセンターによる
連絡訓練を実施し、保安管理体制の確⽴を図っていま
す。また、各都市ガス営業課においては、消費機器に関
わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務全般に対応
可能な教育・訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・対象機器が発⽣した際には、1年に1回以上の周期でお客
様へ周知⽂書の郵送を実施し、さらに、消費機器調査時
に⽂書および⼝頭でご案内し、安全機器への取替を促進
します。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤換気警報器100％設置を⽬指し、お客様に業務⽤換
気警報器の重要性を説明し、ご理解いただけるよう取り
組みます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

株式会社サイサン

株式会社サイサン

⽒名⼜は名称：株式会社サイサン（ガス⼩売事業者登録番号：A0023）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0002（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：埼⽟県さいたま市⼤宮区桜⽊町1-11-5

TEL：0120-41-3130

ホームページ：http://saisan.net/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し、消費機器
の正しい操作⽅法をご案内します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、2年に1回以上の周期で周知⽂書を郵送し、ガス栓や
接続具の正しい接続⽅法をご案内します。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガス漏れ、⽕災、COの3センサータイプの警報器を採⽤
し、積極的な設置提案をしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ホームページや各参⼊エリアにて実施するイベント等に
て、保安啓発についてもPRしていきます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備
し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は、各事業拠点で保安管理体制を整備し、お客さま
保安の向上に向けた取り組みを推進しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を⾏う
とともに、⾃社で研修施設を整備し計画的なトレーニン
グを⾏うことで、保安スキルの維持向上に努めておりま
す。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・当社は、業務⽤でガス機器をご使⽤いただいているお客
さまに対して、ガス機器のメンテナンスや換気の必要性
について、４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の
対⾯機会を通じて説明しております。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・当社は、業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤いただい
ているお客さまを対象に「業務⽤換気警報器」の設置を
促進しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・当社は、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全な
使⽤⽅法について、４年に１回以上の頻度で⾏う定期保

⻄部ガス株式会社

⻄部ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⻄部ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0027）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0003（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：福岡県福岡市博多区千代1丁⽬17番1号
ホームページ：http://www.saibugas.co.jp
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安点検の対⾯機会を通じて説明しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・当社は、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続⽅法や
確認⽅法について、４年に１回以上の頻度で⾏う定期保
安点検の対⾯機会を通じて説明しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、１年に１回の頻度で保安ＰＲチラシを配布するとと
もに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回の頻度で⾏う
定期保安点検の対⾯機会を通じて、ガス警報器の設置の
必要性を説明しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・当社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、当社ホームページや新聞広告などを通じて、保安の
重要性に関してお客さまへ幅広くＰＲを⾏っておりま
す。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・当社の保安業務従事者の保安に関する功績が評価され
「ガス保安功労者九州産業保安監督部⻑表彰」に選出さ
れております。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、「あなたとずっと、今⽇よりもっと。」のコー
ポレートメッセージにあるとおり、１３０年間お客さま
⼀⼈ひとりと向き合いながら、培ってきた経験と信頼を
礎に、お客さまの保安確保に邁進しております。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は事業所ごとに保安業務監督者を配置し、保安管理
体制を整え、法定の消費機器調査に加え⾃主的な保安活
動を実施しています。
また、お客さまの特性に合わせ、法定の消費機器調査以
外の様々な業務機会を通じて⾃主的に定めた保安活動を
実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづき保
安業務従事者への教育・訓練を実施しています。

・年間を通じて、グループ従業員を教育するための教育施
設「⼈材育成センター」を設けています。
また、年１回「総合防災訓練」を⾏い、⼤規模災害の発
災時の初動・復旧訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、「安⼼ワークガイド」を使って、ガス機
器や給排気設備の⽇常のメンテナンスの重要性につい
て、すべての業務⽤のお客さまにご説明しています。
特に、飲⾷店の厨房設備を有するお客さまには、点検時
にガス機器のＣＯを測定して燃焼状態を確認しておりま
す。
また「業務⽤換気警報器」が作動した際の連絡先をお知
らせしております。

東京ガス株式会社

東京ガス株式会社

⽒名⼜は名称：東京⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0020）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0004（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：東京都港区海岸⼀丁⽬5番20号
TEL：03-3344-9100、0570-002211

ホームページ：http://www.tokyo-gas.co.jp/
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②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・2006年11⽉から業務⽤ガス機器をご使⽤の飲⾷店等のお
客さまを対象に「業務⽤換気警報器」の設置を促進して
おり、2017年6⽉末時点で累計取付台数が50万台を突破
しました。
今後も「業務⽤換気警報器」の普及率100％に向けて、お
客さまのご協⼒を得ながら設置促進等の取り組みを進
め、これからもお客さまに安全に安⼼してガスをお使い
いただけるよう努めてまいります。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、「安⼼ワークガイト」を使ってガス機器
の安全な使⽤⽅法について、すべての業務⽤のお客さま
にご説明しています。
また、２年に１回以上の頻度で、ガス機器の安全な使⽤
⽅法を記載した周知チラシを、すべての業務⽤のお客さ
まに配布しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、「安⼼ワークガイド」を使って、ガス栓
とガス機器の正しい接続⽅法について、すべての業務⽤
のお客さまにご説明しています。
また、２年に１回以上の頻度で、ガス栓とガス機器の正
しい接続⽅法を記載した周知チラシを、すべての業務⽤
のお客さまに配布しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、ガス警報器の設置について、未設置のお
客さまへ設置のお勧めをしています。
毎⽉のお⽀払がお⼿軽なリース制度を設けているほか、
期限満了前にはＤＭによるご連絡により、新しい警報器
へのお取替えをご案内しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・新聞広告や検針票の裏⾯を利⽤して、ガス機器をご使⽤
する際の注意事項について、すべてのお客さまにお知ら
せしています。
また、テレビ・ラジオＣＭ「TOKYO GASの安全
TODAY」や弊社ホームページでも、ガスの安全な使⽤⽅
法についてご案内しております。
⾃治体等が主催する防災イベント等へ協⼒して参加する
ことで、災害時だけでなく平常時のガスの安全な使い⽅
をＰＲしています。
業務⽤のお客さまを対象としたショールーム「厨
BO!SHIODOME」「厨BO!YOKOHAMA」でも安全な厨
房機器の使⽤⽅法をご案内しております。
また、これらの取組みは、年１回ＣＳＲレポートとして
まとめられ、ＨＰに公開しております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として関東東北産業保安監督部⻑表彰を受賞いたし
ました。
また、2015年12⽉に、東京消防庁が実施している災害時
要配慮者巡回に対する弊社グループの貢献が認められ、
感謝状をいただいております。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、創⽴100周年へ向けた東邦ガスグループビジョン
「未来を拓くエネルギーへ 〜お客さまにお届けする価
値を、より⾼くより広く〜」を実現するため、「お客さ
まの安全・安⼼を揺るぎないものにします」などの４つ
挑戦に取り組んでおります。この⽅針に従い、都市ガス
を安全にご利⽤いただくため、当社独⾃の⾃主的な活動
を含む様々な活動に取り組むと共に、弊社ホームページ
や統合レポートでその内容を公開しております。

(2)保安管理体制の整備 ・お客さまの安全・安⼼を確保するため、各地域（事業拠
点毎)に保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務を従事する者に対して、ガスの保安に関わる教
育・訓練や、防災訓練を毎年実施し、技能の維持向上に
努めています。また、保安の教育・訓練のための施設と
して「営業⼈材開発センター」を整備しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・換気設備の清掃の必要性など安全な使⽤⽅法について、4
年に1回以上の定期保安点検で対⾯した際にお客さまへ説
明しています。

・全ての業務⽤のお客さまを対象に、給排気設備のメンテ
ナンスの必要性等を説明した書⾯を毎年配布し、注意喚
起を⾏っています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房等で業務⽤機器を所有しているお客さまに対
して、⼀酸化炭素中毒防⽌に有効な「業務⽤換気警報

東邦ガス株式会社

東邦ガス株式会社

⽒名⼜は名称：東邦⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0025）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0005（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：愛知県名古屋市熱⽥区桜⽥町19番18号
TEL：0570-010956（ナビダイヤル）
ホームページ：http://www.tohogas.co.jp/
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器」の設置をお勧めし、ご希望されるお客さまへの設置
を⾏い、普及拡⼤を図っています。 また、有効期限を管
理し、更新時期が近づいたお客さまに対して、更新の巡
回を⾏っています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器ごとの安全な使⽤⽅法について、4年に1回以上
の定期保安点検で対⾯した際にお客さまへ説明していま
す。

・全てのお客さまを対象に、所有機器に応じた安全な使⽤
⽅法を説明した書⾯を毎年1回配布し注意喚起を⾏ってい
ます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス栓とガス機器との接続状況については、4年に1回以
上の定期保安点検で対⾯した際に確認しています。あわ
せて、適切な接続具の種類や正しい接続⽅法について説
明しています。

・全てのお客さまを対象に、適切な接続具の種類や正しい
接続⽅法を説明した書⾯を毎年1回配布し、注意喚起を⾏
っています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガス漏れ事故を防⽌するため、お客さまに対して弊社ホ
ームページやパンフレット「快適ガスライフの基礎知
識」（開栓時・定期保安点検時）で、ガス警報器をご案
内し普及拡⼤を図っています。
また、更新時期が近くなったお客さまには、更新時期を
お知らせするダイレクトメールを送付し、適切な更新に
努めています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器の安全な使⽤⽅法については、ガスの使⽤開始
時や4年に1回以上の定期保安点検時にお客さまへ説明す
るとともに、毎年配布する書⾯や弊社ホームページへの
掲載により保安の重要性をPRしています。

・弊社の体験型業務⽤ガス機器ショールーム「プロ厨房オ
イシス」では、業務⽤厨房機器の安全な使⽤⽅法につい
て、ご案内しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安
確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保
安功労者として、「中部近畿産業保安監督部⻑表彰」を
受賞しました。

・愛知県から委託された⼀般社団法⼈愛知県危険物安全協
会連合会（岡崎市危険物保安連絡協議会）から、災害の
絶無と防⽕思想の普及に多⼤な貢献をしたとして、感謝
状をいただいています。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保をベース
に、お客様サービスの向上等に努めています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html

(2)保安管理体制の整備 ・各地域（事業拠点）ごとに保安管理体制を整備し、⾃主
的に様々な保安活動を実施しています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・保安業務は全て⾃社社員にて実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、
社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専⾨性の⾼いガス
消費機器に係る保安技術については、専⾨機関主催の研
修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の
向上に努めております。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努
めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・⻑時間使⽤による劣化が早いガス機器や油、ほこり等が
たまりやすい給排気設備は点検、清掃が⼤切であるた
め、４年間で１回以上、全てのお客様に直接お会いし

武陽ガス株式会社

武陽ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武陽ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0046）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0006（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：東京都福⽣市本町17番の1

TEL：042-551-1621

ホームページ：http://www.buyo-gas.co.jp
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て、ガス機器や給排気設備のメンテナンスのポイントに
ついて紹介します。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・対象機器（フライヤー・回転釜・オーブン）設置の業務
⽤のお客様を対象に、CO中毒事故防⽌のため業務⽤換気
警報器の無償設置

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・４年間に１回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガ
ス機器を安全に使⽤して頂くためのポイントを説明しま
す。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器を安全に使⽤して頂くためのポイント
をお知らせします。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、
４年間に１回以上、全てのお客様にお会いして、接続具
の正しい接続⽅法について説明します。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし
ます。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・４年間で１回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガ
ス漏えいによる事故を未然に防⽌するためのガス警報器
の設置の⼤切さを紹介しています。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス警報器の設置の⼤切さををお知らせしてい
ます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・⼀般向けの広報やお客様向けの展⽰会や地域の防災訓練
等に参加をし、保安の重要性をＰＲしています。

・社外報により、ガス使⽤上の注意喚起、安全装置の紹介
を⾏っています。

・消防署からのお知らせ(春の⽕災予防運動、アウトドアの
⽕災予防、救急医療週間、春の⽕災予防運動)を社外報へ
掲載する事により、防⽕防災⼒の向上を図ると伴に保安
意識の向上を図っています。

・料理教室を開催し、受講者の⽅々に安全装置の紹介、換
気の注意喚起を図っています。

・中学⽣の職場体験を受け⼊れ、職場体験と伴に保安意識
の向上を図っています。

・社外報にガス警報器、住宅⽤⽕災警報器を掲載する事に
より、保安意識の向上を図っています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福⽣消防署
⻑より感謝状を頂いています。

・⽕災予防及び⼈命救助の貢献に対して東京消防庁予防部
⻑より感謝状を頂いています。

・防⽕安全性の維持向上の尽⼒に対して東京消防庁予防部
⻑より表彰状を頂いています。

・安全思想の普及と防⽕意識の⾼揚に対して(公益財団法⼈)
東京防災救急協会理事⻑より表彰状を頂いています。

・防⽕に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消
防庁福⽣消防署⻑より感謝状を頂いています。
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保をベース
に、お客様サービスの向上等に努めています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-gas.co.jpcompany/greeting.html

(2)保安管理体制の整備 ・各地域（事業拠点）ごとに保安管理体制を整備し、⾃主
的に様々な保安活動を実施しています。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・保安業務は全て⾃社社員にて実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社の保安業務従事者に対しては、年間計画に基づき、
社内教育・訓練を毎年1回以上実施し、専⾨性の⾼いガス
消費機器に係る保安技術については、専⾨機関主催の研
修会へ派遣する等、保安業務に必要な資格取得・技術の
向上に努めております。
詳しくは下記のURLへ
http://www.buyo-
gas.co.jpcompany/safemanage/index.html

・地域の防災訓練に参加させる等、スキルの維持向上に努
めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・⻑時間使⽤による劣化が早いガス機器や油、ほこり等が
たまりやすい給排気設備は点検、清掃が⼤切であるた
め、４年間で１回以上、全てのお客様に直接お会いし
て、ガス機器や給排気設備のメンテナンスのポイントに
ついて紹介します。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・対象機器（フライヤー・回転釜・オーブン）設置の業務
⽤のお客様を対象に、CO中毒事故防⽌のため業務⽤換気
警報器の無償設置

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・４年間に１回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガ
ス機器を安全に使⽤して頂くためのポイントを説明しま
す。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器を安全に使⽤して頂くためのポイント
をお知らせします。

武陽ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武陽ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0046）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0006（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：東京都福⽣市本町17番の1

TEL：042-551-1621

ホームページ：http://www.buyo-gas.co.jp
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②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、
４年間に１回以上、全てのお客様にお会いして、接続具
の正しい接続⽅法について説明します。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス機器の接続に関する注意喚起をお知らせし
ます。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・４年間で１回以上、全てのお客様に直接お会いして、ガ
ス漏えいによる事故を未然に防⽌するためのガス警報器
の設置の⼤切さを紹介しています。

・１年間に１回以上、全てのお客様のポストに社外報を投
函して、ガス警報器の設置の⼤切さををお知らせしてい
ます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・⼀般向けの広報やお客様向けの展⽰会や地域の防災訓練
等に参加をし、保安の重要性をＰＲしています。

・社外報により、ガス使⽤上の注意喚起、安全装置の紹介
を⾏っています。

・消防署からのお知らせ(春の⽕災予防運動、アウトドアの
⽕災予防、救急医療週間、春の⽕災予防運動)を社外報へ
掲載する事により、防⽕防災⼒の向上を図ると伴に保安
意識の向上を図っています。

・料理教室を開催し、受講者の⽅々に安全装置の紹介、換
気の注意喚起を図っています。

・中学⽣の職場体験を受け⼊れ、職場体験と伴に保安意識
の向上を図っています。

・社外報にガス警報器、住宅⽤⽕災警報器を掲載する事に
より、保安意識の向上を図っています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・救命講習普及促進の貢献に対して東京消防庁福⽣消防署
⻑より感謝状を頂いています。

・⽕災予防及び⼈命救助の貢献に対して東京消防庁予防部
⻑より感謝状を頂いています。

・防⽕安全性の維持向上の尽⼒に対して東京消防庁予防部
⻑より表彰状を頂いています。

・安全思想の普及と防⽕意識の⾼揚に対して(公益財団法⼈)
東京防災救急協会理事⻑より表彰状を頂いています。

・防⽕に関する広報を積極的に推進した事に対して東京消
防庁福⽣消防署⻑より感謝状を頂いています。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、お客様にガスを安全にご使⽤いただけるように
保安の確保や、保安活動についてホームページにて公開
しております。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は保安管理体制を整備し法定の消費機器調査に加え
⾃主的な保安活動を実施しております。

・２４時間３６５⽇、保安業務についてはすべて⾃社社員
にて対応しております。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社は、保安業務の従事者へ１年に１回以上の保安教育
及び防災訓練を⾏っております。また、地域の防災訓練
に参加するなど保安業務に従事するものの技術向上に努
めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともに給
気、換気の必要性についてご説明しております。また、
給排気設備に不備がある場合は改善のご提案をさせてい
ただいております。
２年以内に１回の周知では安全周知⽂書を郵送にてお届
けしています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は給気、換気の必要性についてご説明しております。ま
た、設置対象となる需要家へは業務⽤換気警報器の設置
をお願いするチラシを⼿渡しております。

熱海ガス株式会社

熱海ガス株式会社

⽒名⼜は名称：熱海⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0022）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0007（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：静岡県熱海市春⽇町16-53

TEL：0557-83-2141

ホームページ：http://www.atamigas.co.jp/

e-mail : soumu@atamigas.co.jp
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともにガス
機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅法についてご説明
しております。また、２年以内に１回の周知では安全周
知⽂書を郵送にてお届けしています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともにガス
栓や接続具の正しい接続⽅法についてご説明しておりま
す。また、２年以内に１回の周知では安全周知⽂書を郵
送にてお届けしています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともにガス
警報器の設置の⼤切さについてご説明しております。ま
た、２年以内に１回の周知では安全周知⽂書を郵送にて
お届けしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始時、４年に１回以上⾏う消費機器調査で
は安全周知⽂書をお客様に直接お渡しするとともに安全
についてご説明しております。また、２年以内に１回の
周知では安全周知⽂書を郵送にてお届けしています。

・展⽰会においてガス栓や接続具の正しい接続⽅法やマイ
コンメーターの機能や復帰⽅法を説明できるコーナーを
設けてPRしております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ
アンス遵守の徹底を図っています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、消費機器に関わる対応だけでな
く、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制を整えて
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、⼀般
ガス導管事業者実施の合同復旧訓練へ参加し、保安管理
体制の確⽴を図っています。また、係員においては、消
費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等保安業務
全般に対応可能な教育・訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・契約締結後及び2年に1回以上、書⾯の⼿交による案内を
⾏うとともに、開栓時における給排気設備の確認、業務
機会等におけるガス機器やガス設備の点検・⼿⼊れに関
する案内を⾏います。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤換気警報器100％設置を維持するとともに、お客様
⾯対時には、業務⽤換気警報器の重要性を説明し、管理
いただくよう取り組んでいます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

伊奈都市ガス株式会社

伊奈都市ガス株式会社

⽒名⼜は名称：伊奈都市ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0389）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0008（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：埼⽟県北⾜⽴郡伊奈町⻄⼩針六丁⽬64番地
TEL：048-728-4161

ホームページ：http://ina-tg.co.jp/

118

https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/contact/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/disclaimer/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/sitemap/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html#top_search
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/gasretailers/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/study/index.html
http://ina-tg.co.jp/


①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書による案内とともに、
消費機器調査時に⽂書及び⼝頭で案内します。また、2年
に1回以上の周期で周知⽂書を⼿交し、消費機器の正しい
操作⽅法を案内します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書による案内とともに、
消費機器調査時に⽂書及び⼝頭で案内します。また、2年
に1回以上の周期で周知⽂書を⼿交し、ガス栓や接続具の
正しい接続⽅法をご案内します。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガス漏れ、⽕災、COの3センサータイプの警報器を採⽤
し、積極的な設置提案をしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・供給エリアにて実施する⾃社イベントや⾏政主催のイベ
ント等にて、保安啓発についてもPRしていきます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・エネルギー供給を通して地域社会の安⼼・安全を守り抜
き、快適な暮らしの実現と地域の健全な発展に努めてい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、お客様の保安⽔準の向上に努め
ています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社の社員対象に年２回の保安教育を実施するととも
に、⾮常事態を想定した社内訓練の実施および地域の防
災訓練等に積極的に参加しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・⻑時間使⽤により劣化が早いガス機器や油、ほこり等が
たまりやすい給排気設備は点検、清掃が⼤切であるた
め、2年に1回以上、全てのお客様に巡回またはＤＭにて
ガス機器や給排気設備のメンテナンスのポイントについ
て紹介します。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・⾷器洗浄器、ゆでめん器、フライヤー、パン釜のいずれ
かを使⽤している業務⽤のお客様に業務⽤換気警報器を
無償貸与で設置している。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

⼩⽥原ガス株式会社

⼩⽥原ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⼩⽥原ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0013）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0009（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：神奈川県⼩⽥原市扇町1丁⽬30−13

TEL：0465-34-6101

ホームページ：http://www.odawaragas.co.jp/

e-mail : soumu@odawaragas.co.jp
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・2年に1回以上全てのお客様に巡回またはＤＭによりガス
機器を安全に使⽤して頂くためのポイントをお知らせし
ます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続によるガス漏洩の事故が多いことから、2
年に1回以上全てのお客様に巡回またはＤＭにより接続具
の正しい接続⽅法についてお知らせします。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・全てのお客様に巡回またはＤＭによりガス漏えいによる
事故を未然に防⽌するためのガス警報器の設置の⼤切さ
を紹介します。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス展開催時にガスの安全使⽤についてＰＲしていま
す。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・該当なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、電気だけでなくガスもお届けする総合エネルギ
ー事業者として、ガス保安の確保も含めた「安全の確保
を最優先」に、お客さまサービスの向上に努めていま
す。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は、協⼒会社と連携して各地域毎に保安体制を整備
しており、法定の消費機器調査等に加え、⾃主的に様々
な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社の保安業務に従事する者（協⼒会社を含む）に対し
て、保安に係る教育や訓練を実施し、スキルの維持向上
に努めています。
また、ガス導管事業者との合同防災訓練も実施していま
す。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・全てのお客さまに対し、消費機器や給排気設備のメンテ
ナンス（点検や清掃）が⼤切であることをご理解頂くた
め、以下の取組を実施しています。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス機器の状況等に応じた、⼀酸化炭素濃度
の測定による使⽤上の危険性の確認

●給排気設備不備時の改善提案や注意喚起ステッカーの貼
付

関⻄電⼒株式会社

関⻄電⼒株式会社

⽒名⼜は名称：関⻄電⼒株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0001）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0010（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：⼤阪府⼤阪市北区中之島3丁⽬6番16号
TEL：06-6441-8821

ホームページ：http://www.kepco.co.jp/

122

https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/contact/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/disclaimer/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/sitemap/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html#top_search
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/gasretailers/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/study/index.html
http://www.kepco.co.jp/


・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤の全てのお客さまに対し、業務⽤換気警報器の設
置や取り替えをお勧めするため、以下の取組を実施して
います。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス機器の状況等に応じた、⼀酸化炭素濃度
の測定による使⽤上の危険性の確認

●警報器発報時における対応⽅法のご説明や注意喚起ステ
ッカー貼付

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・全てのお客さまに対し、ガス機器を安全に使⽤して頂く
ためのポイントをご理解頂くため、以下の取組を実施し
ています。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス機器の状況等に応じた、機器の正しい操
作⽅法等を⽰したステッカーの配布・貼付

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・全てのお客さまに対し、ガス栓や接続具の正しい接続⽅
法をご理解頂くため、以下の取組を実施しています。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス機器の状況等に応じた、劣化ゴム管の取
替やガス栓キャップの取付

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・業務⽤の全てのお客さまに対し、ガス警報器や警報シス
テムの設置をお勧めするため、以下の取組を実施してい
ます。

●１年または２年に１回程度、パンフレットやチラシ、ホ
ームページ等での周知

●ガスの使⽤開始時や４年に１回以上の定期調査時、対⾯
によるお客さまへのご説明

●お客さまのガス警報器の状況等に応じた、交換時期のお
知らせや取替のお勧め

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器取り扱いの注意点や保安の重要性をご理解頂く
ため、以下の取組を実施しています。
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●当社ガスを新たにお使いになるお客さまへのパンフレッ
トやステッカーの配布

●当社ホームページにガス機器使⽤時の注意点等をまとめ
た『安全ルール』の掲載

・説明資料は、お客さまがパソコンやスマートフォンで当
社ホームページよりいつでもご覧頂くことができます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・当社は、LNGの取扱い業務において保安確保や保安の向
上に資する顕著な功績が認められ、「⾼圧ガス関係優良
従事者表彰」を受賞しています。
評価を頂いた保安業務と同様、お客さまに都市ガスを安
全にご利⽤頂けるよう、保安の確保に取り組んでいま
す。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・保安を経営の最優先事項とし、全社員によるコンプライ
アンス遵守の徹底を図っています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、各社員が消費機器に関わる対応
だけでなく、漏えい調査等保安業務全般対応可能な体制
を整えています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づく保安教育の実施だけでなく、導管
事業者実施の防災訓練への参加、緊急出動訓練の実施等
保安管理体制の確⽴を図っています。また、社員につい
ては、消費機器に関わる保安だけでなく、漏えい調査等
保安業務全般に対応可能な教育・訓練を実施していま
す。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・業務⽤で使⽤されるガス機器及び給排気設備には、2年に
1回以上の周期でお客様へ周知⽂書の郵送を実施し、さら
に、開栓、消費機器調査時に⽂書および⼝頭でご案内
し、安全機器への取替を促進します。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤換気警報器100％設置を⽬指し、お客様に業務⽤換
気警報器の重要性を説明し、ご理解いただけるよう取り
組みます。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

⻤怒川ガス株式会社

⻤怒川ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⻤怒川ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0071）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0011（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：栃⽊県⽇光市⻤怒川温泉滝７
TEL：0288-77-1160

ホームページ：http://kinugawagas.co.jp
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、2年に1回以上の周期で周知⽂書を投函し、消費機器
の正しい操作⽅法をご案内します。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、業務機会を通じて問診を⾏い、ガス機器類のチェッ
クを⾏います。2年に1回以上の周期で周知⽂書を投函
し、ガス栓や接続具の正しい接続⽅法をご案内します。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・契約締結後書⾯にて安全周知⽂書によるご案内ととも
に、消費機器調査時に⽂書及び⼝頭でご案内します。ま
た、業務機会を通じてガス警報器の必要性を説明し、積
極的に取り付けをお勧めします。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ホームページや地域で実施するイベント等にて、保安啓
発についてもPRしていきます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

京葉ガスは、「保安レベル⽇本⼀」を⽬指し、安全・安⼼
なサービスの提供を追及しております。
中期経営計画や環境社会活動報告書に掲載している具体的
な取り組みを通じ、保安の向上や安全対策に努めておりま
す。

(2)保安管理体制の整備 京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただ
くため、ガス事業法に基づき定めている「保安業務規程」
の中で、必要な保安管理体制を整備しております。
お客さまの保安業務を担当する専⾨部署を設け、さまざま
な保安活動を実施しております。

(3)保安教育・訓練の実
施等

京葉ガスは、お客さまの保安業務の担当者に対して、１年
に１回以上計画的な教育・訓練を実施しております。
教育・訓練のための専⾨施設・部署を設け、社内資格制度
に基づく資格講習などを実施し、お客さまの保安業務に必
要な知識技能の維持向上に努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、ガス湯沸器の給排気設備に不具合を発⾒した場合
は、改善のお願いや対処⽅法をご案内しております。

また、換気の重要性やメンテナンスの必要性をご説明し、
その内容を記載したパンフレットと、専⽤の「換気注意ス
テッカー」をお渡しし、貼付をお願いしております。

②業務⽤換気警報器の 京葉ガスは、業務⽤厨房機器をご使⽤のお客さまには、４

京葉ガス株式会社

京葉ガス株式会社

⽒名⼜は名称：京葉⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0018）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0012（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：千葉県市川市市川南２丁⽬８番８号
TEL：047-361-0211

ホームページ：http://www.keiyogas.co.jp/
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設置促進の取組 年に1回の頻度で「業務⽤換気警報器」の設置をおすすめし
ております。

また、既に設置済みのお客さまには、設置位置や有効期
限、鳴動履歴などを確認しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、お客さまのご使⽤機器に応じた安全にご使⽤いた
だくための注意点をご説明し、その内容を記載したパンフ
レットをお渡ししております。

また、ガスもれなどの不具合を発⾒した場合は、その状況
に応じ、使⽤制限をお願いし、対処⽅法をご案内しており
ます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時や４年に1回の頻度で、お
客さま宅を訪問し、ガス機器の安全に関する調査やご説明
を実施しております。

この際、お客さまのご使⽤機器に応じたガス栓や接続具の
正しい取扱い⽅法や注意点をご説明し、その内容を記載し
たパンフレットをお渡ししております。

また、不具合を発⾒した場合は、その状況に応じ、使⽤制
限をお願いし、対処⽅法をご案内しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

京葉ガスは、ガスのご使⽤開始時に、「ガス警報器」の設
置をおすすめしております。

また、４年に1回の頻度で、お客さまのご使⽤機器に応じた
ガス警報器の設置状況の調査や、安全にご使⽤いただくた
めのご説明の中で、ガス警報器をご紹介しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

京葉ガスは、お客さまにガスを正しく安全にお使いいただ
くため、毎年9⽉〜11⽉に、お客さまのご使⽤機器に応じた
安全使⽤に関するパンフレット等の郵送をはじめ、新聞広
告の掲載や店頭へのＰＲポスターの設置、ツールの配布な
どを実施しております。
また、通年で、地域⾏政や消防機関等の防災イベントに参
加し、ガス機器とガス栓の接続⽅法やガス警報器の機能、
換気の必要性などをご案内しております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴(過去５年以
内に受賞したものに限
る)

・京葉ガスは、防災や事業継続への取り組みを評価する㈱
⽇本政策投資銀⾏の格付け融資制度「DBJ BCM格付」
において、全国の都市ガス事業者としては初めて、平成
27，28年に続き、平成30年に3回連続で、最⾼ランクの
評価を取得いたしました。

・京葉ガスは、防⽕安全性の維持向上の尽⼒に対して、柏
市防⽕安全協会から表彰状をいただいております。

・京葉ガスは、地域防災体制に協⼒しており、市川市消防
団体協⼒事業所として認定を受けております。

・京葉ガスは、県内ガス事業の保安レベル向上に寄与した
として、平成30年に関東東北産業保安監督部⻑よりガス
保安功労者表彰を受賞いたしました。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全・安⼼にお使いいただけるよう、⾼い保
安意識でお客さまサービスの提供に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安業務を管理する事業所ごとに保安管理組織、体制を
整備し、保安向上に取り組んでいます。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務従事者に対して毎年作成する年間計画に基づき
保安に係る教育及び訓練を実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・業務⽤厨房等でガス機器を安全に使⽤していただくため
には、⽇頃からガス機器及び給排気設備の清掃、点検が
特に重要であることから、法令で定められた消費機器調
査時（４年間に１回以上）にガス機器及び給排気設備の
メンテナンスの重要性等について説明するとともに、換
気ステッカーを厨房内の確認しやすい場所に貼付（また
はお渡しして貼付のお願い）し、注意喚起を⾏います。

また、全てのお客さまに対して、ガス機器や給排気設備
のメンテナンスの重要性等を説明したパンフレットを毎
年１回配布し、注意喚起を⾏います。

②業務⽤換気警報器の ・業務⽤ガス機器等をお持ちのお客さまに対してCO中毒事

四国ガス株式会社

四国ガス株式会社

⽒名⼜は名称：四国ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：J0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0013（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：愛媛県今治市南⼤⾨町2丁⽬2番地の4

TEL：0898-32-4500

ホームページ：http://www.shikoku-gas.co.jp/

e-mail : info@shikoku-gas.co.jp
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設置促進の取組 故の防⽌を図る観点から、法令に定められた消費機器調
査時（４年間に１回以上）に業務⽤換気警報器の設置、
取替を⾏います。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器を安全に使⽤していただくために、法令で定め
られた消費機器調査時（４年間に１回以上）にガス機器
を安全に使⽤する上で注意するべきポイントについて説
明します。

また、全てのお客さまに対して、ガス機器の安全な使⽤
⽅法等を説明したパンフレットを毎年１回配布し、注意
喚起を⾏います。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・接続具の誤接続による事故防⽌のため、法令で定められ
た消費機器調査時（４年間に１回以上）に接続具の正し
い接続⽅法について説明します。

また、全てのお客さまに対して、接続具の正しい接続⽅
法等を説明したパンフレットを毎年１回配布し、注意喚
起を⾏います。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガス漏えいによる事故防⽌のため、法令で定められた消
費機器調査時（４年間に１回以上）及びあらゆる業務機
会を通じてガス警報器設置のお勧めを実施します。なお
ガス警報器を設置しているお客さまについては、交換期
限が過ぎる前に交換時期のお知らせ及び取替のお勧めを
実施します。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・地⽅紙朝刊、⾃社ホームページ、ポスター掲⽰、チラシ
投函等により保安PR活動を実施します。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安
確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保
安功労者として、「中国四国産業保安監督部四国⽀部⻑
表彰」を受賞しました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、お客さまのライフスタイルやニーズにお応えし
ながら、ガスを安全・安⼼にお使いいただくことを基本
に、保安の確保に関するマネジメント体制を整え、お客
さまの保安向上に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安管理体制を整備し、保安業務監督者および
保安主任者の管理・監督のもと法定に基づく作業に加
え、開栓作業時および消費機器調査時に、⾃主的な保安
活動を実施し、お客さまの安全確保に努めています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務に従事する者に対して、⾃社研修セン
ター等を活⽤し、次の取り組みを実施しています。

●毎年保安および防災に関する教育・訓練の実施

●新⼊社員等の保安関連の教育の実施

●保安業務で必要となる資格の取得（消費機器調査員資
格、ガス消費機器設置⼯事監督者資格等）

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・弊社は、ガス機器を安全にご利⽤いただくためにすべて
のお客さまに、次の取り組みを実施しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、⾯対で保安PR冊⼦を利⽤して、機器のメン
テナンスや換気の必要性など安全使⽤のポイントを説明
しています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、機器のメンテナン
スや換気に関する注意喚起を⾏っています。

●ガス機器使⽤時の注意事項等は、弊社HPでもご覧いた
だけます。

静岡ガス株式会社

静岡ガス株式会社

⽒名⼜は名称：静岡ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0009）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0014（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：静岡県静岡市駿河区⼋幡1丁⽬5番38号
TEL：0570-020-161 (お客さまコンタクトセンター)

ホームページ：http://www.shizuokagas.co.jp/
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②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・弊社は、業務⽤厨房を所有しているお客さまに、次の取
り組みを実施しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時の訪問機会を利⽤して、⾯対でチラシを利⽤し
て、業務⽤換気警報器設置のお願いをしています。

●２年に１回チラシを配布し、業務⽤換気警報器設置のお
願いをしています。

●業務⽤換気警報器のリース制度を設けており、期限が到
来する前に新しい警報器への取替をご案内しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社は、安全にガス機器をご利⽤いただくためにすべて
のお客さまに、次の取り組みを実施しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、⾯対で保安PR冊⼦を利⽤して、操作⽅法や
安全使⽤のポイントを説明しています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、安全使⽤に関する
注意喚起を⾏っています。

●安全使⽤に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた
だけます。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社は、ガス栓や接続具の正しい操作⽅法をお伝えする
ためにすべてのお客さまに、次の取り組みを実施してい
ます。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、ガス栓や接続状態を確認し、⾯対で保安PR
冊⼦を利⽤して、適切な接続具の種類や正しい接続⽅法
のポイントを説明しています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、接続等に関する注
意喚起を⾏っています。

●安全使⽤に関する注意事項等は、弊社HPでもご覧いた
だけます。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・弊社は、安全にガス機器をご利⽤いただくためにすべて
のお客さまに、次の取り組みを実施しています。

●開栓作業時および4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器
調査時に、⾯対で保安PR冊⼦を利⽤して、「ガス・CO
警報器」の説明をし、設置のお願いをしています。

●2年に1回、保安PRチラシを配布し、「ガス・CO警報
器」の設置のお願いしをしています。

●ガス警報器のリース制度を設けており、期限が到来する
前に新しい警報器への取替をご案内しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、保安啓発活動として、次の取り組みを実施して
います。

●イベントにおける保安ＰＲ活動

●SNSによる保安関連情報の配信

●出張授業(⼩学校、中学校、⼦供会、⾏政等）

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の
確保や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、関東
東北産業保安監督部⻑より、ガス保安功労者表彰を受賞
しました。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）

134



⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・都市ガスを安全にご利⽤いただくため、保安の確保をベ
ースに、お客様サービスの向上等に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・保安管理体制を整備し、本社において各営業所を含めた
保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社の保安業務従事者に対し、毎⽉、保安に係わる教
育・訓練を実施し、スキル向上に努めている。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・定期保安点検実施時に、メンテナンスについて問診実
施。また、2年に1度の冊⼦配布（快適ガスライフの基礎
知識）、1年に1度ガスと暮らしの安⼼運動チラシ配布、
毎年7⽉の安全週間⾏事の中で、毎年1〜2件程度、業務⽤
需要家のガス機器点検と換気周知、接続具の点検を実施
している。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・年に1度の安全使⽤の冊⼦配布、年1回の換気注意のチラ
シ配布実施、また、業務⽤お客様すべてに、CO警報器
を、無償にて設置。同様に、安全週間の⾏事として、業
務⽤需要家を訪問し、換気による安全使⽤について周知
している。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

常磐共同ガス株式会社

常磐共同ガス株式会社

⽒名⼜は名称：常磐共同ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：C0019）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0015（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：福島県いわき市常磐湯本町⽇渡74番地の7

TEL：0246-43-3148

ホームページ：http://www.kyodougas.com/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・法定点検の他、2年に1度の冊⼦配布（快適ガスライフの
基礎知識）、1年に1度ガスと暮らしの安⼼運動チラシ配
布、毎年7⽉の安全週間⾏事の中で、毎年、業務⽤需要家
のガス機器点検と換気周知、接続具の点検を実施してい
る。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・法定点検の他、2年に1度の冊⼦配布（快適ガスライフの
基礎知識）、1年に1度ガスと暮らしの安⼼運動チラシ配
布、毎年7⽉の安全週間⾏事の中で、毎年、業務⽤需要家
のガス機器点検と換気周知、接続具の点検を実施してい
る。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・年間を通して、警報器設置推進キャンペーンを実施し、
⽉単位、年間で社員表彰している。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・定期保安点検実施時に安全使⽤について説明実施。2年に
1度の冊⼦配布（快適ガスライフの基礎知識）、1年に1度
ガスと暮らしの安⼼運動チラシ配布、毎年7⽉の安全週間
⾏事の中で、毎年、業務⽤需要家のガス機器点検と換気
周知、接続具の点検を実施している。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・平成29年度関東東北保安監督部⽀部⻑表彰を、当社社員
が受賞している（旧簡易ガス）。評価された保安の取り
組みと同様に、お客様に都市ガスを安全にお使いいただ
くため、保安の確保に取り組んでいます。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・お客さまの安全と安⼼を最優先し、安定的に都市ガスを
供給することを使命として、お客さまの保安⽔準の維持
向上に資するマネジメント体制を整備し、⽇々保安の確
保に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・お客さまに安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤いただ
くため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の
向上のための⾃主的な取組みを推進する保安管理体制を
整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的
な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努
めています。また、震災の教訓を糧とし、⼤規模地震な
どの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的
な訓練を定期的に実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・業務⽤でガス機器をご使⽤のお客さまが安全・安⼼・快
適にガス機器を使⽤いただくために、１年に１回以上の
頻度で安全使⽤周知チラシを配布するとともに、ガスの
使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス設
備点検の対⾯機会に消費機器及び給排気設備のメンテナ
ンスや換気の必要性について説明し、ＣＯ中毒事故防⽌
のための換気ステッカーをガス機器等に貼付して注意喚
起を⾏っております。

②業務⽤換気警報器の ・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤のお客さまが安

仙台市ガス局

仙台市ガス局

⽒名⼜は名称：仙台市ガス局（ガス⼩売事業者登録番号：C0004）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0016（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：宮城県仙台市宮城野区幸町五丁⽬13番1号
TEL：022-256-2111

ホームページ：http://www.gas.city.sendai.jp
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設置促進の取組 全・安⼼・快適にガス機器を使⽤いただくために、ガス
の使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス
設備点検の対⾯機会に業務⽤換気警報器の設置をお勧め
しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅
法等について、全てのお客さまに年１回以上の頻度で危
険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお配りすると
ともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で
⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全周知冊⼦をお配
りし、安全な使⽤⽅法について説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス栓やガス機器の正しい接続⽅法につい
てご理解いただけるよう、全てのお客さまに年１回以上
の頻度で危険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお
配りするとともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以
上の頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会においても
安全周知冊⼦をお配りし、正しいガスのご使⽤⽅法につ
いてご説明しています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤いただく
ために、１年に１回以上の頻度で危険発⽣防⽌を⽬的と
した安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使⽤
開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス設備点
検の対⾯機会にガス警報器の設置をお勧めし、普及促進
に努めています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまが安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤してい
ただけるよう、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全なガスの
使⽤法等についてご説明するとともに、年１回以上の頻
度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホー
ムページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、
安全なガスのご利⽤⽅法等を幅広くＰＲしています。さ
らに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さま
の安全使⽤に関する理解浸透に努めています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認めら
れ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北⽀部
⻑表彰」を受賞しています。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・お客さまの安全と安⼼を最優先し、安定的に都市ガスを
供給することを使命として、お客さまの保安⽔準の維持
向上に資するマネジメント体制を整備し、⽇々保安の確
保に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・お客さまに安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤いただ
くため、法定の消費機器調査に加えて、お客さま保安の
向上のための⾃主的な取組みを推進する保安管理体制を
整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・研修教育施設において、保安業務従事者に対する計画的
な教育及び訓練を実施し、保安業務のスキルアップに努
めています。また、震災の教訓を糧とし、⼤規模地震な
どの災害時にも迅速かつ的確な対応がとれるよう実践的
な訓練を定期的に実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・業務⽤でガス機器をご使⽤のお客さまが安全・安⼼・快
適にガス機器を使⽤いただくために、１年に１回以上の
頻度で安全使⽤周知チラシを配布するとともに、ガスの
使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス設
備点検の対⾯機会に消費機器及び給排気設備のメンテナ
ンスや換気の必要性について説明し、ＣＯ中毒事故防⽌
のための換気ステッカーをガス機器等に貼付して注意喚
起を⾏っております。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤のお客さまが安
全・安⼼・快適にガス機器を使⽤いただくために、ガス
の使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス
設備点検の対⾯機会に業務⽤換気警報器の設置をお勧め
しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅
法等について、全てのお客さまに年１回以上の頻度で危
険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお配りすると
ともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で
⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全周知冊⼦をお配
りし、安全な使⽤⽅法について説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤していた
だくために、ガス栓やガス機器の正しい接続⽅法につい

仙台市ガス局

⽒名⼜は名称：仙台市ガス局（ガス⼩売事業者登録番号：C0004）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0016（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：宮城県仙台市宮城野区幸町五丁⽬13番1号
TEL：022-256-2111

ホームページ：http://www.gas.city.sendai.jp
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てご理解いただけるよう、全てのお客さまに年１回以上
の頻度で危険発⽣防⽌を⽬的とした安全周知チラシをお
配りするとともに、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以
上の頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会においても
安全周知冊⼦をお配りし、正しいガスのご使⽤⽅法につ
いてご説明しています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・お客さまが安全・安⼼・快適にガス機器を使⽤いただく
ために、１年に１回以上の頻度で危険発⽣防⽌を⽬的と
した安全周知チラシをお配りするとともに、ガスの使⽤
開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期ガス設備点
検の対⾯機会にガス警報器の設置をお勧めし、普及促進
に努めています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまが安全・安⼼・快適に都市ガスをご利⽤してい
ただけるよう、ガスの使⽤開始時及び４年に１回以上の
頻度で⾏う定期ガス設備点検の対⾯機会に安全なガスの
使⽤法等についてご説明するとともに、年１回以上の頻
度で全てのお客さまにお配りする安全周知チラシ、ホー
ムページや機関紙への保安関連記事掲載などを通じて、
安全なガスのご利⽤⽅法等を幅広くＰＲしています。さ
らに、地域の防災訓練などへ積極的に参加し、お客さま
の安全使⽤に関する理解浸透に努めています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・保安業務従事者の永年に亘る保安に関する功績が認めら
れ、「ガス保安功労者関東東北産業保安監督部東北⽀部
⻑表彰」を受賞しています。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は総合エネルギー企業として、「いつの時代におい
ても、くらしに⽋かせないエネルギーをお届けする事業
者として、地球環境に配慮した、良質なエネルギーを安
全・安価で安定的にお届けするという「変わらぬ使命の
完遂」に努めてまいります。」のトップメッセージのも
とに、ガスをご利⽤していただくお客さまからの信頼と
期待に応えるため、「ガス保安」の⾃主的な取組みによ
り、お客さまの保安確保に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安業務を管理する事業所に保安統括者を配置
し、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消費機
器調査に加え、⾃主的な保安活動を実施する管理体制を
整備しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務従事者の教育および訓練を保安業務規
程に定め、知識・技術⼒の向上のため以下の取組みを実
施しています。

●保安業務に必要な知識や技能の習得向上の教育を実施

●災害時その他⾮常の場合に取るべき措置の訓練を実施

●消費機器事故等に対する措置の教育を実施

●⼤規模災害時対応における連携・協⼒に関する⾏動訓練
を⼀般ガス導管事業者と年１回実施し、体制および役割
等の確認を実施

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス機器のメンテナンスや換気の必要性の説明。

中部電⼒株式会社

中部電⼒株式会社

⽒名⼜は名称：中部電⼒株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0003）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0017（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：愛知県名古屋市東区東新町１番地
TEL：052-951-8211

ホームページ：http://www.chuden.co.jp/

141

https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/contact/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/disclaimer/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/sitemap/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html#top_search
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/gasretailers/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/study/index.html
http://www.chuden.co.jp/


●業務⽤厨房における換気注意ステッカーの貼付状況確認
および未貼付の場合は、ステッカーの貼付。
を実施しています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●業務⽤換気警報器の設置状況の確認および未取付時は業
務⽤換気警報器の必要性などを説明し取付の推奨。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス機器の安全な使⽤⽅法および注意事項の説明。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス栓とガス器具の正しい接続⽅法の確認および説明を
⾏い、誤接続時には改善のお願い。

●ガスソフトコードの劣化有無の確認および劣化時には取
替のお願い。

●ガス栓キャップ有無の確認および未取付時には取付のお
願い。

●ガス栓カバー有無の確認および未取付時には取付のお願
い。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、以下の取組を実施しています。

●ガス漏れ警報器の設置状況の確認および未取付時はガス
漏れ警報器の必要性などを説明し取付の推奨。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・開栓時および４年に１回の消費機器調査時はお客さまに
直接お会いし、ガス機器の安全な使⽤⽅法および注意事
項の説明を実施。

・サポート体制を確保しており、各種お問い合わせに対応
するなどいろいろな保安活動に取り組んでいます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・該当なし。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、電気事業と共にエネルギー供給事業者としての
責任を果たすべく、ガス事業の保安体制を構築し、保安
活動について取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、法定の消
費機器調査やガスの安全使⽤についての周知に加え、⾃
主的に様々な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務規程に基づき毎年保安に係る教育及び
訓練を実施し、また、保安業務に必要な資格を積極的に
取得させています。さらに、毎年⾃社での防災訓練の実
施、ならびに導管事業者の防災訓練への参加により、保
安業務従事者の保安スキルの維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、業務⽤でガス機器をご使⽤いただいているお
客さまに、ガス機器のメンテナンスや換気の必要性につ
いて説明しています。

・定期周知の際に、業務⽤のお客さまを対象として、消費
機器および給排気設備のメンテナンスについて説明した
書⾯を配布し、注意喚起を⾏っています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、業務⽤でガス機器をご使⽤いただいているお
客さまに、⼀酸化炭素中毒防⽌に有効な「業務⽤換気警

東京電⼒エナジーパートナー株式会社

東京電⼒エナジーパートナー株式会社

⽒名⼜は名称：東京電⼒エナジーパートナー株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0018（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：東京都港区海岸1丁⽬11番1号ニューピア⽵芝ノースタワー
TEL：03-6373-1111

ホームページ：http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html

143

https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/contact/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/disclaimer/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/sitemap/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html#top_search
https://www.khk.or.jp/gasho/business/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/gasretailers/index.html
https://www.khk.or.jp/gasho/business/study/index.html
http://www.tepco.co.jp/ep/index-j.html


報器」の設置及び継続的な取替えをお勧めし、普及拡⼤
を図っています。

・警報器が設置されている場合は、確認できる範囲で有効
期限の調査を⾏い、有効期限切れの場合は、取替をお勧
めしております。

・定期周知の際に、業務⽤のお客さまを対象として、業務
⽤換気警報器の必要性や機能を説明した書⾯を配布し、
注意喚起を⾏っています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、以下のご案内をしています。

●換気を忘れずに

●給気⼝は絶対ふさがない

●使⽤後はガス機器の器具栓を必ず閉める

●機器のメンテナンスを忘れずに

・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、消費機
器の正しい操作⽅法、安全な使⽤⽅法を説明した書⾯を
配布し、注意喚起を⾏っています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、以下のご案内をしています。

●形状にあった適切な接続具を使⽤すること

●未使⽤ガス栓の取扱についての注意喚起やガス栓カバー
を取り付けること

・定期周知の際に、全てのお客さまを対象として、ガス栓
や接続具の正しい接続⽅法の説明をした書⾯を配布し、
注意喚起を⾏っています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・弊社は、ガスの使⽤開始時及び4年に1回の定期調査で対
⾯した際、以下のご案内をしています。

●万⼀屋内でガス漏れが起きた場合、漏れたガスをすばや
く検知して知らせるガス警報器や警報設備の設置をおす
すめ

・定期周知の際に、業務⽤のお客さまを対象として、「ガ
ス警報器・警報設備のおすすめ」を記載した書⾯を配布
し、ガス警報器の設置促進をしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始時及び４年に１回の定期調査で対⾯した
際に、お客様へガス機器の安全な使⽤⽅法を説明してい
ます。また、弊社ホームページに「安⼼ワークガイド」
を掲載することにより、保安の重要性についてＰＲして
います。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・実績無し
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は「地域で⼀番信頼される企業」を⽬指し、保安の
確保をベースとし、お客さまの全ての困り事に応え質の
⾼いサービスの提供に努めております。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は各地域（事業拠点）ごとに保安統括者及び保安業
務監督者を配置し、法定の消費機器調査に加え⾃主的に
様々な保安活動を実施しています。

・24時間365⽇のガス機器修理受付及び⼀次対応を実施す
る体制を整え、お客さまのお困り事に対応しておりま
す。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務規程を定め、年間計画にもとづいて
保安業務従事者に対し、毎⽉１回程度の保安に係る教育
及び訓練の実施に加え、地域の防災訓練に積極的に参加
する等、スキルの維持向上に努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・弊社では、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全
な使⽤⽅法、給排気設備のメンテナンスのポイントにつ
いて、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラシを配布
するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上
の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて説明し、
注意喚起のためのステッカーを燃焼器等に貼付しており
ます。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・弊社では、業務⽤厨房を保有する全てのお客さまを対象
に、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラシを配布す
るとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の

東部⽡斯株式会社

東部⽡斯株式会社

⽒名⼜は名称：東部⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0026）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0019（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：東京都中央区⽇本橋箱崎町7番１号
TEL：03-3662-4611

ホームページ：http://www.tobugas.co.jp
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頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて、ＣＯ中毒
事故を未然に防⽌するため業務⽤換気警報器の設置のお
願いをしております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・弊社では、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全
な使⽤⽅法について、1年に1回の頻度で全てのお客さま
へチラシを配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び
４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の対⾯機会を
通じて説明しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社では、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続⽅法
について、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラシを
配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回
以上の頻度で⾏う定期保安点検時に、接続状況の確認及
び正しい接続に関して説明しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・弊社では、1年に1回の頻度で全てのお客さまへチラシを
配布するとともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回
以上の頻度で⾏う定期保安点検時に、ガス警報器の設
置・取替をおすすめしております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器の安全な使⽤⽅法については、ガスの使⽤開始
時や4年に1回以上の定期保安点検時にお客さまへ説明す
るとともに、毎年配布する書⾯や弊社ホームページへの
掲載により保安の重要性をPRしております。

・お客さま向け展⽰会では保安コーナーを設けPRしてお
り、地域の防災訓練等に参加して保安の重要性をＰＲし
ております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガス保安の確保、
保安教育の推進、保安の向上に資する顕著な功績が認め
られ、ガス保安功労者として関東東北産業保安監督部⻑
表彰を受賞いたしました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・創業５０年以上にわたり、都市ガスを安全にお使いいた
だくため、保安の確保をベースに、お客様サービスの向
上に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・お客様の安⼼・安全を確保するため、保安管理体制を整
備し消費機器に関わる対応だけでなく、２４時間３６５
⽇の受け付け体制をはじめ、夜７時までの修理対応等、
お客様が安⼼して、安全にガスをお使いいただける体制
を整えています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務の従事者だけでなく、全社員に対しガスの保安
に関わる教育及び、訓練を実施し、技能の維持向上に努
めています。
また、全社員対象に緊急時の初動対応、無線連絡訓練
も、定期的に実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、業務
⽤のお客様に対し、１年に１回以上の頻度で、安全ＰＲ
チラシを配布し、⾯対機会をとらえ、消費機器および給
排気設備のメンテナンスの重要性をご説明しています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、業務⽤換気警報器の設置促進のご説明を実
施しています。

栃⽊ガス株式会社

栃⽊ガス株式会社

⽒名⼜は名称：栃⽊ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0066）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0020（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：栃⽊県栃⽊市城内町2丁⽬2番23号
TEL：0282-22-2939

ホームページ：http://www.tochigi-gas.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、消費機器の正しい操作⽅法等の安全な使⽤
⽅法のご説明を実施しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、換気励⾏等の安全使⽤のご説明を実施して
います。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、１年
に１回以上の頻度で、安全ＰＲチラシを配布し、⾯対機
会をとらえ、ガス警報器等の設置促進のご説明を実施し
ています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始及び、４年に１回以上の頻度で実施する
定期保安点検時に配布する保安ＰＲチラシの他に、ホー
ムページや、⾏政イベント、⾃社イベント等において、
保安の重要性、安全型機器のＰＲ活動を実施していま
す。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・なし

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・お客様に都市ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保
をベースに、当社ホームページにおいて保安体制や⾃主
的な保安活動への取り組み等について記載し、公開して
おります。
また、４年に１回の検査については、全てのお客様に受
けていただくよう、ご不在でお会いできないお客様の件
数を極⼒減らすことを⽬標としております。

(2)保安管理体制の整備 ・３６５⽇・２４時間の保安管理体制を整備し、法定の消
費機器調査に加えて⾃主的な保安活動を実施しておりま
す。
また、道路に埋設されているガス管の路線パトロールを
毎⽇実施しており、事前に連絡の無かった⼯事による事
故防⽌に努めております。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・⾃社の社員全員に対して、年間計画に基づいた教育・訓
練を実施することで、保安スキルの維持向上に努めてお
ります。

・年１回以上実施している緊急動員訓練には、他の⼩売事
業者にも訓練への参加をしていただき、有事の際にスム
ーズな復旧活動ができるよう訓練をしております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・２年に１回以上の頻度で周知冊⼦を全てのお客様に郵送
にて配布し、消費機器及び給排気設備の点検・清掃につ
いてお知らせしております。

②業務⽤換気警報器の ・ガスの使⽤開始時に業務⽤換気警報器を無償で設置させ

野⽥ガス株式会社

野⽥ガス株式会社

⽒名⼜は名称：野⽥ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0051）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0021（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：千葉県野⽥市宮崎３６番地
TEL：04-7125-0101

ホームページ：http://www.nodagas.co.jp/
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設置促進の取組 ていただくと共に、２年に１回以上の頻度で周知冊⼦を
全てのお客様に郵送にて配布しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・２年に１回以上の頻度で周知冊⼦を全てのお客様に郵送
にて配布してお知らせしております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・消費機器調査時に、接続具がガス栓と適切な⽅法で接続
されているかを確認すると共に、２年に１回以上の頻度
で周知冊⼦を全てのお客様に郵送にて配布してお知らせ
しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・消費器調査時に、より安全にガスをご使⽤いただく為の
ガス警報器の設置を提案しております。
 また、２年に１回以上の頻度で周知冊⼦を全てのお客
様に郵送にて配布しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス展等のイベントを通じて会場内で保安の重要性をPR
すると共に、ガス使⽤時の注意喚起や安全機器の紹介を
ホームページでも⾏っております。
また、SIセンサーコンロの温調機能を活⽤した料理教室
も開催し、体感していただいております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・無し

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、「公益事業の使命である保安の確保と安定供給
を図り、お客さまの信頼と期待に応える」を経営理念に
掲げ、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、お客さまの安⼼・安全を確保するマネジメント体制
を構築しています。
詳しくは、下記のURLへ
https://www.hatano-gas.co.jp/company/safety-
prevention/mieruka.html

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安業務監督者の管理・監督のもと、保安管理
体制を整えています。震度5弱以上の地震が発⽣した場合
には、全社員が休⽇夜間を問わず出社し、必要な対応を
とります。
ガス設備定期保安点検（法定消費機器調査）に加え、
様々な業務機会を通じて⾃主的な保安活動を実施してい
ます。
詳しくは、下記のURLへ
https://www.hatano-
gas.co.jp/home/support/inspection.html

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務従事者に対して年4回の保安に係る教育及び訓練
の実施や、地域の防災訓練に参加する等、知識・技能の
維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・業務⽤機器は、ガス機器の⻑時間使⽤により劣化が早
く、給排気設備に油・ほこり等がたまりやすいため、CO
中毒事故防⽌には、点検、清掃が⼤切であることを業務

秦野ガス株式会社

秦野ガス株式会社

⽒名⼜は名称：秦野ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0033）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0022（登録年⽉：2017年12⽉）
住所：神奈川県秦野市室町2番11号
TEL：0463-81-1616

ホームページ：https://www.hatano-gas.co.jp

e-mail : k-satou@hatano-gas.co.jp
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⽤のお客さまに対して4年に1回訪問し、ガス機器や給排
気設備のメンテナンスのポイントについて説明していま
す。また、CO中毒事故防⽌の喚起ステッカーを燃焼器等
に貼付し、注意喚起を⾏っています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・CO中毒事故防⽌のためには、ガス機器を使⽤する際の換
気が⼤切なため、4年に1回以上、全てのお客さまを訪問
し周知しています。対象業務⽤ガス機器が設置されてい
るお客さまには、CO中毒事故を未然に防⽌するための業
務⽤換気警報器の設置を促進しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時及び4年に1回以上、全てのお客さまを
訪問し、冊⼦（安⼼ワークガイド）を配布するとともに
ガス機器を安全に使⽤して頂くためのポイントを説明し
ています。
1年に1回以上、全てのお客さまを対象に所有機器に応じ
た安全な使⽤⽅法を説明した書⾯を配布しています。
ガス機器の誤った使⽤⽅法により、マイコンメーターが
作動することを説明するとともに、復帰⽅法を周知して
います。
詳しくは、下記のURLへ
https://www.hatano-
gas.co.jp/home/support/meter.html

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス機器販売時及び4年に1回以上全てのお客さまを訪問
し、接続具の誤接続がないかを確認し、正しい接続⽅法
について説明しています。
1年に1回以上、全てのお客さまを対象に適切な接続具の
種類や正しい接続⽅法を説明した書⾯を配布していま
す。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時及び4年に1回以上、全ての業務⽤のお
客さまを訪問し、ガスを安全にご使⽤いただくためガス
警報器の設置の必要性を説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガスの使⽤開始時や4年に1回以上のガス設備定期保安点
検（法定消費機器調査）時にお客さまへガス機器の安全
な使⽤⽅法について説明しています。また、毎年配布す
る書⾯や弊社ホームページにより保安の重要性をＰＲし
ています。
お客さま向けの展⽰会やフェア等の開催時には、保安Ｐ
Ｒコーナーを設け啓発活動をしています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・団体として、平成27年度経年内管改善表彰制度（⽇本ガ
ス協会）において、弊社の保安について特別業績賞を受
賞しています。また、平成28年度ガス保安功労者表彰
（関東東北監督部⻑）を経年灯外内管の削減を図られた
ことで受賞しています。
個⼈として、平成27年度ガス保安功労者経済産業⼤⾂表
彰を受賞しています。
評価された保安への取り組みと同様に、お客さまに都市
ガスを安全にご利⽤頂くため、保安の確保に取り組んで
います。
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ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、「地域社会から信頼される会社をめざす」とい
う経営理念に基づき、エネルギーの安定供給と保安の確
保を柱とした事業活動を展開しています。お客さまにエ
ネルギーを安定的かつ安⼼して安全にお使いいただくた
め、⼈材育成の充実、現場⼒の強化等、お客さまの保安
に関するマネジメント体制を整備し、⾃主保安活動を推
進しています。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社では、製造・供給・消費機器部⾨を中⼼とした全社
横断的な保安に関する検討を⾏う機関として、役員で構
成されている保安推進委員会を設置しています。また、
各地域に保安管理体制を整備し、さまざまな⾃主保安活
動を実施し、お客さま先での事故を防⽌しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務規程に基づき、保安業務従事者を対象に教育訓
練を実施し、保安技能の維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
業務⽤のお客さまに対して、周知冊⼦を⽤いて、ガス機
器や給排気設備の定期的な点検をお勧めしています。ま
た、CO中毒事故防⽌のための換気ステッカーを貼付し、
注意喚起を⾏っています。

・全ての業務⽤のお客さまに対して、ガス機器や給排気設
備の定期的な点検の必要性を記載した安全周知チラシを1
年に1回配布するとともに、その内容を当社ホームページ
にも掲載しています。

広島ガス株式会社

広島ガス株式会社

⽒名⼜は名称：広島ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：H0001）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0023（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：広島県広島市南区皆実町2丁⽬7-1

TEL：082-251-2151

ホームページ：http://www.hiroshima-gas.co.jp/
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②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤されているお客さ
まを対象として、４年に１回以上の消費機器調査時に、
「業務⽤換気警報器」の設置・取り替えを⾏い、設置を
促進しています。また、「業務⽤換気警報器」の有効性
を当社ホームページにも掲載しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
周知冊⼦を⽤いて、ガス機器を使⽤する際の注意事項を
お守りいただくようお願いをしています。また、不完全
燃焼防⽌装置の付いていない⼩型湯沸器等のガス機器を
お持ちのお客さまに対して、安全使⽤のためのステッカ
ーをガス機器等に貼付し、注意喚起を⾏っています。

・全てのお客さまに対して、安全にガス機器をお使いいた
だくための安全周知チラシを1年に1回配布するととも
に、その内容を当社ホームページにも掲載しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時に、
周知冊⼦を⽤いて、正しい接続⽅法でガス機器をご使⽤
していただくようお願いをしています。また、使⽤され
ていないガス栓には、ガス栓キャップの取り付けを⾏な
い、誤開放によるガス漏れを防⽌しています。

・全てのお客さまに対して、正しい接続⽅法でガス機器を
お使いいただくための安全周知チラシを1年に1回配布す
るとともに、その内容を当社ホームページにも掲載して
います。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時をは
じめ様々な対⾯機会に、「ガス警報器」の設置をお勧め
しています。

・「ガス警報器」を設置されているお客さまには、有効期
限満了前にダイレクトメールでお知らせし、取り替えを
ご案内しています。 また、「ガス警報器」の有効性を当
社ホームページにも掲載しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・ガス機器を安全にご使⽤いただくため、お客さま向けの
展⽰会の開催や、⾃治体が主催するイベント等へ出展、
および当社ホームページ、新聞広告を通じて、保安PR活
動に取り組んでいます。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として「中国四国産業保安監督部⻑表彰」を受賞し
ました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、⼤正１５年に創⽴し、９０年以上にわたり、地
域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さま
にいつでも安全に安⼼して都市ガスをご利⽤いただける
よう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及
び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に
備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガス機器や給排気設備の⽇常のメンテナンスの重要性に
ついて、１年に１回の頻度で保安PRチラシを配布すると
ともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度
で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて、説明していま
す。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤いただいているお
客さまに以下の取り組みを実施しています。

●業務⽤換気警報器の設置（約800件）

●⼀酸化炭素中毒の危険性と業務⽤換気警報器の有効性に
関するご説明

武州ガス株式会社

武州ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武州ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0020）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0024（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：埼⽟県川越市⽥町32番地12

TEL：049-241-9000

ホームページ：http://www.bushugas.co.jp/index.html
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●有効期限の管理と期限満了前の更新設置

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅法について、
１年に１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、
ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定
期保安点検の対⾯機会を通じて、説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス栓や接続具の正しい接続⽅法について、１年に１回
の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使
⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検
の対⾯機会を通じて、説明しています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、１年
に１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガス
のご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保
安点検の対⾯機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性
を説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、当社
ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に
関してお客さまへ幅広くPRを⾏っております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・株式会社⽇本政策投資銀⾏による「DBJ BCM格付」調
査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れ
ている」という最⾼ランクの格付を取得しました。

・多年にわたり地域安全思想の普及⾼揚や少年の⾮⾏防⽌
など地域安全活動の推進に尽⼒し安⼼なまちづくりに貢
献したことに対して、埼⽟県防犯協会連合会・埼⽟県警
本部⻑の連名で表彰状を頂きました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、⼤正１５年に創⽴し、９０年以上にわたり、地
域の皆さまに都市ガスをお届けしております。お客さま
にいつでも安全に安⼼して都市ガスをご利⽤いただける
よう、保安の向上に積極的に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は保安管理体制を整備し、法定の消費機器調査に加
え、⾃主的に様々な保安活動を実施する体制を整備して
います。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務を従事する者に対して、保安教育及
び訓練を実施しています。また、地震などの緊急事態に
備えて緊急出動訓練を毎年実施しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガス機器や給排気設備の⽇常のメンテナンスの重要性に
ついて、１年に１回の頻度で保安PRチラシを配布すると
ともに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度
で⾏う定期保安点検の対⾯機会を通じて、説明していま
す。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤いただいているお
客さまに以下の取り組みを実施しています。

●業務⽤換気警報器の設置（約800件）

●⼀酸化炭素中毒の危険性と業務⽤換気警報器の有効性に
関するご説明

●有効期限の管理と期限満了前の更新設置

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガス機器の正しい操作⽅法や安全な使⽤⽅法について、
１年に１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、
ガスのご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定
期保安点検の対⾯機会を通じて、説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガス栓や接続具の正しい接続⽅法について、１年に１回
の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガスのご使
⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検
の対⾯機会を通じて、説明しています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、１年
に１回の頻度で保安PRチラシを配布するとともに、ガス

武州ガス株式会社

⽒名⼜は名称：武州ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0020）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0024（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：埼⽟県川越市⽥町32番地12

TEL：049-241-9000

ホームページ：http://www.bushugas.co.jp/index.html
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のご使⽤開始時及び４年に１回以上の頻度で⾏う定期保
安点検の対⾯機会を通じて、ガス警報器の設置の必要性
を説明しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、当社
ホームページや新聞広告などを通じて、保安の重要性に
関してお客さまへ幅広くPRを⾏っております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・株式会社⽇本政策投資銀⾏による「DBJ BCM格付」調
査の結果、「防災及び事業継続への取り組みが特に優れ
ている」という最⾼ランクの格付を取得しました。

・多年にわたり地域安全思想の普及⾼揚や少年の⾮⾏防⽌
など地域安全活動の推進に尽⼒し安⼼なまちづくりに貢
献したことに対して、埼⽟県防犯協会連合会・埼⽟県警
本部⻑の連名で表彰状を頂きました。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、お客さまに安⼼してガスをご利⽤いただけるた
めに、保安の確保に努め⼈材育成を図るとともに、お客
さまのサービス向上等に努めています。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、各事業所拠点に保安管理体制を整備し、お客さ
ま保安の向上に向け、法定の消費機器調査に加え、⾃主
的な保安活動を実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社の保安業務従事者に対して、毎年、保安に係る教育
及び訓練を実施し、地域の防災訓練に参加する等、保安
スキルの維持・向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、ガス機器を安全に使⽤して頂くために給
排気設備のメンテナンスの重要性について、周知冊⼦を
使って全てのお客さまに説明しています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、周知冊⼦を使って全てのお客さまに⼀酸
化炭素中毒の危険性を周知し、業務⽤換気警報器の設置
をおすすめしています。
また、有効期限を管理し、更新時期が近づいたお客さま
に対してはＤＭを送付した後、更新の巡回を⾏っていま
す。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

北陸ガス株式会社

北陸ガス株式会社

⽒名⼜は名称：北陸ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0008）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0025（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：新潟県新潟市中央区東⼤通1丁⽬2番23号
TEL：025-245-2211

ホームページ：https://www.hokurikugas.co.jp/
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①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、ガス機器を安全に使⽤して頂くために周
知冊⼦を使って全てのお客さまに説明しています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、全てのお客さまのガス機器の接続を確認
するとともに間違った接続をした場合の危険性、正しい
接続⽅法について、周知冊⼦を使ってお客さまに説明し
ています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時と４年に１回以上の頻度で⾏う消費機
器調査の際に、ガス警報器の設置について、未設置のお
客さまへ設置のお勧めをしています。

・期満満了前にはDMでご連絡することで、新しい警報器へ
の取替えをご案内しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご使⽤いただくた
め、ホームページ、各種展⽰会などで幅広く保安のPR活
動をしています。また、各⾃治体が開催する防災訓練等
に協⼒し参加することで、ガス機器の安全な使い⽅をPR
し、ガス・CO警報器などを紹介しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、ガスの保安関係業務に従事し、ガスの保安
確保や保安向上に資する功績が認められ、ガス保安功労
者として関東東北産業保安監督部⻑表彰を受賞しまし
た。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給に対する保安はこちら

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安⼼」
を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管
理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理の
もと、法定の消費機器（ガス機器）調査に加え、⾃主的
な保安活動を⾏っています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施
し、保安スキルの維持向上に努めています。
また、ガスのプロフェッショナル育成を⽬指す「技術研
修センター」を整備しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をお使いのお客さまを対象

北海道ガス株式会社

北海道ガス株式会社

⽒名⼜は名称：北海道ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：B0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0026（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：北海道札幌市東区北7条東2丁⽬1番1号
TEL：0570-008800（ナビダイヤル）
     011-792-8110（ナビダイヤルをご利⽤になれない場合）
ホームページ：http://www.hokkaido-gas.co.jp/
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に「業務⽤換気警報器」の設置を促進しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・積雪寒冷地という地域特性に配慮し、ガスの使⽤開始時
および４年に１回以上の頻度で⾏う消費機器（ガス機
器）調査の際に「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布し、ガ
スを正しく安全にお使いいただくための⽅法を説明して
います。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に設置をお勧めしていま
す。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、ガス警報器の設置をお勧めしています。

・お客さま先の警報器の交換期限を管理し、適切な時期に
交換の案内を⾏っています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安⼼・快適にご利⽤いただくた
め、ホームページを利⽤して、ＰＲを⾏っています。

また、地域社会の⼀員として、地域のまつりやイベント
に積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活
動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会で
ガスの安全についても啓発しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として北海道産業保安監督部⻑表彰を受賞いたしま
した。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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ＬＰガス（旧簡易ガス）による供給

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・積雪寒冷地という地域の特性を踏まえた「安全・安⼼」
を提供できるよう、お客さま保安の向上に取り組んでい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・各地域に保安統括者、保安業務監督者を配置し、保安管
理体制を整備しています。その統括者、監督者の管理の
もと、法定の消費機器（ガス機器）調査に加え、⾃主的
な保安活動を⾏っています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務に従事するものに対し、毎年教育・訓練を実施
し、保安スキルの維持向上に努めています。
また、ガスのプロフェッショナル育成を⽬指す「技術研
修センター」を整備しています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引
き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をお使いのお客さまを対象
に「業務⽤換気警報器」の設置を促進しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・積雪寒冷地という地域特性に配慮し、ガスの使⽤開始時
および４年に１回以上の頻度で⾏う消費機器（ガス機
器）調査の際に「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布し、ガ
スを正しく安全にお使いいただくための⽅法を説明して
います。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に、「ガス安全使⽤の⼿引

北海道ガス株式会社

⽒名⼜は名称：北海道ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：B0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0026（登録年⽉：2018年3⽉）
住所：北海道札幌市東区北7条東2丁⽬1番1号
TEL：0570-008800（ナビダイヤル）
     011-792-8110（ナビダイヤルをご利⽤になれない場合）
ホームページ：http://www.hokkaido-gas.co.jp/
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確認に関する取組 き」を配布し、ガスを正しく安全にお使いいただくため
の⽅法を説明しています。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、安全周知を⾏っております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時および４年に１回以上の頻度で⾏う消
費機器（ガス機器）調査の際に設置をお勧めしていま
す。

また、これらのお客さま接点機会に加え、２年に１回以
上、全てのお客さまに「ガス安全使⽤の⼿引き」を配布
し、ガス警報器の設置をお勧めしています。

・お客さま先の警報器の交換期限を管理し、適切な時期に
交換の案内を⾏っています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安⼼・快適にご利⽤いただくた
め、ホームページを利⽤して、ＰＲを⾏っています。

また、地域社会の⼀員として、地域のまつりやイベント
に積極的に参加し地域をサポート。さらに、環境保全活
動、次世代教育の推進に取り組みながら、様々な機会で
ガスの安全についても啓発しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として北海道産業保安監督部⻑表彰を受賞いたしま
した。

閉じる

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

当社は、地域社会のインフラを担うエネルギー事業者とし
て、お客さまに安全に安⼼して都市ガスをご利⽤いただけ
るよう安定供給と保安の確保を基軸として、様々なお客さ
まサービスの向上に努めております。

(2)保安管理体制の整備 当社は、保安管理体制を整備し、法定調査に加え、業務機
会等を通じて⾃主的な保安活動に取り組んでおります。

(3)保安教育・訓練の実
施等

当社は、毎⽉テーマ別の保安教育・訓練を実施し、保安業
務に携わる担当者だけでなく、新⼊社員・⼥性社員の保安
知識レベル向上にも努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策
（消費機器等の不具合に起因するＣＯ中毒事故を未然に防⽌するための⾃主保安活動の項⽬）

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

ガス消費機器使⽤時の給排気不良事故事例にもとづき、特
に安全対策強化が必要な業務⽤のお客さまについては、１
年に１回の頻度で個別訪問巡回や安全使⽤に関する冊⼦の
配布を実施し、ガス消費機器および給排気設備のメンテナ
ンスの必要性についての周知をしています。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時には冊⼦を配布してガス機器や給排気設備のメ
ンテナンスの重要性について全てのお客さまに周知してい
ます。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

ガスの使⽤開始時に、業務⽤厨房を所有するお客さまに対
し、換気警報器の設置を促進しています。
また、⾃社基準にもとづき、特に安全対策強化が必要な業
務⽤のお客さまについては、１年に１回の頻度で⾏う個別

厚⽊ガス株式会社

厚⽊ガス株式会社

⽒名⼜は名称：厚⽊⽡斯株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0040）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0027（登録年⽉：2018年11⽉）
住所：神奈川県厚⽊市旭町4丁⽬15番33号
TEL：046-228-3211

ホームページ：http://www.atsugigas.co.jp/
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訪問巡回の機会に業務⽤換気警報器の設置を強化していま
す。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策
（消費機器等の不具合に起因するガス漏えいによる爆発⼜は⽕災事故を未然に防⽌するための⾃主保安活動の項⽬）

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

⾃社基準にもとづき、特に安全対策強化が必要な業務⽤の
お客さまについては、１年に１回の頻度で⾏う個別訪問巡
回や安全使⽤に関する冊⼦の配布を実施し、ガス消費機器
の正しい操作⽅法と安全な使⽤⽅法について周知していま
す。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時には、冊⼦を配布してガス消費機器の正しい操
作⽅法と安全な使⽤⽅法について全てのお客さまに周知し
ています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

⾃社基準にもとづき、特に安全対策強化が必要な業務⽤の
お客さまについては、１年に１回の頻度で⾏う個別訪問巡
回時に接続確認を⾏い、ガス栓や接続具の正しい接続⽅法
について周知しています。
また、ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費
機器調査時には、冊⼦を配布して全てのお客さまに周知し
ています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

ガスの使⽤開始時と4年に1回以上の頻度で⾏う消費機器調
査時に、全てのお客さまに対し、ガス漏れ警報器設置のお
勧めをしています。
また、設置済みのお客さまには期限満了前に、新しい警報
器へのお取替えのご案内を郵送し、継続設置を勧めていま
す。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

ガス展開催時には、保安コーナーを設けて、ご来場のお客
さまに対して保安啓発活動を⾏っております。
また、１年に１回安全に関する周知チラシを全てのお客さ
まに配布しています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

平成28年度経年内管改善表彰制度（⽇本ガス協会）におい
て、当社の⻑年の経年内管改善の保安の取り組みを評価さ
れ、優秀業績賞 削減率部⾨ Aグループ1位表彰を受賞いた
しました。評価された保安への取り組みと同様にお客さま
に都市ガスを安全にご利⽤いただくため保安の確保に取組
んでいます。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・弊社は、お客さまが都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、お客さまの安全に資するマネジメント体制を整備
し、お客さま保安の向上に取り組んでいます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は、保安管理体制を整備し、お客さまの安全・安⼼
のため、保安の向上に向けた取り組みを推進していま
す。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社は、保安業務の従事者への保安教育及び訓練を⾏う
とともに、計画的なメーカー研修を⾏うことで、保安ス
キルの維持向上に努めております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・弊社は、業務⽤でガス機器をご使⽤いただいているお客
さまに対して、ガス機器のメンテナンスや換気の必要性
について、４年に１回以上の頻度で⾏う定期保安点検の
対⾯機会を通じて説明しております。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・弊社は、業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤いただい
ているお客さまを対象に「業務⽤換気警報器」の設置を
促進しております。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅

・弊社は、お客さまへガス機器の正しい操作⽅法や安全な

九州電⼒株式会社

九州電⼒株式会社

⽒名⼜は名称：九州電⼒株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0004）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0028（登録年⽉：2018年11⽉）
住所：福岡県福岡市中央区渡辺通⼆丁⽬１番８２号
TEL：092-761-3031

ホームページ：https://www.kyuden.co.jp/
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法の周知に関する取組 使⽤⽅法について、４年に１回以上の頻度で⾏う定期保
安点検の対⾯機会を通じて説明しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・弊社は、お客さまへガス栓や接続具の正しい接続⽅法や
確認⽅法について、４年に１回以上の頻度で⾏う定期保
安点検の対⾯機会を通じて説明しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、１年に１回の頻度で保安ＰＲチラシを配布するとと
もに、ガスのご使⽤開始時及び４年に１回の頻度で⾏う
定期保安点検の対⾯機会を通じて、ガス警報器の設置の
必要性を説明しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・弊社は、お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくた
め、弊社ホームページを通じて、保安の重要性に関して
お客さまへ幅広くＰＲしております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・弊社は、危険物の取扱業務において、国⺠⽣活の安全確
保に対する顕著な功績が認められ「危険物保安功労者表
彰」「優良危険物関係事業所表彰」を受賞しています。
評価された保安への取組と同様にお客さまに都市ガスを
安全にご利⽤頂くため、保安の確保に取り組んでいま
す。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・ガス事業の根幹となる保安の確保について、創業時から
築き上げてきた経験と実績をもとに、お客さまが安⼼し
てガスをご利⽤いただけるよう⽇々取り組んでおりま
す。

(2)保安管理体制の整備 ・事業所に選任された保安業務監督者の管理・監督のも
と、法定消費機器調査はもとより、⾃主的な保安活動を
実施しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・保安業務従事者に対し、毎⽉保安教育を実施しておりま
す。

・⼤規模災害を想定とした防災訓練を年１回実施しており
ます。

・保安業務に必要な資格取得の奨励をしております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付しており
ます。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付し、消費機器及び給排気設備のメ
ンテナンスに係る取組について周知しております。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付しており
ます。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付し、ガス警報器の設置について周
知しております。

東彩ガス株式会社

東彩ガス株式会社

⽒名⼜は名称：東彩ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：A0012）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0029（登録年⽉：2018年11⽉）
住所：埼⽟県越⾕市越ヶ⾕1-14-1

TEL：0120-78-1031、0570-08-1031

ホームページ：http://www.tosaigas.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付するとと
もに安全な使⽤⽅法を説明しております。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付し、正しい操作⽅法や安全な使⽤
⽅法について周知しております。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付しており
ます。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付し、正しい接続⽅法について周知
しております。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時に、ガスご利⽤の⼿引を配付しており
ます。

・すべてのお客さまを対象に２年に１回以上の頻度で、ガ
スご利⽤の⼿引を配付し、ガス警報器の設置について周
知しております。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・地元⾏政が主催する防災訓練に積極的に参加し、保安Ｐ
Ｒ活動を実施しております。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年にわたり、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保
や保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安
功労者として関東東北産業保安監督部⻑表彰を受賞しま
した。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・当社は、お客さまの安全で快適な暮らしの創造に貢献す
ることを基本理念として、安⼼で安全な暮らしのサポー
トに努めています。お客さまの安全への取り組みとして
マネジメント体制を整備し、保安の向上に取り組んでい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・当社は、事業所ごとに保安管理体制を整備し、お客さま
の保安向上の取り組みを推進しています。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・当社は、保安業務従事者に対して、毎年作成する保安教
育計画に沿った教育・訓練を実施し、必要な知識や資格
取得など保安技能の維持向上に努めています。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスのご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時
に、お客さまに業務⽤パンフレットを配布し、消費機器
および給排気のメンテナンスについて説明しています。

・1年に1回の頻度で、消費機器および給排気設備のメンテ
ナンスについて記載したパンフレットとチラシを業務⽤
のお客さまに配布しています。

②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・当社は、ガスのご使⽤開始時と４年に１回以上の消費機
器調査時に、業務⽤厨房で業務⽤ガス機器をご使⽤のお
客さまを対象に、業務⽤換気警報器の設置を促進してい
ます。

岡⼭ガス株式会社

岡⼭ガス株式会社

⽒名⼜は名称：岡⼭ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：H0002）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0030（登録年⽉：2019年3⽉）
住所：岡⼭県岡⼭市中区桜橋⼆丁⽬1番1号
TEL：086-272-3111

ホームページ：https://www.okagas.co.jp/
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(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスのご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時
に、お客さまにパンフレットとチラシを配布し、ガス機
器の正しい操作⽅法、安全な使⽤⽅法を説明していま
す。

・1年に1回の頻度で正しい操作⽅法、安全な使⽤⽅法を記
載したパンフレットを業務⽤のお客さまに配布していま
す。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスのご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時
に、お客さまにパンフレットを配布し、ガス栓とガス機
器の正しい接続⽅法を説明しています。使⽤していない
ガス栓にはガス栓キャップの取付を⾏い、誤開放による
ガス漏れを防⽌しています。

・1年に1回の頻度でガス栓と接続具の正しい接続⽅法を記
載したパンフレットとチラシをお客さまに配布していま
す。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスのご使⽤開始時と4年に1回以上の消費機器調査時
に、ガス漏えいによる事故を未然に防⽌するためにガス
警報器の設置、取替えをお勧めしています。

・ガス警報器を設置されているお客さまには、ダイレクト
メールで更新のお知らせをしています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・お客さまに都市ガスを安全にご利⽤いただくため、イベ
ント、新聞、ラジオ、当社ホームページで保安の重要性
に関してお客さまへ幅広くＰＲをしています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年に亘り、保安関係業務に従事し、ガスの保安確保や
保安の向上に資する顕著な功績が認められ、ガス保安功
労者として「中国四国産業保安監督部⻑表彰」を受賞し
ました。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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⽐較サイトトップに戻る  お問合わせ・ご意⾒等  免責事項  サイトマップ

ご家庭でガスを使⽤する⽅向けサイト

事業者名検索はこちら

トップページ ガス⼩売事業者名検索 業務⽤厨房等でガスを使⽤する⽅へ
知っておきたい5つのこと

分類 評価（公表）項⽬ ⾃主保安の評価 特徴的な取り組み

1.保安管理体制 (1)保安の確保に関する
マネジメント

・１９６１年の創⽴より、保安の確保と安定供給を旨と
し、５０年を超える⻑きにわたり、都市ガス事業の使命
に徹して参りました。

・当社の中⻑期計画である「⼤東ガス 経営計画２０３
０」において、保安対策の取組みを重点項⽬に掲げてい
ます。

(2)保安管理体制の整備 ・弊社は保安業務監督者を置き保安管理体制を整備し、法
定の消費機器調査の他にも⾃主的な保安活動を実施して
おります。

(3)保安教育・訓練の実
施等

・弊社では、保安業務従事者に対して保安教育をはじめ、
地震災害を想定した訓練を年１回以上⾏っております。

・毎年度⾃治体等が開催する地域防災訓練に参加しており
ます。

・その他通年において⾃社訓練施設による保安の技能研修
を実施しております。

2.保安業務 (1)ＣＯ中毒事故防⽌対策

①消費機器および給排
気設備のメンテナンス
に係る取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、ガス機器や給排気設備の
⽇常のメンテナンスの重要性について、冊⼦を⼿渡して
説明しています。また、安全ステッカーを貼付し、注意
喚起をしています。

・１年に１回の頻度で、PRチラシを配布するとともに「業
務⽤換気警報器」の鳴動履歴があるお客さまへ訪問し、
換気の重要性とＣＯ中毒事故防⽌の注意喚起をしていま
す。

⼤東ガス株式会社

⼤東ガス株式会社

⽒名⼜は名称：⼤東ガス株式会社（ガス⼩売事業者登録番号：D0055）
「ガス保安⾒える化」登録番号：GASHO 0031（登録年⽉：2019年3⽉）
住所：埼⽟県⼊間郡三芳町⼤字藤久保字⻄1081-1

TEL：0120-121-362

ホームページ：http://www.daitogas.co.jp/
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②業務⽤換気警報器の
設置促進の取組

・業務⽤厨房でガスをご使⽤いただいているお客さまを対
象に「業務⽤換気警報器」の設置を促進しています。ま
た、有効期限管理をおこない、更新設置等についてもお
客さまにお勧めしています。

・１年に１回の頻度でPRチラシを配布し、設置の必要性を
周知しています。

(2)ガス漏えいによる爆発、⽕災事故防⽌策

①消費機器の正しい操
作⽅法・安全な使⽤⽅
法の周知に関する取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、冊⼦を⼿渡し正しい操作
および安全な使⽤⽅法を説明しています。

・１年に１回の頻度で、PRチラシを配布し、ガス機器の安
全使⽤について周知を⾏っています。

②ガス栓や接続具の正
しい接続⽅法の周知・
確認に関する取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、冊⼦を⼿渡しガス栓とガ
ス機器の正しい接続⽅法について、説明しています。

・１年に１回の頻度で、PRチラシを配布し、正しい接続⽅
法について周知を⾏っています。

③ガス警報器の設置促
進の取組

・ガスの使⽤開始時と、４年に１回以上の頻度で⾏う消費
機器調査の対⾯機会を通じて、ガス警報器の設置の必要
性について説明しています。また、ガス警報器の有効期
限管理をおこない、更新設置等をお勧めしています。

・１年に１回の頻度で、PRチラシを配布し、ガス警報器の
必要性を周知しています。

3.需要家への安
全教育・啓発

(1)需要家への保安啓発
活動

・都市ガスを安全にご利⽤いただくため、当社ホームペー
ジなどを通じて、お客さまへ幅広くＰＲを⾏っておりま
す。

・お客さま向けの展⽰会にブースを設けたり、⾃治体等が
主催する防災訓練・イベント等へ参加することで、ガス
の安全な使い⽅をＰＲしています。

・料理教室、⽕育教室等を適時開催し、受講いただく⽅々
に安全装置付きガス機器の紹介及び換気の重要性などを
ＰＲしています。

4.他の制度によ
る保安表彰の受
賞歴

(1)本制度以外の保安表
彰受賞履歴

・永年にわたりガス保安関係業務に従事し、ガスの保安の
確保や保安向上に資する顕著な功績が認められ、関東東
北産業保安監督部⻑より、ガス保安功労者表彰をいただ
いております。

ガス保安⾒える化制度 事務局
（⾼圧ガス保安協会 液化⽯油ガス部）
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添付資料 １－３ 

 

 

 

ガスホサイトの改善 

（ガス小売事業者名検索ページ）  
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実施内容 

これまで、参加事業者一覧については、参加事業者のみリストを掲載し、参加していない事業

者は資源エネルギー庁の登録ガス小売事業者一覧へのリンクを掲載する形としていた。 

今回、資源エネルギー庁の掲げる登録ガス小売事業者全て（令和元年６月１８日時点）を掲載

の上、事業者の参加状況を明らかにするよう改善を行った。なお、変更に伴い当該ページをガス

小売事業者名検索と改名した。 

（旧） ガス小売事業者一覧    （新）ガス小売事業者名検索 

      参加事業者のみ表示     全事業者表示 
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添付資料 １－４ 

 

 

 

学習コンテンツの改訂 

  

183



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

184



実施内容 

学習コンテンツページに新たなコンテンツ（動画）２点を追加した。 

 

  

①誤った種類のガスを供給して異常燃焼 

（出典）（独）製品評価技術基盤機構 

②都市ガス事業者の地震対策 

（出典）（一社）日本ガス協会 
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添付資料 １－５ 

 

 

 

2020 年 4 月以降のガス保安見える化制度の実施体制 
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添付資料 １－６ 

 

 

 

ガス保安見える化制度参加事業者に係る参加事業者

に係る自主保安公開状況の調査 
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添付資料 ２ 

 

 

 

令和元年度需要家保安意識等状況調査結果 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

家庭で使う都市ガスについてのアンケート 

回答数：1,000件（男性 500件、女性 500件） 

 

ＳＣ１．あなたの年齢をお答えください。 

１．17 歳以下 

２．18 歳～19 歳 

３．20 歳代 

４．30 歳代 

５．40 歳代 

６．50 歳代 

７．60 歳代 

８．70 歳代以上 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

  

  

5.7

17.2

29.9

26.2

16.4

4.6

0.1

7.9

16.9

27.2

28.5

14.6

4.8

0.0

0.2

8.4

19.7

27.9

26.5

12.6

4.7

0.0

0.2

7.7

18.8

26.4

24.4

15.3

7.2

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

17歳以下

18歳～19歳

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代以上

2016

2017

2018

2019
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

ＳＣ２．あなたの性別をお答えください。 

１．男 

２．女 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

  

 

 

  

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

50.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

男

女

2016

2017

2018

2019
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

ＳＣ３．あなたのお住まいの形態をお答えください。 

１．一戸建て住宅（持ち家） 

２．一戸建て住宅（賃貸） 

３．集合住宅（持ち家） 

４．集合住宅（賃貸） 

５．その他 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

  

 

  

46.7

2.4

23.7

26.5

0.7

43.9

2.4

24.4

28.9

0.4

38.0

2.8

25.7

32.6

0.9

42.7

3.4

23.2

30.2

0.5

0% 10% 20% 30% 40% 50%

一戸建て住宅（持ち家）

一戸建て住宅（賃貸）

集合住宅（持ち家）

集合住宅（賃貸）

その他：

2016

2017

2018

2019
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

ＳＣ４．あなたがお使いのエネルギーについてお伺いします。 

    あなたのお住まいでは、都市ガス（＊）を利用していますか。 

１．都市ガスと電気を併用 

２．都市ガス以外（プロパンガス、灯油等）と電気を併用 

３．オール電化 

 

※都市ガスとは、道路の下のガス導管を通じて供給されるガスをいいます。 

なお、ガスが入ったボンベを配送して供給するガスを「LPガス」といい、「プロパンガス」とも呼ばれています。 

詳しくは、こちらから（http://www.gas.or.jp/user/difference/） 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

  

 

  

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

100.0

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都市ガス※のみ又は電気と併用

都市ガス以外（プロパンガス、灯油等）

と電気併用

オール電化

2016

2017

2018

2019
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ｑ１．あなたはガス会社の緊急時連絡先について知っていますか。 

   ※選択肢「知っている」には、「調べれば分かる」という状態を含みます。 

１．知っている     →Ｑ２へ 

 ２．全く知らない  →Ｑ３へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

 

36.5

63.5

61.9

38.1

87.3

12.7

69.3

30.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

全く知らない

2016

2017

2018

2019
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

 

Ｑ２．【「Ｑ１」の質問で、「知っている」とお答えの方にお伺いします。】 

あなたは、ガス会社の緊急時連絡先を何で知りましたか。（いくつでも） 

１．緊急連絡先ステッカー（＊） 

２．安全周知パンフレット、チラシ等 

３．検針票、請求書等 

４．ガス事業者のホームページ等のＷｅｂ 

５．その他 

 

※緊急連絡先ステッカー 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 

 

3 6 820
92 108 127102

223 234 248
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緊急連絡先ステッカー※

安全周知パンフレット、チラシ

等

検針票、請求書等

ガス事業者のホームページ等の

Web

その他：
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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16.4

27.9

5.5

75.6

15.7
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18.3

1.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

緊急連絡先ステッカー※

安全周知パンフレット、チラシ等

検針票、請求書等

ガス事業者のホームページ等のWeb

その他：
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2017

2018

2019

223



■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ３．あなたは、自宅に都市ガス警報器（＊）を設置していますか。（１つだけ） 

１．設置している  → Ｑ４へ 

２．設置していない → Ｑ５へ 

３．わからない   → Ｑ６へ 

 

※入居時において既に設置されている場合があります。 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ４．【「Ｑ３」の質問で、「設置している」とお答えの方にお伺いします。】 

都市ガス警報器を設置したきっかけを教えてください。（１つだけ） 

１．ガス会社に設置を勧められたため 

２．建築会社に設置を勧められたため 

３．入居時において既に設置されていた 

４．その他 

・・・Ｑ６へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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その他：
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ５．【「Ｑ３」の質問で、「設置していない」とお答えの方にお伺いします。】 

なぜ、都市ガス警報器を設置しないのですか（１つだけ） 

１．設置の必要性を認識していなかったため 

２．費用がかかるため  

３．その他 

・・・Ｑ６へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ６．あなたは、キッチン等の屋内で小型ガス瞬間湯沸器（＊）やガスコンロ等のガス機器を使用する際に、

換気扇を回すか窓を開けるなど換気をしていますか。（１つだけ） 

１．必ずする   →Ｑ８へ 

２．ときどきする →Ｑ７へ 

３．全くしない  →Ｑ７へ 

 

※小型ガス瞬間湯沸器 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ７．【「Ｑ６」の質問で、換気を「ときどきする」、「全くしていない」とお答えの方にお伺いします。】 

あなたがキッチン等の屋内で小型ガス瞬間湯沸器やガスコンロ等のガス機器を使用する際に換気しない

理由としてあてはまるものを、次の中からお選びください。（いくつでも） 

１．ガス機器を使うのが短時間だから 

２．換気をすると空調（冷暖房）が効かないから 

３．換気扇は煙や臭いを排出するものだから 

４．換気扇が壊れているから 

５．空気清浄機を使っているから 

６．その他 

・・・Ｑ８へ 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ８．【ガスストーブやガスファンヒーターをお持ちの方にお伺いします。】 

あなたは、居室等の屋内でガスストーブ（＊）やガスファンヒーター（＊）等のガス機器を使用する際に、1

時間に 1～２回程度窓を開けるなど換気をしていますか。（１つだけ） 

１．必ずする    →Ｑ１０へ 

２．ときどきする  →Ｑ９へ 

３．全くしていない →Ｑ９へ 

 

※ガスファンヒーター・ガスストーブ 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ９．【「Ｑ８」の質問で、換気を「２．ときどきする」、「３．全くしていない」とお答えの方にお伺いします。】 

あなたが居室等の屋内でガスストーブやガスファンヒーター等のガス機器を使用する際に、換気しない

理由としてあてはまるものを、次の中からお選びください。（いくつでも） 

１．ガス機器を使うのが短時間だから 

２．換気をすると空調（暖房）が効かないから 

３．空気清浄機を使っているから 

４．その他 

・・・Ｑ１０へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１０．ガス会社は、古くなったガス機器の交換・取り替えを推奨していますが、あなたは、どのよう

なときにガス機器の取替えを検討しますか。（いくつでも） 

１．壊れたとき 

２．ガス機器が汚れてきたとき 

３．リフォームに合わせて 

４．転居したとき 

５．その他 

・・・Ｑ１１へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１１．地震の揺れ等を感知してガスメーター（マイコンメーター）が自動的にガスを止めた場合、揺

れがおさまった後にガスメーターを復帰操作すると、配管等にガス漏れが無いか確認し、その結果、漏

えいの恐れが無い場合に復帰することをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１２へ 

 

【比較 2018 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１２．あなたは、屋内でガス機器を使用する際には、換気が必要であることをご存知ですか。（１つだ

け） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１３へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１３．あなたは、換気を行なわなかった場合、不完全燃焼により、ガス機器より一酸化炭素（ＣＯ）

を排出する恐れがあることをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１４へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１４．あなたは、小型ガス瞬間湯沸器等（＊）は、古くなると、正しく換気をしていても、不完全燃焼に

より一酸化炭素（ＣＯ）を排出する恐れがあることをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１５へ 

 

※小型ガス瞬間湯沸器 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１５．あなたは、一酸化炭素（ＣＯ）を吸い込むと、中毒になったり、それによって死に至ることが

あるのをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている。 

２．知らなかった。 

・・・Ｑ１６へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１６．ガス機器に搭載されている安全装置について、あなたがご存知のものを全てお答えく

ださい。（いくつでも） 

１．立ち消え安全装置（火が消えたとき、自動的にガスを止める。） 

２．不完全燃焼防止装置（不完全燃焼したとき、自動的にガスを止める。） 

３．転倒時安全装置（機器が転倒したとき、自動的にガスを止める。） 

４．消し忘れ防止装置（ガス機器を消し忘れたとき、自動的にガスを止める。） 

５．調理油過熱（てんぷら火災）防止装置（てんぷら油などが異常な温度になったとき、自動的にガ

スを止める。） 

６．知っているものはない。 

・・・Ｑ１７へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１７．あなたは、ガス会社から、ガス使用開始時（開栓時）や４年に１度の定期保安点検時などにガ

スの安全な使用に関する情報（換気の必要性やガス栓と接続具（＊）の状況等）について、説明を受けたこ

とがありますか。（１つだけ） 

１．説明を受けたことがある 

２．説明を受けたことがない 

・・・Ｑ１７－１へ 

 

※ガス栓と接続具 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１７－１．あなたは、平成 29年（2017年）4月以降にガス会社を切替えましたか。（１つだけ） 

１．切替えた    →Ｑ１７－２へ 

２．切替えていない →Ｑ１８へ 

【比較 2017 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１７－２．【「Ｑ１７－１」の質問で、「ガス会社を切替えた」とお答えの方に伺います。】 

新しいガス会社の保安サービス（ガス機器の安全使用周知や定期保安点検等）はこれまでの事業者と比

べ向上しましたか。（１つだけ） 

１．変わった（向上した） →Ｑ１７－３へ 

２．変わらない      →Ｑ１８へ 

３．変わった（低下した） →Ｑ１７－３へ 

４．わからない      →Ｑ１８へ 

【比較 2017 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１７－３．【「Ｑ１７－２」の質問で、「変わった」とお答えの方に伺います。】 

これまでの事業者と比べ、変わった内容について主にあてはまるものを選択してください。（１つだけ） 

１．ガスの安全使用のための情報の内容 

２．定期保安点検の点検内容 

３．訪問点検時の対応 

・・・Ｑ１８へ 

【比較 2018 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１８．敷地内や建物内にあるガス管は、お客さまの所有物であることをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１９へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

Ｑ１９．敷地内に埋設された鉄製のガス管は、古くなると腐食によりガス漏洩を起こす場合があり、交

換等が必要になります。あなたはこのことをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ２０へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■一般需要家向けアンケート（2016－2019） 

 

 

  

Ｑ２０．敷地内のガス管はお客様の所有物であるため修理・取替え等の費用はお客さま負担となります。

あなたはこのことをご存知ですか？（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

業務用厨房等で使う都市ガスについてのアンケート 

回答数： 500件 

 

ＳＣ１．あなたのお勤め先（派遣先）について、業種大区分を教えてください。 

 

※あなたの企業の業種がどの区分かわからない場合は、以下のリンクより該当する職業をご参照くださ

い。 

※あなたの企業が複数の業種にまたがる場合は、現在あなたご自身が最も従事している業種をお選びく

ださい。 

 

【 参 考 】 総 務 省 日 本 標 準 産 業 分 類 （ 平 成 26 年 4 月 1 日 施 行 ）

http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/H25index.htm 

（総務省日本標準産業分類） 

１．農業・林業 

２．漁業 

３．鉱業、採石業、砂利採取業 

４．建設業 

５．製造業 

６．電気・ガス・熱供給・水道業 

７．情報通信業 

８．運輸業、郵便業 

９．卸売業、小売業 

１０．金融業、保険業 

１１．不動産業、物品賃貸業 

１２．学術研究、専門・技術サービス業 

１３．宿泊業、飲食サービス業 

１４．生活関連サービス業、娯楽業 

１５．教育、学習支援業 

１６．医療、福祉 

１７．複合サービス事業 

１８．サービス業（他に分類されないもの） 

１９．公務（他に分類されないもの） 

２０．上記で分類不能の産業 

２１．現在、働いていない 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

ＳＣ２．あなたは、厨房や食堂等の施設で働いていますか。又は、これら施設のオーナーですか。 

１．はい 

２．いいえ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

ＳＣ３．あなたがお勤め（又は所有）先の店舗等の施設にある業務用厨房は、都市ガス（※）を利用して

いますか。 

１．都市ガスのみ又は電気と併用 

２．都市ガス以外（プロパンガス、灯油等）と電気を併用 

３．オール電化 

 

※都市ガスとは、道路の下のガス導管を通じて供給されるガスをいいます。 

なお、ガスが入ったボンベを配送して供給するガスを「LPガス」といい、「プロパンガス」とも呼ばれています。 

詳しくは、こちらから（http://www.gas.or.jp/user/difference/） 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１．あなたのお店の業種をお答えください。（１つだけ） 

１．飲食店 

２．ベーカリー 

３．総菜・弁当店 

４．その他 

・・・Ｑ２へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

Ｑ２．あなたの立場をお答えください。（１つだけ） 

１．オーナー 

２．店舗又は厨房の管理責任者（オーナーを除く、店長・マネージャー等。） 

３．上記１及び２を除く従業員（パート、アルバイト含む） 

・・・Ｑ３へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ３．あなたはどのくらいの期間、仕事でガスをお使いですか。（１つだけ） 

１．１年未満 

２．１年以上～５年未満 

３．５年以上～１０年未満 

４．１０年以上 

・・・Ｑ４へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ４．あなたは、ガス会社の緊急時連絡先について知っていますか。（１つだけ） 

※選択肢「知っている」には、「調べれば分かる」という状態を含みます。 

１．知っている →Ｑ５へ 

２．まったく知らない→ 

ａ．設問Ｑ２で「１.オーナー」又は「２.店舗又は厨房の管理責任者」とお答えの方→Ｑ６へ 

ｂ．設問Ｑ２で「３.従業者」とお答えの方→Ｑ７へ 

ｃ．設問Ｑ２で上記以外のお答えの方→Ｑ８へ 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ５．【「Ｑ４」の質問で、「知っている」とお答えの方にお伺いします。】 

あなたは、ガス会社の緊急時連絡先を何で知りましたか（いくつでも） 

１．緊急連絡先ステッカー 

２．安全周知パンフレット、チラシ等 

３．検針票、請求書等 

４．ガス事業者のホームページ等のＷｅｂ 

５．その他 

ａ．設問Ｑ２で「１.オーナー」又は「２.店舗又は厨房の管理責任者」とお答えの方→Ｑ６へ 

ｂ．設問Ｑ２で「３.従業者」とお答えの方→Ｑ７へ 

ｃ．設問Ｑ２で上記以外のお答えの方→Ｑ８へ 

 

※緊急連絡先ステッカー 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ６．【「Ｑ２」で「.オーナー」又は「店舗又は厨房の管理責任者」とお答えの方に伺います。】 

業務用のガス燃焼機器を使用するときは換気をするよう従業員に指導していますか。あてはまるものを

１つだけお答えください。（１つだけ） 

１．している 

２．していない 

・・・Ｑ８へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

Ｑ７．【「Ｑ２」で「３.従業者」とお答えの方に伺います。】 

業務用のガス燃焼機器を使用するときは換気するようオーナーや管理責任者から指導されていま

すか。あてはまるものを１つだけお答えください。（１つだけ） 

１．指導されている 

２．指導されていない 

・・・Ｑ８へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ８．あなたのお店には業務用換気警報器（＊）が設置されていますか。（１つだけ） 

１．設置されている ・・・Ｑ８－１へ 

２．設置されていない・・・Ｑ９へ 

３．わからない   ・・・Ｑ９へ 

 

※業務用換気警報器 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ８－１．【「Ｑ８」で「業務用換気警報器が設置されている」とお答えの方に伺います。】 

業務用換気警報器が鳴った場合、どのような対応をとりますか。（いくつでも） 

１．ガス機器を止める 

２．窓を開けて換気する 

３．換気扇が動いていることを確認する 

４．ガス会社に連絡する 

５．特に何もしない 

・・・Ｑ９へ 

 

【2019-2020 年（件数）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

【2019-2020 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ９．あなたのお店では、業務用厨房などで使用しているガス機器や換気設備などについてお手入れ（清

掃やメンテナンス）又は点検をしていますか？（１つだけ） 

１．定期的に実施している 

２．気づいたときに実施している 

３．全く実施していない 

４．その他 

・・・Ｑ１０へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１０．ガス会社は、古くなったガス機器の交換・取り替えを推奨していますが、あなたは、どのよう

なときにガス機器の取替えを検討しますか？（１つだけ） 

１．ガス機器が壊れたとき 

２．ガス機器が汚れてきたとき 

３．店舗改装などのとき 

４．その他 

・・・Ｑ１１へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１１．あなたは、厨房等でガス機器を使用する際には、換気が必要であることをご存知ですか？（１

つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１２へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 
 

Ｑ１２．あなたは、換気を行なわなかった場合、不完全燃焼により、ガス機器より一酸化炭素（ＣＯ）

を排出する恐れがあることをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１３へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１３．あなたは、ガス機器は古くなると、正しく換気をしていても、不完全燃焼により一酸化炭素（Ｃ

Ｏ）を排出する恐れがあることをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らない 

・・・Ｑ１４へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

 

Ｑ１４．あなたは、換気設備の点検・清掃などのメンテナンスを怠ると、換気をしても、換気風量不足

などにより不完全燃焼となり、一酸化炭素（ＣＯ）を排出する恐れがあることをご存知ですか。（１つ

だけ） 

１．知っている 

２．知らない 

・・・Ｑ１５へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１５．あなたは、一酸化炭素（ＣＯ）を吸い込むと、従事者やご来店のお客様が中毒になったり、そ

れによって死に至ることがあるのをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている。 

２．知らない 

・・・Ｑ１６へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

Ｑ１６．ガス機器に搭載されている安全装置について、あなたがご存知のものを全てお答えください。（い

くつでも） 

１．立ち消え安全装置（火が消えたとき、自動的にガスを止める。） 

２．不完全燃焼防止装置（不完全燃焼する状態に至ったとき、自動的にガスを止める。） 

３．消し忘れ防止装置（ガス機器を消し忘れたとき、自動的にガスを止める。） 

４．調理油過熱（天ぷら火災）防止装置（てんぷら油などが異常な温度になったとき、自動的にガス

を止める。） 

５．知っているものはない。 

・・・Ｑ１７へ 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（件数）】 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１７．あなたのお店では、ガス会社から、ガス使用開始時（開栓時）や４年に１度（もしくは１年に

１回）の定期保安点検時などに、ガスの安全な使用に関する情報（換気の必要性やガス栓と接続具（＊）

の状況等）について、説明を受けたことがありますか。（１つだけ） 

１．説明を受けたことがある 

２．説明を受けたことがない 

・・・Ｑ１７－１へ 

※ガス栓と接続具 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１７－１．平成 29年（2017年）4月以降にガス会社を切替えましたか。（１つだけ） 

１．切替えた    →Ｑ１７－２へ 

２．切替えていない →Ｑ１８へ 

 

【比較 2017 年-2019 年（割合）】 

 

Ｑ１７－２．【「Ｑ１７－１」の質問で、「ガス会社を切替えた」とお答えの方に伺います。】  

新しいガス会社の保安サービス（ガス機器の安全使用周知や定期保安点検）はこれまでの事業者と比べ

変わりましたか。（１つだけ） 

 

※ガス料金の変化は除きます。 

１．変わった（向上した）・・・Ｑ１７－３へ 

２．変わらない・・・Ｑ１８へ 

３．変わった（低下した）・・・Ｑ１７－３へ 

４．わからない・・・Ｑ１８へ 

 

【比較 2017 年-2019 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１７－３．【「Ｑ１７－２」の質問で、「変わった」とお答えの方にお伺いします】  

これまでの事業者と比べ、変わった内容について主にあてはまるものを選択してください。（１つだけ） 

１．ガスの安全使用のための情報の内容。 

２．定期保安点検の点検内容。 

３．訪問点検時の対応。 

・・・Ｑ１８へ 

【2019-2020 年（割合）】 
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■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

Ｑ１８．敷地内や建物内にあるガス管は、お客さまの所有物であることをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ１９へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

Ｑ１９．敷地内に埋設された鉄製のガス管は、古くなると腐食によりガス漏洩を起こす場合があり、交

換等が必要になります。あなたはこのことをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

・・・Ｑ２０へ 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 

 

 

 

 

 

 

 

57.4

42.6

57.6

42.4

56.6

43.4

56.0

44.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

知らなかった

2016

2017

2018

2019

66.6

33.4

68.2

31.8

69.2

30.8

67.8

32.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

知らなかった

2016

2017

2018

2019

269



■業務用需要家向けアンケート（2016-2019） 

 

 

 
 

Ｑ２０．敷地内のガス管はお客様の所有物であるため修理・取替え等の費用はお客さま負担となります。

あなたはこのことをご存知ですか。（１つだけ） 

１．知っている 

２．知らなかった 

 

【比較 2016 年-2019 年（割合）】 
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